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一　
『
尚
書
』
は
読
み
難
い
か

最
後
の
国
学
大
師
、
章
炳
麟
の
遺
作
は
『
古
文
尚
書
拾
遺
定
本
』
で
あ
っ
た1

。
春
秋
左
氏
伝
の
研
究
で
名
声
を
博
し
、
そ
の
古
文
学

派
の
立
場
か
ら
、
康
有
為
や
梁
啓
超
に
代
表
さ
れ
る
今
文
学
派
と
激
し
い
論
戦
を
繰
り
広
げ
た
彼
の
前
歴
を
知
る
者
に
は
、
こ
の
事
実
は

意
外
の
感
を
与
え
る
。
実
際
、
彼
は
一
九
三
二
年
七
月
に
書
い
た
『
古
文
尚
書
拾
遺
』
の
「
後
序
」
で
、
自
分
の
『
尚
書
』
研
究
を
振
り

返
っ
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

六
経
の
精
神
は
帰
着
す
る
と
こ
ろ
同
じ
で
あ
る
が
、『
尚
書
』
の
み
は
残
欠
甚
だ
し
く
読
み
難
い
。
古
文
は
『
爾
雅
』
に
即
し
て
読

め
と
言
わ
れ
た
も
の
だ
が
、
い
ざ
読
む
と
な
る
と
疑
問
百
出
で
、
う
ま
く
ゆ
か
な
い
。
後
の
学
説
で
は
、
高
郵
（
揚
州
）
の
王
引
之
が

『
古
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「
裕
」
を
「
道
」
と
訓
じ
、
瑞
安
（
温
州
）
の
孫そ
ん

詒い

讓じ
ょ
うが
「
棐ひ

諶じ
ん

」
と
「
棐ひ

彛い

」
の
「
棐
」
を
「
匪
」
と
訓
じ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
典
拠

が
あ
り
、
適
切
な
解
答
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
皮
相
の
考
え
に
過
ぎ
な
い
。
私
は
『
尚
書
』
は
読
め
な
い
と
初
め
は
思
っ
て
い
た
の

で
、
深
く
研
究
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、
弟
子
で
あ
る
歙

き
ゅ
う

県
の
呉
承
仕
だ
け
は
古
文
を
好
み
、
敦
煌
か
ら
発
掘
さ
れ
た
『
堯
典
』
を
使
っ
て

解
読
し
た
と
こ
ろ
、
孔
安
国
『
伝
』
が
隷
古
文
字
で
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
。
次
い
で
、
日
本
の
足
利
学
校
所
蔵
の
版
本

で
文
字
の
校
合
を
行
い
、
前
漢
の
孔
壁
書
は
亡
失
し
た
が
、
東
晋
の
梅ば

い

賾さ
く

が
献
上
し
た
『
古
文
尚
書
』
と
大
差
な
い
と
考
え
、
私
に
そ
の

成
否
を
質
し
た
。
私
は
こ
の
考
え
を
是
と
し
た
。
そ
の
後
、
洛
陽
か
ら
三
体
石
経
の
残
碑
が
出
土
し
、
古
文
の
真
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
梅

賾
『
古
文
尚
書
』
の
『
堯
典
』
と
校
合
す
れ
ば
、
一
々
対
応
す
る
。
世
の
知
識
人
が
『
古
文
尚
書
』
を
信
じ
た
の
は
、
根
拠
が
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
判
っ
た
が
、
惜
し
む
ら
く
は
、
清
朝
時
代
の
段
玉
裁
や
孫
詒
讓
の
諸
氏
が
そ
れ
を
研
究
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
だ
が
、『
古
文
尚
書
』
を
こ
の
三
体
石
経
の
文
字
で
通
訓
す
る
ま
で
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
民
国
二
十
一
（
一
九
三
二
）
年
の
夏
、

北
平
か
ら
上
海
に
戻
り
、
盛
夏
の
折
、
余
暇
を
得
た
の
で
、
棘
下
生
や
孔
安
国
の
緒
言
を
読
み
返
し
、
司
馬
遷
の
『
史
記
』
に
記
さ
れ
た

も
の
に
つ
い
て
、
何
度
も
相
互
に
参
照
し
な
が
ら
精
読
し
、
判
っ
た
結
果
を
箇
条
書
き
に
し
て
、『
太
史
公
古
文
尚
書
説
』
一
巻
を
ま
と

め
た
。
そ
れ
か
ら
、
私
見
に
よ
り
校
訂
を
加
え
、
そ
の
故
言
を
通
覧
し
て
、
旧
書
の
典
麗
な
記
事
か
ら
往
時
の
史
実
を
確
認
し
て
、『
古

文
尚
書
拾
遺
』
二
巻
を
作
っ
た
。
多
少
の
発
見
は
あ
っ
た
と
思
う
が
、
そ
の
成
果
の
程
は
分
か
ら
ぬ
。
欠
陥
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ

を
呉
承
仕
に
委
ね
、
今
後
そ
の
誤
り
を
正
さ
れ
ん
こ
と
を
請
う
。
か
つ
て
鄭

じ
ょ
う

玄げ
ん

は
未
完
の
『
左
伝
』
注
を
全
て
服
虔
に
残
し
た
。
私
は
鄭

玄
に
倣
う
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
呉
承
仕
の
古
代
学
へ
の
精
進
は
服
虔
に
比
肩
す
る
も
の
が
あ
る
以
上
、
そ
の
心
積
り
を
し
て
も

不
都
合
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
年
七
月
、
章
炳
麟
序
。〔11

：854-855

〕
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古
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若
き
日
の
章
炳
麟
は
『
尚
書
』
は
読
め
な
い
も
の
と
思
っ
て
敬
遠
し
た
。
だ
が
、
一
九
二
二
年
に
『
三
体
石
経
』
が
洛
陽
か
ら
出
土
し

て
以
後
、
考
え
が
変
わ
っ
た
。
こ
の
碑
石
に
刻
ま
れ
た
古
文
は
魏
の
時
代
の
も
の
で
、『
古
文
尚
書
』
が
東
晋
の
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
時

期
と
重
な
る
。『
三
体
石
経
』
を
手
掛
か
り
に
『
尚
書
』
を
読
む
道
が
開
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
章
炳
麟
の
述
懐
は
事
実
と
必

ず
し
も
合
致
し
な
い
。『
膏こ

う

蘭ら
ん

室
札
記
』
は
、
光
緒
十
七
（
一
八
九
一
）
年
か
ら
十
九
（
一
八
九
三
）
年
ま
で
、
兪
樾
が
山
長
を
務
め
る

詁
経
精し

ょ
う

舎じ
ゃ

で
学
ん
だ
と
き
に
作
っ
た
読
書
札
記
で
あ
る
。
全
四
百
七
十
四
条
の
う
ち
、『
尚
書
』
に
関
す
る
読
書
記
録
は
七
条
と
確
か
に

多
く
な
い
。
し
か
し
、
一
九
三
三
年
に
述
懐
し
た
よ
う
に
、
若
き
日
の
章
炳
麟
は
『
尚
書
』
を
読
め
な
い
も
の
と
は
必
ず
し
も
考
え
て
い

な
い
。
そ
の
第
二
百
九
十
七
条
「
光
宅
天
下
」（『
書
序
』）
の
短
い
考
察
は
、
清
朝
考
証
学
の
成
果
を
駆
使
し
た
野
心
的
な
『
尚
書
』
読

解
で
あ
り
、
彼
の
『
尚
書
』
研
究
の
そ
の
後
の
方
向
性
を
決
定
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

二　
「
光
宅
天
下
」
の
解
釈

『
膏
蘭
室
札
記
』
第
二
百
九
十
七
条
「
光
宅
天
下
」（『
書
序
』）
の
考
証
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
書
大
序
』
に
「
昔
在
堯
舜
、
聰
明
文
思
、
光
宅
天
下
」
と
あ
る
。（
章
炳
）
麟
按
。「
光
宅
天
下
」
は
、『
堯
典
』
の
「
光
被
四
表
、
格

于
上
下
」
と
通
ず
る
。『
堯
典
』
の
「
光
」
は
「
横
」
の
仮か

借し
ゃ

文
字
で
あ
り
、『
書
大
序
』
の
「
光
」
も
や
は
り
「
横
」
で
あ
る
。『
書
大

序
』
の
「
宅
」
は
、『
堯
典
』
の
「
格
」
に
通
じ
、
古
音
で
は
「
宅
」
と
「
格
」
が
同
じ
音
韻
の
部
に
属
す
る
。（
つ
ま
り
、「
光
宅
」
と

は
「
横
格
」〔
広
く
至
る
〕
で
あ
っ
て
、）『
堯
典
』
の
「
四
表
」
と
「
上
下
」
を
併
せ
る
と
六
方
と
な
る
か
ら
、「
光
宅
天
下
」
と
は
、
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「
天
下
」
の
全
て
を
遍
く
包
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
孔く

穎よ
う

達だ
つ

の
『
尚
書
正
義
』
が
「
徳
が
充
満
し
て
天
下
に
留
ま
っ
て
い
る
」

と
解
し
た
の
は
誤
っ
て
い
る
。〔1

：144

〕

章
炳
麟
は
、『
書
大
序
』
の
十
二
字
を
読
む
さ
い
、『
堯
典
』
の
八
字
を
参
照
し
た
。『
堯
典
』
の
解
釈
史
上
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
者
は

い
な
い
。
た
だ
し
、『
堯
典
』
八
字
の
解
釈
は
、
清
朝
考
証
学
の
泰
斗
で
あ
る
戴
震
の
考
え
方
に
依
っ
て
い
る
。
乾
隆
乙
亥
（
一
七
五
五
年
）

の
「
王
鳳
喈か

い

に
与
え
る
書
」
は
、『
堯
典
』
の
「
光
」
を
「
横
」
の
仮
借
文
字
と
す
る
戴
震
の
考
証
を
詳
し
く
説
い
て
い
る
。
二
十
世
紀
に

な
っ
て
、
胡
適
は
、
中
国
の
歴
史
学
に
科
学
精
神
を
導
入
す
る
こ
と
を
訴
え
る
に
当
た
り
、「
大
胆
な
仮
説
と
細
心
の
考
証
」
の
最
良
の
例

と
し
て
、
戴
震
の
「
光
被
四
表
」
の
考
証
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る2

。
そ
の
考
証
の
流
れ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

⑴  

孔
安
国
『
伝
』
は
、「
光
」
を
「
充
」
と
訓
ず
る
。
陸
徳
明
『
経
典
釈
文
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
音
は
「
無
音
の
切
」
で
あ
る
。
孔
穎
達

『
尚
書
正
義
』
が
、「
光
」
を
「
充
」
と
訓
ず
る
の
は
、『
爾
雅
・
釈
言
』
に
基
づ
い
た
読
み
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
『
爾
雅
・
釈

言
』
は
「
光
」
を
「
桄
」
に
作
り
、
孫
炎
本
『
爾
雅
』
は
「
桄
」
を
「
光
」
に
作
る
。
音
は
「
古
黄
の
反
」
で
あ
る
。『
堯
典
』
の
二
句

を
初
め
て
解
説
し
た
孔
安
国
『
伝
』
が
「
光
」
を
「
充
」
と
訓
じ
た
の
は
、『
爾
雅
・
釈
言
』
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

⑵  

孔
安
国
『
伝
』
は
、
魏
晋
に
出
た
偽
書
で
あ
る
。
だ
が
、『
爾
雅
』
に
基
づ
く
そ
の
読
み
は
古
人
の
文
法
に
従
っ
て
お
り
、
魏
晋
の

人
の
手
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

⑶  

宋
代
に
蔡
沈
が
書
い
た
『
書
集
伝
』
が
、「
光
」
を
「
顕
」
と
訓
ず
る
の
は
、『
爾
雅
』
や
古
注
を
踏
ま
え
な
い
点
で
誤
っ
て
い
る
。

⑷  

と
こ
ろ
が
、『
尚
書
』
を
含
め
、『
六
経
』
に
は
、『
爾
雅
』
に
記
す
「
桄
」
が
一
つ
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
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⑸  
一
方
、
許
慎
の
『
説
文
解
字
』
は
「
桄
」
を
「
充
」
と
訓
じ
、
宋
の
徐
鉉
が
注
釈
し
た
『
説
文
』
に
、
そ
の
音
が
「
古
曠
の
反
」

と
あ
る
。
ま
た
、『
礼
記
・
楽
記
』
の
「
号
以
立
橫
、
橫
以
立
武
」
の
鄭
玄
『
注
』
は
、「
横
」
を
「
充
」
と
訓
じ
、
気
が
充
満
す

る
と
説
く
。『
経
典
釈
文
・
礼
記
音
義
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
横
」
は
「
桄
」
と
同
じ
く
、「
古
曠
の
反
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
礼

記
・
孔
子
閒
居
』
の
「
夫
民
之
父
母
乎
、
～
以
橫
於
天
下
」
の
鄭
玄
『
注
』
も
、「
横
」
を
「
充
」
と
訓
ず
る
。

⑹  

以
上
の
『
説
文
解
字
』、『
礼
記
・
楽
記
』、『
礼
記
・
孔
子
閒
居
』
の
三
例
か
ら
、
漢
代
の
人
々
は
、「
桄
」
と
「
横
」
を
、「
充
」

と
同
じ
意
味
に
解
し
、「
古
曠
の
反
」
と
い
う
同
じ
音
で
読
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。
だ
か
ら
、
漢
代
に
存
在
し
た
は
ず
の
『
堯
典
』

古
本
は
、「
光
被
四
表
」
を
「
横
被
四
表
」
と
書
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

⑺  「
光
被
四
表
」
が
「
横
被
四
表
」
で
あ
る
の
は
、「
光
被
四
表
、
格
于
上
下
」
と
い
う
二
句
の
構
文
か
ら
も
証
明
で
き
る
。『
礼
記
』

が
「
橫
於
天
下
」
と
書
く
よ
う
に
、「
横
被
」
は
「
横
於
」
で
あ
り
、「
広
被
」
と
同
義
で
、「
被
」
は
前
置
詞
で
あ
る
。「
横
四
表
」

と
「
格
上
下
」
は
対
句
を
構
成
し
、
広
く
及
ぶ
こ
と
を
「
横
」
と
言
い
、
深
く
貫
く
こ
と
を
「
格
」
と
言
う
。「
四
表
」
が
「
被
」

を
受
け
る
の
は
、
徳
が
民
物
に
加
わ
る
こ
と
を
指
し
、「
上
下
」
が
「
于
」
を
受
け
る
の
は
、
徳
が
天
地
に
及
ぶ
こ
と
を
指
す
。
こ

の
よ
う
に
、「
横
」
と
「
格
」、「
被
」
と
「
于
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
句
法
と
意
味
が
ぴ
っ
た
り
と
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑻  

こ
こ
か
ら
『
堯
典
』
二
句
の
古
本
よ
り
現
行
本
へ
の
推
移
を
辿
れ
ば
、
古
本
の
「
横
」
が
「
桄
」
に
転
写
さ
れ
、「
桄
」
の
部
首
が

脱
落
し
て
「
光
」
に
な
っ
た
と
見
て
良
い
。『
爾
雅
・
釈
言
』
が
「
光
」
の
音
を
「
無
音
の
切
」
と
し
た
の
は
適
切
で
は
な
く
、
正

し
く
は
「
古
曠
の
反
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う3

。

章
炳
麟
は
、
戴
震
に
よ
る
以
上
の
考
証
に
基
づ
き
、『
堯
典
』
に
あ
る
「
光
」
を
「
横
」
の
仮
借
文
字
と
し
た
。
そ
し
て
、『
書
大
序
』

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究

五
三



の
「
光
宅
天
下
」
と
い
う
一
句
が
、『
堯
典
』
の
「
光
被
四
表
、
格
于
上
下
」
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
と
い
う
新
説
を
出
し
た
。
と
こ
ろ
で
、

『
書
大
序
』
は
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
学
術
の
世
界
で
異
論
の
多
い
書
物
で
あ
る
。
閻え

ん

若じ
ゃ
く

璩き
ょ

と
い
う
清
初
の
学
者
は
、
東
晋
の
梅
賾
が
献
上

し
た
『
古
文
尚
書
』（
そ
れ
ま
で
国
家
公
認
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
『
今
文
尚
書
』
よ
り
二
十
五
篇
多
か
っ
た
）
と
、
そ
の
『
古
文
尚
書
』

に
付
さ
れ
た
孔
安
国
『
伝
』
を
、
偽
書
と
し
て
退
け
た
が
、
閻
若
璩
が
偽
書
と
し
た
の
は
、
他
に
も
あ
り
、『
書
大
序
』
は
そ
の
一
つ
だ
っ

た
。
閻
若
璩
は
戴
震
よ
り
一
世
紀
ほ
ど
前
に
活
躍
し
た
考
証
学
者
で
、『
尚
書
今
古
文
疏
證
』
と
い
う
名
高
い
書
物
の
作
者
で
あ
る
。

梅
賾
の
『
古
文
尚
書
』
は
、
古
文
で
書
か
れ
、
前
漢
の
時
代
に
魯
の
恭
王
が
孔
子
旧
宅
の
壁
か
ら
発
見
し
た
後
、
行
方
不
明
に
な
っ
た

『
古
文
尚
書
』
を
忠
実
に
再
現
し
た
書
物
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
梅
賾
の
『
古
文
尚
書
』
は
晩
出
書
、
孔
子
旧
宅
の
壁
か
ら
出
た
『
古
文

尚
書
』
は
孔
壁
書
と
呼
ば
れ
る
。
朱
子
学
の
創
始
者
で
あ
る
朱
熹
が
、
こ
の
晩
出
書
の
『
大
禹
謨
』
に
あ
る
「
人
心
惟
危
、
道
心
惟
微
」

と
い
う
十
六
字
（
い
わ
ゆ
る
「
虞
廷
十
六
字
」）
に
依
拠
し
て
、
朱
子
学
と
い
う
壮
大
な
理
論
体
系
を
編
み
出
し
た
。
閻
若
璩
は
、
晩
出

書
を
偽
書
と
断
じ
た
考
証
の
中
で
、『
大
禹
謨
』
の
「
虞
廷
十
六
字
」
が
、
荀
子
以
後
の
学
者
の
偽
造
に
成
る
こ
と
を
暴
い
た
。
朱
子
学

を
構
成
す
る
重
要
な
論
拠
の
一
つ
が
こ
う
し
て
崩
れ
去
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
梁
啓
超
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』（
一
九
二
六
年4

）
以
来

の
思
想
史
の
通
説
は
、
閻
若
璩
の
書
物
が
、
朱
子
学
の
抑
圧
的
な
倫
理
体
系
を
打
ち
砕
き
、
近
代
的
思
惟
の
誕
生
へ
と
道
を
開
い
た
と
説

く
。
章
炳
麟
は
、
こ
の
通
説
を
準
備
し
た
閻
若
璩
の
学
説
に
異
議
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

『
書
大
序
』
は
、
閻
若
璩
が
断
じ
た
よ
う
な
後
世
の
偽
書
で
は
な
い
と
、
章
炳
麟
は
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、『
書
大
序
』
の
思
想
や
表
現

は
、『
古
文
尚
書
』
の
真
本
で
あ
る
『
堯
典
』
と
内
的
な
関
連
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。『
書
大
序
』
に
あ
る
「
昔
在
堯
舜
、
聰
明
文
思
、

光
宅
天
下
」
の
内
、「
光
宅
天
下
」
の
四
字
は
、『
堯
典
』
の
「
光
被
四
表
、
格
于
上
下
」
と
い
う
八
字
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
戴

震
は
、「
光
被
四
表
」
に
始
ま
る
『
堯
典
』
八
字
が
、
元
来
は
「
横
被
四
表
、
格
于
上
下
」
と
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
た
。『
書
大
序
』
の
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の
真
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―
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「
光
宅
天
下
」
は
、
こ
の
「
横
被
四
表
、
格
于
上
下
」
を
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
変
型
し
た
。
ま
ず
、「
横
被
」（
広
く
及
ぶ
）
と
「
格
于
」

（
深
く
貫
く
）
が
「
光
宅
」
へ
と
縮
め
ら
れ
る
。
次
い
で
、「
四
表
」
と
「
上
下
」
が
「
天
下
」
に
縮
め
ら
れ
た
。「
四
表
」
と
「
上
下
」

を
併
せ
れ
ば
、「
六
方
」
と
な
っ
て
、
こ
の
世
の
森
羅
万
象
を
網
羅
す
る
も
の
と
な
る
。
堯
舜
と
い
う
古
代
皇
帝
の
知
恵
や
活
動
（
聰
明

文
思
）
は
、
森
羅
万
象
を
広
く
、
深
く
包
含
し
て
い
る
さ
ま
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

三　

清
朝
考
証
学
の
「
科
学
精
神
」

　

清
朝
考
証
学
は
黃
宗
羲
と
顧
炎
武
を
開
祖
と
し
、
閻
若
璩
、
胡
渭
が
そ
の
基
礎
を
築
き
、
恵
士
奇
と
恵
棟
の
父
子
、
そ
の
学
生
で
あ

る
王
鳴
盛
、
銭
大
昕
、
江
藩
か
ら
成
る
呉
派
（
江
蘇
派
）
と
、
戴
震
と
そ
の
後
学
で
あ
る
段
玉
裁
、
王
念
孫
、
王
引
之
父
子
か
ら
成
る
皖か

ん

派
（
安
徽
派
）
が
全
盛
期
を
現
出
し
た
。
紹
興
の
人
で
あ
る
章
炳
麟
は
、
王
陽
明
の
学
統
を
継
ぐ
浙
東
学
派
に
属
す
る
が
、
呉
派
と
皖
派

の
集
大
成
を
自
ら
の
学
問
的
使
命
に
課
し
た
。
そ
れ
に
は
、
呉
派
か
ら
出
発
し
、
公
羊
学
だ
け
で
な
く
欧
米
や
日
本
の
学
問
を
も
積
極
的

に
取
り
入
れ
た
兪
樾
に
学
ん
だ
こ
と
が
大
き
く
与
っ
て
力
あ
る
。
た
だ
し
、
師
の
兪
樾
が
今
文
学
に
も
寛
容
で
あ
る
点
に
、
章
炳
麟
は
批

判
的
で
あ
っ
た
。
皖
派
の
戴
震
に
よ
る
「
光
被
四
表
」
の
考
証
を
取
り
、
閻
若
璩
に
よ
る
『
書
大
序
』
偽
作
説
を
退
け
た
「
光
宅
天
下
」

解
釈
に
、
そ
う
し
た
章
炳
麟
の
学
術
の
方
向
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

念
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、「
光
宅
天
下
」
の
解
釈
は
、『
堯
典
』
に
基
づ
い
て
『
書
大
序
』
を
読
む
と
い
う
斬
新
な
切
り
口
を
提
示
し

た
が
、
解
釈
そ
の
も
の
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
章
炳
麟
の
誤
り
の
責
任
の
一
半
は
、
戴
震
の
「
光
被
四
表
」
解
釈
に
あ
る
。

戴
震
の
「
光
被
四
表
」
考
証
は
、
発
表
当
時
か
ら
中
国
の
学
術
界
に
大
き
な
話
題
を
提
供
し
、
二
十
世
紀
に
な
っ
て
、
欧
米
の
歴
史
実
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証
主
義
を
導
入
す
る
際
、
中
国
自
身
が
産
ん
だ
「
科
学
精
神
」
の
適
例
と
し
て
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
の
考

え
は
、
発
表
当
時
か
ら
、
大
き
な
賛
辞
と
並
ん
で
、
少
な
か
ら
ぬ
疑
義
に
晒
さ
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

胡
適
に
よ
れ
ば
、
学
説
公
表
か
ら
お
よ
そ
十
年
の
間
に
、
戴
震
の
友
人
で
あ
る
銭
大
昕
、
姚よ

う

鼐だ
い

、
洪
榜
、
段
玉
裁
ら
は
、
戴
震
の
考
証

を
補
強
す
る
用
例
を
六
つ
発
見
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
戴
震
の
「
光
被
四
表
」
解
釈
に
対
す
る
反
証
例
は
、
全
部
で
十
八
あ
る
。
考
証

学
の
錚
々
た
る
権
威
た
ち
は
、
戴
震
が
主
張
し
た
『
堯
典
』
古
本
の
用
例
を
、
十
年
を
費
や
し
て
も
わ
ず
か
六
つ
し
か
探
し
出
せ
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
反
証
例
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
労
力
を
掛
け
ず
と
も
、
こ
れ
だ
け
の
用
例
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。「

横
被
四
表
」
が
「
光
被
四
表
」
の
原
型
で
あ
る
と
い
う
戴
震
の
主
張
は
本
当
に
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
戴
震
の
学
問
の
深
い
理
解
者

で
あ
る
汪
中
も
、
畏
友
の
新
説
に
疑
念
を
呈
し
た
一
人
だ
っ
た
。
彼
は
、
劉
端
臨
へ
の
書
簡
の
中
で
、
反
証
と
な
る
史
料
を
三
つ
挙
げ
た
。

「
光
被
四
表
」
の
「
光
」
を
「
顕
」
と
訓
ず
る
蔡
沈
『
書
集
伝
』
の
考
え
は
、
古
音
と
古
義
を
理
解
し
て
い
な
い
、
と
戴
震
は
批
判
し

た
。
し
か
し
、
蔡
沈
よ
り
も
ず
っ
と
早
い
前
漢
の
時
代
に
、
鄭
玄
は
「
光
」
を
「
耀
」
と
訓
じ
た
が
、
こ
れ
は
「
顕
」
の
読
み
に
通
ず
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、『
漢
書
・
宣
帝
紀
第
八
』
の
用
例
か
ら
は
、「
光
」
を
「
充
」
と
訓
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
反
証
が
得
ら

れ
る
。
古
音
の
実
態
に
照
ら
し
て
も
、「
光
」
と
「
横
」
が
音
声
を
同
じ
く
す
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い5

。

汪
中
の
批
判
は
、
戴
震
の
「
光
被
四
表
」
解
釈
を
打
ち
崩
す
に
充
分
で
あ
っ
た
。「
光
被
四
表
」
は
、「
横
被
四
表
」
に
直
し
た
上
で
、

「
四
表
に
横
被
す
（
広
く
及
ぶ
）」
と
訓
ず
る
の
で
は
な
い
。
原
文
の
ま
ま
で
「
光
が
四
表
を
被お

お

う
」
と
解
し
て
何
ら
差
し
支
え
は
な
い
。

戴
震
は
「
横
」
を
動
詞
、「
被
」
を
前
置
詞
と
考
え
た
が
、
実
際
は
「
光
」
が
主
語
で
、「
被
」
は
動
詞
で
あ
る
。
戴
震
は
、
前
漢
の
時
代

に
ほ
ぼ
決
着
が
付
い
て
い
た
経
典
の
読
み
を
、
大
袈
裟
な
身
振
り
で
事
挙
げ
し
、
博
引
旁
証
の
成
果
を
誇
示
し
た
が
、
そ
れ
は
『
漢
書
・
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宣
帝
紀
第
八
』
に
あ
る
「
充
塞
天
地
、
光
被
四
表
」
と
い
う
八
字
が
、「
充
」
と
「
光
」
を
使
い
分
け
て
い
る
と
い
う
最
も
基
本
的
な
訓

詁
の
事
実
を
無
視
し
た
暴
論
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
解
釈
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

戴
震
は
、「
光
被
四
表
」
の
「
光
」
は
仮
借
文
字
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
た
。
し
か
し
、『
尚
書
』
を
少
し
研
究
す
れ
ば
分
か

る
が
、『
尚
書
』
に
現
れ
る
文
字
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
文
字
の
本
義
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る6

。
許
慎
が
『
説
文
』
で
述
べ
る
よ

う
に
、
仮
借
と
い
う
方
法
は
、
表
現
し
た
い
意
味
を
示
す
文
字
が
な
い
と
き
に
、
別
の
文
字
に
よ
っ
て
言
わ
ん
と
す
る
意
味
を
表
記
す
る

た
め
に
考
案
さ
れ
た
。
清
朝
考
証
学
の
一
つ
の
重
要
な
成
果
は
「
小
学
」（
文
字
訓
詁
学
）
に
よ
る
経
書
解
釈
法
の
導
入
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
大
き
な
学
問
成
果
を
生
ん
だ
こ
と
を
否
定
す
る
者
は
誰
も
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
を
無
原
則
に
適
用
す
れ
ば
、「
表
現
し
た

い
意
味
を
示
す
文
字
が
な
い
」
と
い
う
、
仮
借
を
適
用
す
る
上
で
の
前
提
条
件
が
忘
れ
去
ら
れ
、
仮
借
す
る
必
要
が
な
い
場
合
に
も
、
仮

借
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
と
い
う
乱
用
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
戴
震
の
「
光
被
四
表
」
考
証
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
ほ
と
ん

ど
の
文
字
が
本
義
で
読
め
る
『
尚
書
』
の
読
解
に
お
い
て
、
第
一
に
や
る
べ
き
こ
と
は
、
本
義
通
り
の
読
み
で
文
意
が
通
ず
る
か
否
か
の

検
証
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
戴
震
は
、「
光
」
と
い
う
文
字
を
本
義
通
り
に
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
前
提
か
ら
出
発

し
た
。
蓋
然
性
の
高
さ
か
ら
言
え
ば
、「
光
」
を
本
義
に
即
し
て
読
む
こ
と
が
遥
か
に
喫
緊
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蓋
然
性
が
ず
っ

と
低
い
前
提
か
ら
い
き
な
り
論
を
進
め
た
。

章
炳
麟
が
学
ん
だ
環
境
は
、
呉
派
の
文
化
圏
に
お
い
て
、
戴
震
の
属
し
た
皖
派
と
の
折
衷
に
務
め
た
兪
樾
の
学
園
で
あ
る
。
戴
震
の
学

問
へ
の
信
頼
は
高
く
、
事
実
、
章
炳
麟
は
、『
書
大
序
』
十
二
字
の
読
み
に
新
説
を
出
す
際
、「
光
被
四
表
」
に
関
す
る
戴
震
の
学
説
を
何

の
断
り
も
な
く
採
用
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
古
文
学
派
の
立
場
か
ら
、
晩
出
書
と
『
書
大
序
』
を
偽
書
と
断
定
し
た
閻
若
璩

に
は
反
旗
を
翻
し
た
の
で
あ
る
。

『
古
文
尚
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の
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彼
が
こ
の
と
き
採
っ
た
戦
略
は
奇
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
清
朝
考
証
学
の
全
盛
期
を
現
出
し
た
戴
震
ら
の
学
問

は
閻
若
璩
や
胡
渭
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
章
炳
麟
は
、
戴
震
を
無
条
件
に
継
承
し
、
戴
震
の
学
問
の
前
提
を
な
す
閻
若

璩
を
否
定
し
た
。
そ
う
し
た
捩
れ
は
、
先
の
短
い
考
証
の
中
に
も
現
れ
て
い
る
。

章
炳
麟
は
、
戴
震
の
学
問
成
果
を
使
っ
て
、「
光
宅
天
下
」
の
「
光
宅
」
を
動
詞
プ
ラ
ス
前
置
詞
と
見
た
。「
光
」
は
「
横
」
の
仮
借
字

で
、「
宅
」
は
「
格
」
に
通
じ
る
。
つ
ま
り
、「
光
宅
天
下
」
は
、『
堯
典
』
の
「
光
被
四
表
、
格
于
上
下
」
と
い
う
八
字
を
半
分
に
縮
め

た
も
の
で
、
そ
の
指
す
内
容
は
『
堯
典
』
に
等
し
い
。『
書
大
序
』
を
偽
書
と
断
定
す
る
閻
若
璩
に
対
し
て
、『
書
大
序
』
の
表
現
が
『
堯

典
』
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、『
書
大
序
』
に
、
古
代
の
思
想
が
反
映
し
て
い
る
の
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
は
な
い
か

と
反
論
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
反
論
を
補
強
す
る
根
拠
と
し
て
、
孔
穎
達
の
『
尚
書
正
義
』
を
引
用
し
、
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
た
の
は
行
き
過
ぎ
で

あ
っ
た
。『
正
義
』
は
、「
光
宅
天
下
」
を
「
徳
が
充
満
し
て
天
下
に
留
ま
っ
て
い
る
」
と
解
釈
し
た
。
こ
の
『
正
義
』
の
解
釈
は
、
鄭
玄

が
、『
詩
経
・
周
頌
・
臣
工
之
什
・
噫あ

嘻あ

』
に
注
し
て
、「
堯
の
徳
光
が
四
界
の
外
に
輝
き
及
ぶ
こ
と
を
言
う
」
と
説
い
た
の
を
踏
ま
え
た

も
の
だ
。
鄭
玄
の
解
釈
は
、
汪
中
が
戴
震
批
判
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
堯
典
』
の
テ
キ
ス
ト
が
「
光
被
四
表
」
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
前

提
に
立
論
さ
れ
て
い
る
。
章
炳
麟
が
『
正
義
』
の
解
釈
を
誤
り
だ
と
い
う
以
上
、
彼
は
、
鄭
玄
の
『
詩
経
』
解
釈
を
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら

ず
、
そ
う
な
れ
ば
、「
光
被
四
表
」
の
四
文
字
が
確
か
に
前
漢
時
代
に
存
在
し
た
こ
と
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
と
き
彼
の
解
釈

は
、「
光
被
四
表
」
の
古
本
が
「
横
被
四
表
」
で
あ
る
と
し
た
戴
震
の
根
拠
な
き
考
証
を
、
無
批
判
に
前
提
と
し
た
こ
と
の
可
否
を
問
わ
れ

る
。
章
炳
麟
の
考
証
は
、
着
眼
点
の
秀
逸
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
上
の
よ
う
な
自
己
撞
着
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
意
義
を
失
う
だ
ろ
う
。

章
炳
麟
が
『
尚
書
』
に
初
め
て
向
か
っ
た
姿
勢
は
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
胡
適
が
清
朝
考
証
学
に
見
た
「
科
学
精
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神
」
に
は
、
二
十
世
紀
前
半
の
中
国
を
席
巻
し
た
「
疑
古
」
の
風
潮
の
萌
芽
が
あ
っ
た
。
儒
教
体
系
に
忠
誠
を
誓
い
、
そ
れ
を
顕
彰
す
る

と
い
う
外
被
の
陰
で
、「
疑
古
」
と
い
う
偶
像
破
壊
が
密
か
に
企
て
ら
れ
て
い
た
。
中
国
の
学
術
を
民
族
復
興
の
鍵
と
見
る
章
炳
麟
は
、

自
身
が
奉
ず
る
考
証
学
の
「
科
学
精
神
」
が
、
民
族
復
興
と
い
う
大
き
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
衝
突
し
、
崩
れ
去
る
現
場
に
立
ち
会
う
運
命

を
背
負
っ
た
ま
ま
、
そ
の
国
学
大
師
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

四　

経
羲
と
文
義
の
解
釈
学

『
旅
獒ご
う

』
は
『
周
書
』
の
一
篇
で
、
古
文
尚
書
の
み
収
録
す
る
。
周
の
武
王
が
商
を
滅
ぼ
し
た
後
、
西
方
に
あ
っ
た
「
旅
」
と
い
う
国
が
、

武
王
に
大
き
な
犬
を
献
じ
た
。
太
保
の
召
候
は
、
武
王
が
豪
華
な
贈
り
物
に
よ
っ
て
国
家
建
設
の
初
志
を
忘
れ
る
の
を
惧
れ
、
武
王
に
対

し
て
、
王
業
に
は
徳
を
慎
む
こ
と
が
必
要
で
、
遠
方
の
珍
物
を
愛
で
て
は
な
ら
ず
、
賢
能
を
重
ん
じ
、
国
家
を
安
ん
じ
、
人
民
を
護
る
べ

き
だ
と
諭
し
た
。
史
臣
（
文
書
記
録
係
）
は
、
こ
の
召
公
の
言
葉
を
記
し
た
。
そ
れ
が
『
旅
獒
』
で
あ
る
。

『
旅
獒
』
は
、「
仮
借
」
に
よ
っ
て
文
字
を
解
釈
し
な
い
限
り
、
整
合
的
な
理
解
が
難
し
い
、『
尚
書
』
で
も
例
外
的
な
一
篇
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
か
る
仮
借
の
方
法
を
、
戴
震
の
「
光
被
四
表
」
考
証
の
よ
う
な
恣
意
的
な
運
用
に
陥
る
こ
と
な
く
、
適
切
に
用
い
る
に
は
、

ど
う
す
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
か
。
実
は
、「
仮
借
」
に
よ
る
『
旅
獒
』
の
読
解
を
最
も
積
極
的
に
進
め
た
の
は
、『
尚
書
古
文
疏
證
』
を
書
い

た
閻
若
璩
で
あ
っ
た
。
戴
震
の
仮
借
に
は
異
論
を
唱
え
な
か
っ
た
章
炳
麟
は
、『
膏
蘭
室
札
記
』
第
四
百
五
十
条
「
西
旅
献
獒
」（
尚
書
・

旅
獒
序
）
に
お
い
て
、
閻
若
璩
の
仮
借
の
方
法
に
対
す
る
、
は
っ
き
り
し
た
批
判
者
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
章
炳
麟
の
考

察
を
見
て
み
よ
う
。
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【
考
察
a
】
文
字
を
説
く
に
は
、
そ
の
本
義
を
摑
む
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
経
を
説
く
に
は
そ
の
転
義
を
摑
む
の
が
大
事
で
あ
る
。
本

義
を
墨
守
す
る
と
、
文
字
の
意
味
は
分
か
っ
て
も
、
経
の
意
味
を
見
失
う
。
転
義
を
追
跡
す
る
さ
い
、
そ
の
派
生
し
た
文
字
に
よ
っ
て
本

義
を
改
め
れ
ば
、
経
の
意
味
は
摑
め
て
も
文
字
の
意
味
を
見
失
う
。『
書
大
序
』
に
は
、「
西
旅
が
獒
を
献
じ
た
の
で
、
太
保
は
『
旅
獒
』

を
作
っ
た
」
と
あ
る
。
偽
孔
安
国
『
伝
』
は
、「
西
戎
が
遠
国
か
ら
大
き
な
犬
を
貢
物
に
し
た
」
と
述
べ
、
馬
融
は
「
獒
」
を
「
豪
」
に

作
っ
て
、「
酋
豪
を
云
う
」
と
書
い
た
。
鄭
玄
は
、「
獒
は
豪
と
読
み
、
西
戎
に
は
君
主
が
い
な
い
か
ら
、
名
声
が
あ
っ
て
政
治
権
力
を
有

し
た
者
を
酋
豪
と
な
し
、
国
人
は
そ
の
酋
豪
の
長
官
を
派
遣
し
て
、
周
王
朝
に
貢
物
を
も
っ
て
謁
見
し
た
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
鄭
玄
の

見
た
テ
キ
ス
ト
（
孔
壁
書
）
は
「
獒
」
と
書
か
れ
、
梅
賾
が
晩
出
書
で
別
の
文
字
に
改
め
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
馬
融
が
酋
豪

と
訓
ず
る
の
は
、
杜
林
や
衛
宏
の
旧
説
で
あ
ろ
う
。
馬
融
は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
「
獒
」
を
「
豪
」
に
改
め
た
が
、
鄭
玄
は
文
字
を
改
め
ず

に
、
読
み
の
方
を
改
め
た
の
で
あ
る
。「
獒
」
の
ま
ま
に
し
て
誤
読
し
な
い
方
が
良
い
に
決
ま
っ
て
い
る
。
酋
豪
の
古
字
は
、「
獒
」
に
作

る
べ
き
で
あ
る
。
梅
賾
が
、
大
き
な
犬
を
貢
物
に
し
た
と
云
う
の
は
誤
っ
て
い
る
が
、
酋
長
を
「
獒
」
と
称
す
る
の
は
、
実
際
に
は
、
大

き
な
犬
か
ら
意
味
が
派
生
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
か
る
意
味
は
「
西
旅
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
由
来
が
あ
る
。

何
を
も
っ
て
こ
の
こ
と
を
証
明
で
き
る
か
と
云
え
ば
、「
旅
」
と
い
う
文
字
は
「
盧ろ

」
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。（『
史
記
・
六
国
表
第
三
』

に
、「
郊
祀
に
臚り

ょ

す
る
」
と
言
う
の
は
、
郊
祀
に
宿
営
（
旅
）
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
左
伝
・
閔
公
二
年
』
に
、「
戴
公
を
立
て
て
曹
に
宿

営
（
旅
）
す
る
」
と
あ
り
、『
管
子
・
小
匡
』
に
、「
衛
の
人
を
ま
と
め
て
、
曹
に
出
て
宿
営
（
旅
）
し
た
」
と
あ
る
の
が
、
そ
の
証
左
で
あ

る
。）
西
旅
と
は
西
廬
で
あ
る
。『
牧
誓
』
に
、「
庸
、
蜀
、
羌
、
髳ぼ

う

、
微
、
盧
、
彭
、
僕
の
人
に
及
ぶ
」
と
あ
り
、
偽
孔
安
国
『
伝
』
に
、

「
盧
と
彭
は
、
西
北
に
あ
り
」
と
書
く
。
ま
た
、『
立
政
』
に
、「
夷
、
微
、
盧
の
烝
」
と
あ
る
の
も
、
西
盧
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究

六
五



盧
の
酋
長
だ
け
が
「
獒
」
と
称
し
た
の
は
何
故
か
。『
後
漢
書
・
南
蛮
西
南
夷
列
伝
』
は
、『
風
俗
通
義
』
を
引
用
し
て
、
こ
う
述
べ
て

い
る
。「
昔
、
高
辛
氏
に
犬
戎
の
侵
略
が
あ
っ
た
が
、
犬
戎
の
将
で
、
呉
将
軍
の
首
を
取
る
者
は
、
天
下
に
誰
か
い
な
い
か
と
募
っ
た
と
こ

ろ
、
帝
が
飼
っ
て
い
た
、
五
采
の
毛
を
持
つ
盤ば

ん

瓠こ

と
い
う
名
の
犬
が
、
人
間
の
頭
を
咥
え
て
皇
帝
の
膝
下
に
参
じ
た
。
そ
れ
が
呉
将
軍
の
首

で
あ
っ
た
。
帝
は
自
分
の
娘
を
盤
瓠
に
娶
せ
た
が
、
盤
瓠
は
娘
を
手
に
入
れ
る
と
逃
走
し
て
、
南
の
山
に
入
り
、
石
室
の
中
に
留
ま
っ
た
。

そ
こ
は
懸
崖
の
絶
壁
で
、
人
跡
稀
な
場
所
だ
っ
た
。
娘
は
十
二
人
の
子
供
を
産
み
、
そ
の
子
孫
は
し
だ
い
に
増
え
、
盤
瓠
が
邑
の
君
長
と

な
っ
た
と
き
、
印
綬
を
授
け
た
。」
李
賢
は
『
風
俗
通
義
』
の
注
で
、「
今
の
辰
州
の
盧
溪
県
の
西
に
、
有
武
山
が
あ
る
」
と
書
く
が
、
劉
昭

の
注
に
引
く
黄こ

う

閔び
ん

『
武
陵
記
』
を
見
れ
ば
、「
山
は
千
仞
の
高
さ
で
、
山
の
中
腹
に
盤
瓠
の
石
室
が
あ
り
、
数
万
人
が
入
れ
る
。
中
に
石
牀

が
あ
り
、
盤
瓠
が
座
っ
た
跡
が
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
盧
溪
の
由
来
を
尋
ね
れ
ば
、
そ
こ
が
『
牧
誓
』
や
『
立
政
』
に
記
す
盧
国
で
あ

り
、
辰
州
に
属
し
た
こ
と
が
判
る
。
西
に
偏
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
力
は
南
に
あ
る
。（
偽
孔
安
国
『
伝
』
に
西
北
と
書
く
の
は
、
や
や
不

適
切
で
あ
る
。）
商
王
朝
の
首
都
で
あ
る
毫
、
朝
歌
な
ど
が
東
方
に
あ
っ
た
た
め
、
辰
州
の
位
置
が
西
に
偏
っ
て
見
え
た
の
で
、
こ
こ
を
西

伯
（
文
王
）
に
委
ね
、
周
南
と
召
南
の
分
地
と
し
た
の
で
あ
る
。（
昔
の
荊
州
城
で
あ
る
。）
そ
こ
で
、
西
盧
を
称
し
、
周
王
朝
も
こ
の
行
政

区
分
に
従
っ
た
。
盧
国
の
創
始
者
は
盤
瓠
で
、
子
飼
い
の
犬
で
あ
っ
た
か
ら
、「
大
獒
」
と
呼
び
、
求
め
に
応
じ
て
呉
将
軍
を
殺
し
た
の
で
、

『
説
文
・
犬
部
』
に
は
、「
犬
は
人
の
心
で
思
う
よ
う
に
使
え
る
」
と
書
い
た
。
開
国
の
君
主
を
「
獒
」
と
呼
ん
だ
の
で
、
君
長
も
「
獒
」
と

呼
ぶ
習
わ
し
が
出
来
た
。
豪
族
と
な
っ
て
西
北
に
雄
を
唱
え
た
諸
々
の
羌
族
に
は
、『
漢
書
・
趙
充
国
辛
慶
忌
伝
第
三
十
九
』
が
記
す
よ
う

に
、
先
零
豪
、
罕か

ん

行
豪
、
大
豪
、
中
豪
、
小
豪
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
酋
長
と
し
て
の
「
獒
」
の
文
字
は
「
敖
」
に
も
作
る
の
で
あ
る
。

春
秋
の
と
き
、
盧
と
楚
は
隣
同
士
で
あ
っ
た
（『
左
伝
・
桓
公
十
三
年
』
に
「
羅
と
盧
戎
が
両
側
か
ら
攻
撃
を
加
え
た
」
と
あ
る
の
が
、

そ
れ
で
あ
る
）
の
で
、
楚
は
夭
折
し
た
君
主
を
「
敖
」
と
呼
ん
だ
。「
若
敖
」、「
郏こ

う

敖
」、「
貲し

敖
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
長
官
を
「
莫
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敖
」
と
云
い
、
項
羽
時
代
の
楚
に
も
ま
だ
「
連
敖
」
が
あ
り
（『
史
記
・
淮
陰
公
列
伝
』）、
他
国
が
「
敖
」
と
呼
ば
な
か
っ
た
の
は
、
楚

と
盧
の
土
地
が
隣
り
合
わ
せ
で
、
そ
の
言
語
を
共
有
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
な
く
て
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
荀
悦
の
『
漢
紀
・
前
漢
孝
成

皇
帝
紀
三
』
に
、「
成
帝
は
諱
を
驁
、
字あ

ざ
なを

太
孫
、
驁
は
俊
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
書
き
、『
論
衡
・
骨
相
』
に
は
、「
王
莽
の
姑
は
正

君
で
、
元
帝
が
太
子
の
こ
ろ
、
こ
れ
を
愛
で
、
君
上
を
産
ん
だ
。
宣
帝
が
崩
ず
る
と
、
太
子
が
即
位
し
、
正
君
を
皇
后
と
し
、
君
上
を
太

子
と
し
た
。
元
帝
が
崩
ず
る
と
、
太
子
が
立
っ
た
が
、
こ
れ
が
成
帝
で
あ
る
」
と
記
す
。
思
う
に
、
成
帝
が
字
を
君
上
と
呼
ぶ
の
は
、
漢

の
時
代
が
楚
の
言
葉
を
多
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。「
驁
」
は
「
獒
」、「
敖
」
に
通
じ
、
字
を
君
上
と
呼
ぶ
か
ら
、
本
名
と
字
が
呼
応
し
て

い
る
。
こ
れ
も
盧
の
酋
長
が
「
獒
」
を
称
し
た
理
由
で
あ
る
。

証
拠
は
も
っ
と
あ
る
。『
詩
経
・
斉
風
・
盧
令
』
の
『
毛
伝
』
に
、「
盧
と
は
田
の
犬
で
あ
る
」
と
書
く
。
犬
を
盧
と
称
す
る
の
は
、
盤
瓠

が
盧
溪
に
い
た
こ
ろ
、
盧
溪
は
良
犬
の
産
地
な
の
で
、
犬
の
生
産
地
を
取
っ
て
、
そ
の
犬
を
盧
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
。
豕
の
産
地
を
頓
丘

と
呼
ぶ
の
と
同
じ
で
あ
る
。（『
広
雅
・
釈
獣
』）
鶏
を
陽
溝
と
呼
び
、『
戦
国
策
・
秦
策
下
』
に
あ
る
、
韓
の
国
の
名
犬
、
韓
盧
も
ま
た
そ
こ

か
ら
転
化
し
た
呼
び
名
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
盧
の
君
主
が
犬
で
あ
る
か
ら
、「
獒
」
と
称
し
た
わ
け
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、「
西
旅
献
獒
」
を
解
釈
し
て
、
鄭
玄
の
よ
う
に
、
国
人
が
そ
の
酋
豪
を
派
遣
し
て
貢
物
を
し
た
と
考
え
る
の
で
は
、

文
意
が
通
ら
ぬ
。
西
盧
の
「
獒
」
が
、
周
王
と
運
命
を
共
に
し
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
民
が
盧
君
を
縛
っ
て
、
こ
れ
を
周
の
武
王
に
献

上
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
呂
氏
春
秋
・
離
俗
覧
・
用
民
』
に
、「
夙
沙
の
民
が
、
そ
の
君
を
攻
め
て
、
神
農
に
帰
順
し
、
密み

っ

須し
ゅ

の
民

が
、
そ
の
主
を
縛
っ
て
、
文
王
に
献
じ
た
」
と
云
う
の
は
、「
西
旅
献
獒
」
に
同
じ
だ
ろ
う
。

要
約
す
れ
ば
、
馬
融
や
鄭
玄
が
「
獒
」
の
文
字
を
「
豪
」
に
改
め
た
の
は
、
経
の
意
味
を
摑
ん
で
も
、
本
義
を
見
失
っ
て
い
る
、
偽
孔

安
国
『
伝
』
が
、「
獒
」
を
「
大
犬
」
と
訓
じ
た
の
は
、
文
字
の
本
義
は
摑
ん
で
も
、
そ
の
派
生
し
た
意
味
を
忘
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
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て
、
い
ず
れ
も
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
補
え
ば
、
経
の
意
味
と
文
字
の
意
味
の
両
方
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

【
考
察
b
】
孫
淵
如
（
孫
星
淵
）
は
、『
国
語
・
晋
語
四
』
の
「
賓
旅
に
礼
し
、
故
旧
を
友
と
し
」
を
使
っ
て
、「
西
旅
」
を
説
き
、「
遠

国
に
賓
旅
す
れ
ば
、
客
礼
を
も
っ
て
接
待
す
る
」
と
解
し
た7

。
こ
れ
は
、
巣
伯
が
来
朝
し
て
「
旅
巣
命
」
を
作
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置

い
た
解
釈
で
あ
る
。
だ
が
、「
旅
巣
命
」
の
文
章
は
、「
巣
」
と
い
う
国
名
を
挙
げ
た
た
め
に
、
そ
れ
と
の
連
想
で
「
旅
」
と
言
っ
た
こ

と
を
孫
淵
如
は
理
解
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
、「
旅
」
は
「
陳
」
と
読
め
る
が
、「
客
」
と
は
読
め
な
い
。「
西
旅
」
を
「
賓
客
」
と
訓
ず

れ
ば
、
具
体
的
な
国
名
を
挙
げ
な
い
の
に
、
そ
の
対
象
を
「
客
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
誰
が
そ
ん
な
余
計
な
言
葉
遣
い
を
す
る
だ
ろ
う

か
。〔1

：247-249

〕

こ
の
陰
影
に
富
ん
だ
章
炳
麟
の
解
釈
は
、
そ
の
隅
々
に
至
る
ま
で
、
閻
若
璩
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
閻
若
璩
の
見
解
を

知
ら
な
い
限
り
、
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。
で
は
、
閻
若
璩
は
『
旅
獒
』
を
ど
う
解
し
て
い
た
か
。『
尚
書
古
文

疏
證
』「
第
七
十
五
、
言
『
旅
獒
』
馬
、
鄭
読
獒
曰
豪
、
今
仍
本
字
」
は
言
う
。

【
考
察
1
】
古
人
の
文
字
に
は
仮
借
が
多
く
、
あ
る
文
字
を
他
の
文
字
に
読
む
こ
と
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
。『
大
学
』『
中
庸
』『
論
語
』

『
孟
子
』
に
よ
っ
て
証
明
す
れ
ば
、
形
が
相
似
す
る
た
め
仮
借
し
て
、「
素
隠
」
を
「
索
隠
」
と
読
み
（『
中
庸
』
第
十
一
章
）、
音
が
相
似

す
る
た
め
仮
借
し
て
、「
既
稟
」
を
「
餼き

稟
」
と
読
み
（『
中
庸
』
第
二
十
章
）、
形
も
音
も
相
似
す
る
た
め
仮
借
し
て
、「
親
民
」
を
「
新

民
」
と
読
み
（『
大
学
』
二
章
）、
形
も
音
も
相
似
し
な
い
の
に
、
意
味
が
同
じ
と
い
う
だ
け
で
仮
借
し
て
、「
命
也
」
の
「
命
」
を
、
鄭

玄
は
「
慢
」
と
考
え
、
程
子
は
「
怠
」
と
し
た
の
で
あ
る
（『
論
語
・
憲
問
第
十
四
』）。
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孔
壁
書
に
『
旅
獒
』
篇
が
あ
り
、
馬
融
や
鄭
玄
は
そ
れ
を
読
も
う
と
し
た
が
、「
旅
獒
」
の
本
義
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、『
書
大

序
』
に
馬
融
が
注
釈
し
て
、「（『
獒
』
は
）『
豪
』
と
作
り
、
酋
豪
を
云
う
」
と
書
い
た
。
鄭
玄
が
言
う
に
は
、「
獒
は
豪
と
読
み
、
西
戎

に
は
君
主
が
い
な
い
か
ら
、
名
声
が
あ
っ
て
政
治
権
力
を
有
し
た
者
を
酋
豪
と
な
し
、
国
人
は
そ
の
酋
豪
の
長
官
を
派
遣
し
て
、
周
王
朝

に
貢
物
を
も
っ
て
謁
見
し
た
の
で
あ
る
。」
二
人
は
、
こ
の
篇
の
文
章
と
意
味
か
ら
、
こ
う
い
う
説
明
を
し
た
の
で
あ
ろ
う8

。
こ
の
篇
を

偽
作
し
た
者
が
、『
書
大
序
』
に
「
旅
獒
」
と
い
う
文
字
が
あ
る
の
を
知
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
『
左
伝
・
宣
公
二
年
』
の
「
霊
公
が
猛
犬
の

獒
を
け
し
か
け
た
」
や
、『
爾
雅
・
釈
畜
』
の
「
犬
で
四
尺
に
達
す
る
の
を
獒
と
呼
ぶ
」
な
ど
の
「
獒
」
を
連
想
で
き
た
の
に
比
べ
れ
ば
、

馬
融
も
鄭
玄
も
文
字
の
知
識
が
ま
る
で
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
馬
融
と
鄭
玄
と
い
う
二
人
の
大
儒
の
、
道
理
と
正
義
に
透
徹
し
た

学
問
が
、
後
代
の
者
の
博
覧
強
記
に
及
ば
な
い
の
は
、
今
と
な
っ
て
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
だ
。「
獒
」
と
い
う
文
字
を
知
ら
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
余
り
に
も
軽
く
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

【
考
察
2
】『
書
大
序
』
の
「
西
旅
が
獒
を
献
じ
た
の
で
、
太
保
は
『
旅
獒
』
を
作
っ
た
」
に
関
す
る
、
孔
穎
達
の
疏
は
、「
上
の
『
旅
』

は
国
名
で
、
下
の
『
旅
』
は
『
陳
』
と
訓
ず
る
。
二
つ
の
『
旅
』
は
、
文
字
は
同
じ
で
も
意
味
が
違
う
」
と
解
す
る
。
偽
孔
安
国
『
伝
』

に
云
う
、「
獒
に
よ
っ
て
、
道
義
を
陳
べ
た
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
下
文
の
「
巣
伯
が
来
朝
し
、
芮ぜ

い

伯
は
『
旅
巣
命
』
を

作
っ
た
」
の
例
か
ら
思
い
付
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
蔡
沈
『
書
集
伝
』
巻
四
は
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
国
名
と
解
し
た
が
、
文
字
を
知
ら

な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

【
考
察
3
】「
旅
」
と
は
「
陳
」
で
あ
る
。
偽
孔
安
国
『
伝
』
が
述
べ
た
よ
う
に
、「
獒
」
に
よ
っ
て
、
道
義
を
陳
べ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
篇
は
、
史
臣
が
ま
ず
篇
名
を
決
め
た
後
で
、
太
保
の
召
公
が
『
旅
獒
』
と
い
う
言
葉
で
武
王
を
訓
戒
し
よ
う
と
初
め
か
ら
考
え
て
い
た

の
で
は
な
い
。
前
漢
の
伏
生
の
伝
え
た
『
今
文
尚
書
』
二
十
八
篇
に
は
、
篇
の
中
の
文
字
全
部
を
篇
名
に
し
た
『
高
宗
彤ゆ

う

日
』、『
西
伯
戡
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黎
』
が
あ
り
、
篇
の
中
の
文
字
を
一
つ
だ
け
使
っ
て
篇
名
と
し
た
『
甘
誓
』、『
牧
誓
』
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
篇
名
が
決
ま
っ
た
の
は
、
文

章
に
書
か
れ
た
出
来
事
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
旅
獒
』
は
、「
太
保
は
こ
う
し
て
『
旅
獒
』
を
作
っ
て
、
武
王
を
訓
戒
し

よ
う
と
し
た
（
太
保
乃
作
『
旅
獒
』、
用
訓
於
王
）」
と
あ
る
か
ら
、
篇
名
は
す
で
に
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
篇
名
に
合
わ
せ
て
文
章
が
作

ら
れ
た
。
そ
こ
で
思
わ
ず
、
こ
の
よ
う
に
書
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
次
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。『
旅
獒
』
冒
頭
の
こ
の

文
章
は
、「
惟
克
商
」
以
下
が
『
尚
書
』
の
元
の
序
文
だ
が
、「
太
保
乃
作
」
以
下
は
史
臣
が
加
え
た
言
葉
で
あ
る
と
。
そ
う
で
は
な
い
。

も
し
、
そ
う
な
ら
、『
召
誥こ

う

』
に
「
太
保
と
諸
侯
の
君
長
は
玉
帛
な
ど
の
礼
品
を
取
り
出
し
、
再
び
宮
廷
に
入
っ
て
周
公
に
献
上
し
た

（
太
保
乃
以
庶
邦
冢
君
出
取
幣
、
乃
復
入
錫
周
公
）」
と
あ
る
中
に
「
召
誥
」
と
書
か
れ
な
い
の
は
何
故
か
。『
呂
刑
』
に
「
呂
侯
が
王
に

告
げ
て
言
っ
た
。
穆
王
は
長
年
位
に
あ
っ
て
高
齢
で
あ
り
ま
す
が
、
刑
法
を
制
定
し
、
天
下
の
臣
民
を
戒
め
な
さ
い
ま
せ
（
惟
呂
命
王
、

享
国
百
年
耆
荒
、
度
作
刑
以
詰
四
方
）」
と
あ
る
の
は
、
た
だ
「
以
詰
四
方
」
と
だ
け
書
け
ば
済
む
は
ず
な
の
に
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い

の
は
何
故
か
。
篇
名
が
決
ま
っ
て
か
ら
こ
ん
な
風
に
論
を
立
て
て
は
駄
目
だ
と
非
難
す
る
の
が
古
文
家
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
、
人
々
が
ま

だ
気
付
か
な
い
の
は
、
ど
う
か
し
て
い
る
。『
三
国
志
・
魏
書
・
任
蘇
杜
鄭
倉
伝
』
の
斐
松
之
「
注
」
が
う
ま
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

「
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
心
臓
を
抉
っ
て
地
面
に
叩
き
つ
け
れ
ば
良
い
。
た
だ
の
数
斤
の
肉
塊
に
過
ぎ
な
い
の
が
判
る
だ
ろ
う
。」

【
考
察
4
】『
国
語
・
魯
語
下
』
に
「
仲
尼
在
陳
」
と
い
う
一
篇
が
あ
る
の
は
、『
旅
獒
』
の
元
の
本
文
で
あ
る
。
だ
が
、「
昔
、
武
王
が

商
を
伐
っ
て
か
ら
（
昔
武
王
克
商
）」
よ
り
「
異
姓
を
分
け
て
、
遠
方
の
職
務
と
貢
物
を
与
え
、
中
央
へ
の
服
従
の
心
を
無
く
さ
な
い
よ

う
に
さ
せ
る
（
分
異
姓
以
遠
方
之
職
貢
、
使
無
忘
服
也
）」
ま
で
が
全
て
孔
子
の
言
葉
で
あ
る
の
を
、
今
の
本
文
が
、「
昔
武
王
克
商
」
を

序
文
と
し
、「
同
姓
と
異
姓
を
分
け
よ
」
を
召
公
が
し
ゃ
べ
っ
た
発
言
と
す
る
の
は
、
叙
述
の
関
係
を
転
倒
す
る
も
の
で
あ
る9

。『
国
語
』

は
粛
慎
氏
が
楛こ

矢
を
献
じ
た
こ
と
を
話
題
に
し
て
い
る
。
粛
慎
は
、『
左
伝
・
昭
公
九
年
』
で
は
、
周
の
北
に
あ
る
と
言
わ
れ
、『
書
大
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序
』
で
は
、
東
夷
と
云
う
の
を
受
け
て
、『
国
語
』
を
注
釈
し
た
韋
昭
が
、
東
北
夷
の
国
だ
と
し
た10

。
私
は
、
こ
の
場
所
を
考
証
し
て
、

今
の
寧
古
塔
（
黒
竜
江
省
寧
安
県
）
に
比
定
し
、
東
が
正
し
い
と
考
え
る
。『
国
語
』
が
『
旅
獒
』
を
剽
窃
し
た
と
考
え
る
か
ら
、
東
西

の
区
別
が
判
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
京
師
に
長
く
い
た
が
、
た
ま
た
ま
寧
古
塔
の
出
身
者
に
、
そ
の
風
土
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

東
に
五
五
五
キ
ロ
行
く
と
、
混
同
江
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
の
河
の
辺
り
に
は
楡
と
松
の
木
が
あ
る
そ
う
だ
。
そ
の
枝
は
枯
れ
る
と
混
同
江
に

落
ち
、
高
い
波
濤
に
攫
わ
れ
、
長
い
間
に
石
に
変
わ
る
が
、
そ
の
石
で
矢
や
鏃
が
作
れ
る
と
言
う
。
楡
か
ら
で
き
た
石
の
方
が
上
質
で
、

松
の
方
は
そ
れ
に
次
ぐ
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
西
南
に
三
五
五
キ
ロ
行
っ
た
と
こ
ろ
が
長
白
山
で
、
山
頂
の
日
の
当
た
ら
な
い
場
所
と
黒
松

の
林
に
は
楛
木
が
密
生
し
て
、
こ
れ
を
矢
に
す
れ
ば
、
材
質
は
硬
く
、
真
っ
直
ぐ
で
、
乾
湿
に
良
く
耐
え
る
。
そ
こ
に
は
海
東
青
と
い
う

鳥
も
い
る
。
隼

は
や
ぶ
さの

一
種
で
あ
る
。
私
は
、
そ
の
石
孥
を
是
非
京
師
ま
で
持
っ
て
来
て
欲
し
い
と
所
望
し
た
。
そ
し
て
『
禹
貢
』
が
、
山
川

だ
け
記
録
し
て
、
風
俗
を
書
か
ず
、
物
産
の
み
記
し
て
、
人
材
に
触
れ
な
い
の
を
残
念
に
思
っ
た
。
山
川
や
物
産
は
千
年
に
亘
っ
て
変
わ

ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
色
々
な
人
が
言
っ
た
こ
と
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
風
俗
や
人
材
は
そ
う
は
ゆ
か
な
い
。
以
上
か

ら
推
察
す
れ
ば
、『
国
語
』
の
記
述
が
真
実
で
信
頼
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。『
国
語
』
が
『
旅
獒
』
を
剽
窃
し
た
の
で
は
な
い
。『
旅

獒
』
の
方
が
『
国
語
』
を
剽
窃
し
た
の
で
あ
る11

。

五　
「
大
き
な
犬
」
を
献
上
し
た
「
酋
豪
」
は
ど
こ
か
ら
来
た
か

閻
若
璩
は
「
旅
」
の
読
み
に
、
⑴
西
方
に
あ
っ
た
「
旅
」
と
い
う
国
、
⑵
「
陳
」
と
訓
じ
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
が
あ

る
と
い
う
孔
穎
達
の
解
釈
（「
上
「
旅
」
是
国
名
、
此
「
旅
」
訓
為
陳
、
二
「
旅
」
字
同
而
義
異
」）
を
【
考
察
1
】
と
【
考
察
2
】
で
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否
定
す
る
。『
旅
獒
』
の
「
旅
」
の
意
味
は
、
と
り
あ
え
ず
無
視
し
て
良
い
。
な
ぜ
な
ら
、【
考
察
3
】
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
召

公
が
武
王
に
訓
戒
す
る
前
に
、
予
め
史
臣
に
よ
っ
て
お
膳
立
て
さ
れ
た
題
目
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
題
目
の
説
明
を
省
い
て
、「
旅

獒
」
の
本
文
を
見
れ
ば
、「
旅
」
の
意
味
は
、「
陳
」（
陳
べ
る
）
と
い
う
一
つ
し
か
な
い
こ
と
が
判
る
。
ま
た
、「
獒
」
の
文
字
は
仮
借
で

読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
馬
融
や
鄭
玄
の
ご
と
く
、「
獒
」
は
「
酋
豪
」
と
訓
ず
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
偽
孔
安
国
『
伝
』
の
よ
う
に
、「
大
き

な
犬
」
と
本
義
通
り
に
解
し
て
は
な
ら
な
い
。「
獒
」
を
「
酋
豪
」
と
仮
借
で
読
ん
で
初
め
て
、
晩
出
書
の
『
旅
獒
』
が
、
先
秦
文
献
の

『
国
語
』
を
剽
窃
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
突
き
止
め
ら
れ
る
。

「
西
旅
献
獒
」
と
い
う
四
字
に
、
孔
穎
達
の
『
正
義
』
が
、「
西
方
の
夷
名
」、「
西
方
の
遠
国
」
と
い
う
疏
を
付
け
て
以
来
、
帰
順
し
た

「
酋
豪
」（「
獒
」）
は
、
西
方
の
少
数
民
族
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
だ
、
と
閻
若
璩
は
言
う
。
こ
の
「
夷

人
」
た
ち
は
、
中
国
の
東
北
地
方
か
ら
来
た
人
々
で
あ
り
、「
西
旅
」
の
「
西
」
は
、
偽
作
者
の
誤
植
な
の
で
あ
る
。『
旅
獒
』
の
藍
本
は

『
国
語
』
の
故
事
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
貢
物
を
捧
げ
た
部
族
が
、
周
の
北
に
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
東
北
地
方
に
あ
る
寧

古
塔
や
長
白
山
で
は
、
楡
の
樹
や
黒
松
か
ら
弓
矢
、
鏃
、
石
孥
を
作
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
旅
獒
』
が
話
題
に
す
る
貢
物
に
符
合
す
る
も

の
で
あ
る
。
晩
出
書
の
『
旅
獒
』
が
、
こ
の
部
族
を
「
西
戎
」
と
し
、
朝
廷
へ
の
貢
物
を
大
き
な
犬
（
獒
）
と
書
い
た
の
は
、
商
周
革
命

の
時
代
の
風
俗
や
人
材
を
知
ら
な
い
者
の
仕
業
で
あ
る
と
【
考
察
4
】
は
論
じ
た
。

し
か
し
章
炳
麟
の
解
釈
は
、
こ
の
閻
若
璩
の
考
証
を
完
膚
な
き
ま
で
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
彼
は
【
考
察
a
】
で
、
文
字
と

経
の
解
釈
に
当
た
っ
て
、
本
義
と
転
義
（
仮
借
）
を
使
う
こ
と
は
、
相
反
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
と
述
べ
る
。
本
義
に
忠
実
な
ら
、
文
字

の
意
味
は
摑
め
る
が
、
経
の
意
味
を
見
失
う
。
転
義
を
採
れ
ば
、
経
の
意
味
は
明
ら
か
に
な
っ
て
も
、
文
字
の
解
釈
に
誤
り
が
生
ま
れ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
弊
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
に
は
、
テ
キ
ス
ト
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、
本
義
と
転
義
を
適
宜
、
使
い
分
け
る
こ
と
が
必
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要
で
あ
る
。

『
旅
獒
』
を
考
証
す
る
さ
い
、『
旅
獒
』
が
史
臣
の
予
め
用
意
し
た
題
目
で
あ
る
以
上
、「
旅
」
の
意
味
か
ら
、
西
方
に
あ
っ
た
国
の
名

前
と
い
う
本
義
を
排
除
で
き
る
と
い
う
閻
若
璩
の
立
場
を
、
章
炳
麟
は
採
ら
な
い
。
こ
の
文
章
の
「
獒
」
に
は
「
大
き
な
犬
」
と
い
う
本

義
は
含
ま
れ
ず
、
馬
融
や
鄭
玄
が
訓
じ
た
「
酋
豪
」
と
い
う
転
義
（
仮
借
）
の
意
味
し
か
な
い
と
い
う
立
場
も
退
け
る
。

「
旅
」
と
「
獒
」
の
本
義
と
転
義
は
、
元
来
が
、
文
字
の
成
り
立
ち
に
お
い
て
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。「
獒
」
に
つ
い
て
言
え

ば
、「
大
き
な
犬
」
と
い
う
本
義
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
鄭
玄
が
述
べ
た
よ
う
な
、
名
声
が
あ
っ
て
政
治
権
力
を
有
し
た
「
酋
豪
」
と
い
う

転
義
（
仮
借
）
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
義
か
ら
派
生
し
た
転
義
は
決
し
て
一
つ
で
は
な
い
は
ず
だ
。
閻
若
璩
は
、
孔
子
が
陳
に
遊
説
し
た
さ
い
、
陳
の
宮
廷
に
落

ち
て
き
た
隼
の
故
事
（
昔
、
武
王
が
商
を
征
服
し
た
後
、
粛
慎
が
武
王
に
、
一
尺
八
寸
の
石
の
鏃
で
作
っ
た
矢
を
献
じ
た
と
き
の
逸
話
）

と
、
自
分
の
京
師
で
の
見
聞
に
基
づ
き
、「
旅
」
は
「
陳
」（
陳
べ
る
）
の
仮
借
だ
と
し
て
、
そ
の
場
所
を
東
北
に
比
定
し
た
。
こ
の
故
事

は
、『
史
記
・
孔
子
世
家
』
に
見
え
る
が
、
元
は
『
国
語
・
魯
語
下
』
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
章
炳
麟
は
「
旅
」
を
「
盧
」

と
読
ん
で
、【
考
察
a
】
の
中
で
、
閻
若
璩
と
は
異
な
る
仮
説
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

古
代
文
献
を
精
査
す
れ
ば
、
こ
の
「
盧
」
国
は
、
盤
瓠
と
い
う
犬
を
ト
ー
テ
ム
と
す
る
西
盧
王
国
で
あ
り
、
そ
こ
は
楚
の
隣
に
あ
っ

て
、
強
国
の
楚
の
言
語
を
取
り
入
れ
、
民
族
の
同
化
を
進
め
た
。
秦
漢
帝
国
の
時
代
に
は
、
項
羽
の
革
命
軍
の
中
核
を
な
し
、
王
莽
に
よ

る
ク
ー
デ
タ
ー
の
さ
い
も
、
漢
帝
国
の
皇
族
と
の
姻
戚
関
係
を
軸
に
、「
盧
」
は
政
争
を
繰
り
広
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
章
炳
麟
は
論
じ
る
が
、
翻
っ
て
、『
旅
獒
』
の
本
文
に
あ
る
「
西
旅
が
来
た
り
て
、
そ
の
獒
を
献
じ
た
（
西
旅
厎
貢
厥

獒
）」
の
「
獒
」
を
見
れ
ば
、
孔
安
国
の
よ
う
に
「
犬
」
と
訓
じ
て
、「
貢
」
と
い
う
動
詞
の
目
的
語
と
解
す
る
の
が
文
法
的
に
は
遥
か
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に
妥
当
で
あ
る
。
馬
融
や
鄭
玄
の
よ
う
に
「
酋
豪
」
が
貢
物
を
周
に
献
じ
た
と
は
、
い
か
に
し
て
も
読
め
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、「
獒
」

は
「
貢
」
の
目
的
語
で
は
な
く
、「
主
語
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

す
で
に
こ
の
問
題
は
、
閻
若
璩
の
同
時
代
人
で
、『
尚
書
古
文
疏
證
』
の
最
初
の
徹
底
的
な
批
判
者
で
あ
る
毛
奇
齢
の
『
冤
詞
』
が
取

り
上
げ
て
い
た
。
毛
奇
齢
は
明
朝
が
滅
び
た
後
、
黃
宗
羲
た
ち
と
共
に
、
満
洲
族
の
支
配
に
対
抗
す
る
長
い
民
族
戦
争
を
闘
っ
た
。
し
か

し
後
に
、
異
民
族
の
支
配
を
受
け
入
れ
、
京
師
に
て
満
洲
族
の
指
導
す
る
文
教
政
策
を
担
っ
た
。
十
九
世
紀
末
に
満
洲
族
を
中
原
か
ら
追

放
し
て
漢
民
族
国
家
を
再
興
す
る
民
族
運
動
を
興
起
さ
せ
た
章
炳
麟
は
、
初
期
の
作
品
『
訄

き
ゅ
う

書
重
訂
本
』
の
「
別
録
甲
第
六
十
一
」〔3

：

344-345

〕
の
中
で
、
銭
謙
益
と
共
に
毛
奇
齢
を
取
り
上
げ
、
二
人
の
生
涯
を
回
顧
し
な
が
ら
、
二
十
世
紀
の
民
族
革
命
が
、
い
か
に
し

て
銭
謙
益
や
毛
奇
齢
の
過
ち
を
回
避
す
べ
き
か
を
考
察
し
た12

。

こ
こ
で
毛
奇
齢
『
古
文
尚
書
冤
詞
』
巻
六
の
主
張
を
見
て
お
き
た
い
。
毛
奇
齢
は
、
閻
若
璩
の
主
張
を
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。

『
書
大
序
』
で
、
馬
融
と
鄭
玄
は
「
旅
獒
」
を
「
旅
豪
」
に
直
し
、
酋
豪
と
し
た
。
西
戎
に
は
君
が
お
ら
ず
、
そ
の
首
長
を
酋
豪
と
称
す

る
だ
け
だ
っ
た
。
国
人
は
そ
の
酋
豪
を
派
遣
し
て
、
周
の
君
主
に
貢
物
を
差
し
出
し
、
謁
見
に
及
ん
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う

解
釈
す
る
一
方
で
、
本
文
を
「
獒
は
犬
な
り
」
と
読
ん
だ
の
で
は
、
筋
が
通
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
閻
若
璩
の
主
張
の
骨
子
だ
っ

た
。
毛
奇
齢
は
、
こ
の
閻
若
璩
の
疑
義
を
次
の
よ
う
に
退
け
た
。

こ
れ
は
ま
さ
に
「
獒
は
犬
な
り
」
に
付
し
た
旧
注
で
あ
る
。「
獒
」
は
、
西
方
の
犬
の
名
だ
。「
獒
」
が
「
豪
」
と
通
じ
る
と
言
う
な

ら
、「
酋
豪
」
は
「
君
長
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
国
人
が
自
分
の
君
長
を
貢
物
に
し
て
周
ま
で
来
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
良
い
の
だ
ろ

う
か
。
し
か
も
、
外
国
に
は
た
く
さ
ん
の
国
が
あ
る
。「
豪
」
と
は
、
一
体
ど
の
国
の
「
豪
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
汲

き
ゅ
う

冢ち
ょ
う

書し
ょ

・
王
会
解
』
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に
は
、「
渠
捜
は
鼩く

犬
を
献
じ
、
匈
戎
は
狡
犬
を
献
じ
た
」
と
云
う
か
ら
、
外
国
に
は
犬
を
貢
物
に
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
ま
た
『
竹
書

紀
年
』
で
、
周
の
武
王
十
三
年
の
条
に
、「
巣
伯
が
来
賓
す
」
と
書
く
の
は
、『
書
大
序
』
に
、「
巣
伯
が
来
朝
し
、
芮
伯
は
『
旅
巣
命
』

を
作
っ
た
」
と
あ
る
の
と
符
合
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
つ
は
犬
を
献
じ
、
も
う
一
つ
は
酋
長
が
来
朝
す
る
と
い
う
事
例
を
、

『
旅
獒
』
と
『
旅
巣
命
』
の
二
篇
に
分
け
て
並
べ
た
の
に
は
、
確
た
る
根
拠
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
旅
巣
伯
命
」
の
「
旅
」
の
文
字
を

「
陳
」
と
解
す
る
な
ら
、『
旅
獒
』
も
ま
た
「
陳
獒
」
と
訓
じ
て
、
国
名
を
記
す
必
要
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
実
際
は
「
西
旅
」
と
明
言
し

て
い
る
以
上
、「
西
陳
」
と
訓
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
左
伝
・
昭
公
元
年
』
の
「
蔡
蔡
叔
」
の
、「
蔡
蔡
」
の
二
文
字
を
（
周
公
の
兄

の
管
叔
と
弟
の
蔡
叔
と
い
う
）
二
つ
の
意
味
に
解
し
て
良
い
な
ら
、『
旅
獒
』
と
『
旅
巣
命
』
の
二
篇
に
あ
る
二
つ
の
文
字
を
、
二
様
に

解
釈
し
て
も
不
都
合
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、「
旅
巣
伯
命
」
と
は
、
命
令
を
陳
べ
る
こ
と
だ
が
、
酋
豪
に
は
武
王
に
命
令
を
陳
べ

る
権
限
は
な
か
っ
た
は
ず
だ13

。

閻
若
璩
は
、
彼
が
偽
作
と
信
じ
る
『
旅
獒
』
の
偽
作
た
る
所
以
は
、
同
じ
文
字
を
同
一
文
章
の
中
で
二
様
に
解
釈
す
る
こ
と
の
不
自
然

さ
に
あ
る
と
論
じ
た
。
し
か
し
毛
奇
齢
は
、『
旅
獒
』
に
お
け
る
二
様
の
解
釈
は
、『
旅
巣
命
』
と
い
う
も
う
一
つ
の
文
章
と
の
関
係
性
か

ら
生
ま
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
『
左
伝
』
の
例
に
も
見
る
通
り
、
同
じ
文
字
を
同
一
文
章
の
中
で
二
様
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
の
訓
詁
の
歴
史
に
照
ら
し
て
異
常
な
こ
と
で
は
な
い
と
論
じ
た
。
と
こ
ろ
が
章
炳
麟
は
、
こ
う
し
た
解
釈
上
の
懸
案
を
い
と
も
簡
単
に

解
決
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
毛
奇
齢
が
疑
問
点
と
し
た
、「
国
人
が
自
分
の
君
長
を
貢
物
に
し
て
周
ま
で
来
た
こ
と
に
な
る
」
と
い
う

解
釈
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

『
呂
氏
春
秋
・
離
俗
覧
・
用
民
』
に
は
、「
夙
沙
之
民
」
が
神
農
に
、
自
ら
の
首
長
を
縛
っ
て
献
じ
た
故
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
章
炳
麟
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―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究
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は
、「
西
旅
（
西
盧
）」
の
国
の
人
々
も
ま
た
、
武
王
に
帰
順
し
よ
う
と
し
な
い
首
長
を
拘
束
し
、
周
の
武
王
に
人
質
と
し
て
差
し
出
し
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
の
で
あ
る
。『
旅
獒
』
の
解
釈
に
『
呂
氏
春
秋
』
を
援
用
す
る
示
唆
を
与
え
た
の
は
、
彼
の
【
考
察
b
】
が

話
柄
に
取
り
上
げ
た
孫
淵
如
（
孫
星
淵
）『
尚
書
今
古
文
注
疏
』
で
あ
ろ
う
。
そ
の
『
旅
獒
』
の
解
釈
に
、『
呂
氏
春
秋
・
恃
君
覧
』
が
援

用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る14

。

孫
星
淵
、
字
は
淵
如
。
江
蘇
陽
湖
（
今
の
武
進
）
の
人
。
乾
隆
五
二
（
一
七
八
七
）
年
、
進
士
。
翰
林
院
編
修
を
経
て
山
東
の
督
糧

道
、
杭
州
の
詁
経
精
舎
と
江
寧
の
鐘
山
書
院
で
教
鞭
を
執
っ
た
。『
尚
書
今
古
文
注
疏
』
は
、
古
文
尚
書
と
今
文
尚
書
に
共
通
す
る
本
文

の
み
に
注
疏
を
施
し
た
も
の
で
、
折
衷
的
な
立
場
を
標
榜
す
る
反
面
、
今
文
学
派
の
見
解
を
支
持
す
る
場
面
が
多
い
。『
旅
獒
』
の
解
釈

も
、
同
文
を
孔
安
国
が
作
っ
た
偽
書
と
見
る
立
場
か
ら
、
本
文
批
判
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
の
観
点
は
、
章
炳
麟
の
到
底
容
認
で
き
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
重
要
な
ヒ
ン
ト
が
含
ま
れ
て
い
た
。

章
炳
麟
は
、「
旅
」
と
「
獒
」
の
本
義
と
転
義
を
縦
横
に
駆
使
し
て
、
武
王
東
征
か
ら
王
莽
の
時
代
に
至
る
西
南
民
族
の
歴
史
を
パ
ノ

ラ
マ
の
よ
う
に
展
開
し
て
見
せ
た
。
そ
の
意
表
を
突
く
見
解
の
数
々
は
、
文
字
学
と
経
学
を
二
つ
な
が
ら
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
彼
の
野

心
的
な
解
釈
学
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
古
文
尚
書
の
『
旅
獒
』
が
偽
作
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
ま
た
、
偽
孔
安
国
『
伝
』
は
、
な
る
ほ
ど

偽
書
に
は
違
い
な
い
が
、
至
る
所
に
、
古
代
に
存
在
し
た
『
尚
書
』
の
断
片
を
埋
め
込
ん
で
い
る
。『
旅
獒
』
を
『
国
語
』
の
焼
き
直
し

だ
と
言
い
、
偽
孔
安
国
『
伝
』
を
頭
か
ら
退
け
る
閻
若
璩
、
あ
る
い
は
鄭
玄
の
見
た
『
尚
書
』
に
欠
陥
が
あ
っ
た
と
見
る
孫
星
淵
に
、
中

国
古
代
史
を
云
々
す
る
資
格
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究

七
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六　

閻
若
璩
は
な
ぜ
『
孟
子
』
を
重
視
し
、
章
炳
麟
は
な
ぜ
そ
の
こ
と
を
評
価
し
た
の
か

『
尚
書
略
説
』
は
、
国
学
講
習
会
に
お
け
る
章
炳
麟
の
連
続
講
義
の
記
録
で
あ
る
。
開
催
日
の
記
載
は
な
い
が
、
一
九
三
五
年
の
作
品

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
、
清
朝
考
証
学
の
『
尚
書
』
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
言
及
が
あ
る
。

清
代
の
康
熙
帝
の
と
き
、
閻
若
璩
（
百
詩
）
は
『
古
文
尚
書
疏
證
』
に
お
い
て
、
初
め
て
、
鄭
玄
が
注
を
書
い
た
『
尚
書
』
が
真
本
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
『
孟
子
・
万
章
上
』
に
「
父
母
が
舜
に
米
倉
を
修
繕
す
る
よ
う
言
い
つ
け
（
父
母
使
舜
完
廩
）」
と
書

か
れ
た
箇
所
は
、『
舜
典
』
の
真
本
を
引
用
し
た
と
述
べ
た
が
、
こ
の
二
つ
の
学
説
は
卓
見
と
言
え
る
。〔15

：637

〕

章
炳
麟
が
閻
若
璩
の
『
尚
書
』
考
証
に
批
判
的
で
あ
っ
た
の
は
、
す
で
に
見
た
通
り
だ
が
、『
尚
書
』
真
本
問
題
、『
舜
典
』
真
偽
問
題

に
つ
い
て
の
閻
の
考
察
を
、
彼
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。『
舜
典
』
真
偽
問
題
に
関
す
る
閻
の
考
察
は
、『
尚
書
古
文
疏
證
』
第
十
八
「
言

趙
歧
不
曽
見
古
文
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　『
古
文
尚
書
』
は
後
漢
に
発
見
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
学
官
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
当
時
の
儒
者
た
ち
は
師
の
講
筵
に
列
し
な
い

限
り
、
そ
れ
を
見
る
機
会
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、『
後
漢
書
・
趙
岐
伝
』
は
、『
古
文
尚
書
』
の
経
と
注
に
趙
岐
が
精
通
し
て
い
な

か
っ
た
と
記
し
、
そ
の
中
の
『
周
官
』
を
読
ん
だ
と
は
書
か
れ
て
い
る
が
、『
古
文
尚
書
』
そ
の
も
の
を
勉
強
し
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
、
ど
の
書
物
が
古
文
で
書
か
れ
て
い
た
か
は
分
か
ら
ぬ
。『
孟
子
・
万
章
上
』
の
、「
堯
帝
が
そ
の
子
で
あ
る
九
男
と
二
女
を
し
て
」

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究
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の
件
に
、
趙
岐
は
注
し
て
、「『
堯
典
』
に
は
『
二
女
に
（
媯ぎ

汭ぜ
い

ま
で
）
行
く
よ
う
に
命
じ
た
』
と
は
あ
っ
て
も
、『
九
男
』
の
こ
と
は
見
え

な
い
」
と
述
べ
た
。
孟
子
の
こ
ろ
、『
尚
書
』
は
百
二
十
篇
あ
っ
た
が
、
今
の
『
逸
周
書
』
に
『
舜
典
』
の
叙
述
は
見
え
て
も
、
そ
の
文

は
載
せ
て
い
な
い
。『
孟
子
』
の
幾
つ
か
で
言
及
さ
れ
る
舜
の
事
績
は
、
い
ず
れ
も
『
堯
典
』
と
『
逸
周
書
』
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
古
文
の
『
舜
典
』
を
孟
子
が
見
て
い
な
か
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
思
う
に
、
古
文
『
舜
典
』
に
は
別
に
も
う
一
篇
が
あ
っ
て
、
今

見
る
孔
安
国
『
伝
』
が
『
堯
典
』
を
二
つ
に
分
断
し
て
『
堯
典
』
と
『
舜
典
』
を
作
っ
た
、
そ
の
『
舜
典
』
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
『
孟
子
』
は
、「
二
十
八
年
経
っ
て
、
堯
帝
の
放
勲
は
崩
御
さ
れ
た
」
と
い
う
語
を
『
堯
典
』
か
ら
の
引
用
と
し
、『
舜
典
』
か
ら
と

は
し
な
か
っ
た
し
、『
史
記
・
舜
本
紀
』
も
ま
た
、「
慎
重
に
五
典
を
完
成
さ
せ
」
か
ら
「
四
人
の
罪
人
が
罰
せ
ら
れ
て
、
天
下
が
尽
く
帰

順
し
た
」
ま
で
を
『
堯
本
紀
』
に
入
れ
、『
舜
本
紀
』
に
は
入
れ
な
か
っ
た
。（
件
の
引
用
文
は
、
実
際
は
「
五
帝
本
紀
」
か
ら
の
も
の

で
、『
史
記
』
に
「
堯
本
紀
」「
舜
本
紀
」
と
い
う
区
分
は
な
い
。
引
用
者
注
。）
孟
子
の
こ
ろ
、『
典
』
や
『
謨
』
は
完
備
し
て
お
り
、
篇

次
に
も
乱
れ
が
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
と
言
っ
て
良
い
。
司
馬
遷
も
ま
た
孔
安
国
に
直
接
、
古
文
を
教
わ
っ
た
か
ら
、
彼
が
書
い
た
文

章
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
は
な
い
。
私
は
か
つ
て
、『
孟
子
・
万
章
上
』
に
、「
舜
が
田
に
出
か
け
、」「
常
に
畏
れ
慎
み
、
瞽
瞍
の
前
に
出
た
」

と
言
い
、「
朝
貢
の
時
期
も
待
た
ず
に
、
政
治
に
関
す
る
こ
と
で
有
庳
の
君
に
接
見
さ
れ
た
」
と
述
べ
る
こ
と
の
意
味
を
理
解
で
き
ず
、

こ
れ
ら
は
『
舜
典
』
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、「
父
母
が
舜
に
米
倉
を
修
繕
す
る
よ
う
言
い
つ
け
」
の
件

は
、
文
章
が
晦
渋
で
、『
孟
子
』
に
一
般
の
達
意
の
文
と
は
ま
る
で
違
う
。『
史
記
・
舜
本
紀
』
も
こ
れ
を
引
用
す
る
が
、
そ
の
文
章
に
は

追
加
や
異
同
が
多
く
、
原
文
に
は
遠
く
及
ば
な
い15

。
文
辞
に
は
時
代
ご
と
の
格
調
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
無
理
に
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
が
分
か
る
。『
孟
子
』
の
こ
の
箇
所
は
『
舜
典
』
真
本
の
文
章
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
を
心
で
会
得
す
る
し
か
な
い16

。

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
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―
章
炳
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孟
子
は
万
章
と
の
対
話
の
中
で
、
舜
の
父
母
弟
が
舜
を
謀
略
で
殺
害
し
よ
う
と
し
た
が
、
舜
は
巧
み
に
そ
の
難
を
避
け
、
肉
親
の
至
情

か
ら
、
彼
ら
が
非
難
さ
れ
な
い
よ
う
、
そ
の
罪
を
庇
っ
た
故
事
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
の
箇
所
は
古
来
、
家
族
倫
理
を
重
ん
じ
る
儒
教
道

徳
と
の
整
合
性
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
論
点
の
一
つ
は
、『
尚
書
・
堯
典
』
の
記
述
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
孔

穎
達
の
『
尚
書
正
義
』
巻
二
「
堯
典
第
一
」
は
、「
よ
く
父
母
弟
に
孝
を
尽
く
し
、
自
ら
を
正
し
く
修
め
、
邪
悪
に
流
れ
な
か
っ
た
（
克

諧
以
孝
、
烝
烝
乂
、
不
格
姦
）」
と
い
う
語
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
孟
子
が
「
父
母
弟
を
み
な
悪
と
考
え
、」「
文
章

を
繰
り
返
し
て
、」
そ
の
こ
と
を
強
調
し
た
と
述
べ
た
上
で
、『
堯
典
』、『
孟
子
』、『
史
記
』
の
当
該
箇
所
を
関
連
付
け
て
説
明
し
た
。
そ

の
さ
い
、
孔
穎
達
が
参
照
し
た
の
は
、
馬
融
、
鄭
玄
、
王
粛
の
三
つ
の
本
文
で
あ
っ
た
。
中
で
も
、
鄭
玄
、
王
粛
の
二
本
は
、『
古
文
尚

書
』
で
『
舜
典
』
に
分
類
さ
れ
る
文
章
が
、『
堯
典
』
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
告
げ
る
。
だ
か
ら
、
孔
安
国
『
伝
』
の
本
文
に
は
「
古

文
と
今
文
の
別
巻
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
孔
穎
達
は
推
測
す
る
の
で
あ
る17

。

閻
若
璩
は
、
古
文
尚
書
の
文
章
が
、
東
晋
の
時
代
に
先
秦
文
献
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
献
上
さ
れ
た
偽
書
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し

た
。
今
の
『
尚
書
』
に
収
め
る
文
章
は
後
世
の
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
真
正
の
尚
書
の
姿
を
復
元
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
見
た
。
と
こ
ろ

が
、『
堯
典
』
で
舜
を
話
題
に
し
た
箇
所
に
限
っ
て
言
え
ば
、
戦
国
中
期
の
『
孟
子
』
が
引
く
語
こ
そ
は
、
真
正
の
『
舜
典
』
の
文
章
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
今
に
残
る
『
舜
典
』
は
、
孔
安
国
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
『
堯
典
』
後
半
に
当
た
っ

て
お
り
、
文
意
が
不
明
で
、
格
調
に
も
欠
け
、『
孟
子
』
の
引
く
『
舜
典
』
の
流
麗
な
典
雅
さ
に
は
遠
く
及
ば
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ

が
閻
若
璩
は
、
真
正
の
『
尚
書
』
の
文
章
は
見
出
し
難
い
に
し
て
も
、『
孟
子
』
が
引
く
『
尚
書
』
に
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
れ
ら
が
真
正

の
文
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
た
。
こ
の
閻
若
璩
の
議
論
を
、
章
炳
麟
は
、
鄭
玄
が
使
っ
た
本
文
が
『
尚
書
』
真
本
に
ほ
か
な
ら

な
い
こ
と
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
要
約
す
る
が
、
孔
穎
達
の
『
正
義
』
は
、
鄭
玄
の
本
文
だ
け
で
は
な
く
、
馬
融
や
王
粛
の
本

『
古
文
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て
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文
も
参
照
し
た
と
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
閻
若
璩
が
鄭
玄
の
本
文
だ
け
を
『
尚
書
』
真
本
と
考
え
た
と
結
論
付
け
る
の
は
正
確
で
は
な

い
。閻

若
璩
が
『
孟
子
』
に
引
く
『
尚
書
』
断
片
を
重
視
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
第
五
十
一
「
言
両
以
『
孟
子
』
引
『
書
』
叙
事
為
議

論
」
に
は
、『
孟
子
』
の
注
釈
者
で
あ
る
趙
岐
の
発
言
と
し
て
、
孟
子
が
『
詩
』
と
『
書
』
に
通
じ
て
い
た
こ
と
、
特
に
『
書
』
に
つ
い

て
は
、
そ
の
文
章
を
す
み
ず
み
ま
で
暗
唱
し
て
い
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
孟
子
に
限
っ
て
『
尚
書
』
の
引
用
に
誤
り
は
あ
り
得
な
い
と
述

べ
て
い
る18

。
第
五
十
二
「
言
以
『
管
子
』
引
『
泰
誓
』
史
臣
辞
為
武
王
自
語
」
も
ま
た
、『
孟
子
』
の
『
尚
書
』
引
用
は
発
話
者
が
誰
か

を
良
く
踏
ま
え
る
が
、
古
文
『
泰
誓
』
は
、
そ
こ
に
重
大
な
誤
り
が
あ
る
と
言
う
の
だ
。

七　
「
書
伝
」
と
い
う
概
念
の
提
示

閻
若
璩
が
、
古
文
『
尚
書
』
は
後
世
の
偽
作
だ
と
い
う
主
張
を
一
部
変
更
し
て
、
古
文
『
泰
誓
』
に
も
真
正
の
『
尚
書
』
本
文
が
含
ま

れ
る
と
い
う
結
論
を
下
す
に
至
っ
た
の
は
、『
孟
子
』
が
引
用
す
る
『
尚
書
』
は
本
物
で
あ
る
と
、
彼
が
固
く
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。『
孟

子
』
の
他
に
も
、『
墨
子
』
が
引
く
『
尚
書
』
を
、
彼
は
古
文
尚
書
偽
作
説
を
証
明
す
る
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
に
使
っ
て
い
る
。『
墨
子
』
や

『
孟
子
』
に
は
、
確
か
に
、
か
な
り
の
量
の
『
尚
書
』
断
片
が
残
さ
れ
て
お
り
、
現
行
の
今
文
尚
書
、
古
文
尚
書
の
真
偽
を
測
る
論
争
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
章
炳
麟
も
ま
た
、
そ
の
古
文
尚
書
論
に
お
い
て
、『
墨
子
』、『
孟
子
』
が
引
く
尚
書
の
断
片
を

重
視
し
た
。
し
か
し
彼
の
関
心
は
、
そ
う
し
た
史
料
を
使
っ
て
古
文
尚
書
偽
作
説
を
証
明
す
る
こ
と
に
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く

て
、
そ
れ
ら
の
史
料
の
特
徴
を
「
書
伝
」
と
い
う
概
念
に
要
約
し
た
上
で
、
尚
書
の
原
初
の
姿
を
再
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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「
書
伝
」
は
、
孔
穎
達
が
『
尚
書
正
義
』
を
書
く
さ
い
参
考
に
し
た
文
献
の
一
つ
、
伏
生
の
『
尚
書
大
伝
』
を
指
す
の
が
普
通
で
あ
る
。

し
か
し
、
章
炳
麟
の
言
う
「
書
伝
」
は
、
そ
れ
と
は
全
く
違
っ
て
お
り
、
数
あ
る
『
尚
書
』
原
本
の
な
か
で
最
も
始
原
に
位
置
す
る
も
の

を
指
す
。「
書
伝
」
の
着
想
は
、
一
九
三
五
年
の
講
演
録
よ
り
も
ず
っ
と
早
い
一
九
一
一
年
前
後
に
得
ら
れ
た
。
時
代
は
辛
亥
革
命
直
前

に
当
た
り
、
彼
が
孫
文
、
黄
興
に
並
ぶ
「
革
命
三
尊
」
と
呼
ば
れ
た
こ
ろ
で
あ
る
。

「
書
伝
」
は
、
上
代
の
史
官
が
書
い
た
皇
帝
に
関
す
る
事
績
を
、
孔
子
が
整
理
し
て
作
っ
た
記
録
で
あ
る
。
史
官
の
残
し
た
も
の
は
十

全
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
外
史
が
管
理
し
、
左
史
が
朗
誦
し
た
。
だ
か
ら
、
口
承
の
み
で
伝
わ
っ
た
記
録
も
少
な
く
な
い
。
孔
子
が

見
た
も
の
に
は
、
三
皇
の
記
録
は
全
く
な
く
、
五
帝
に
つ
い
て
も
、
堯
と
舜
を
載
せ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
孔
子
が
五
帝
徳

を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
黄
帝
、
顓せ

ん

頊ぎ
ょ
く、

帝
嚳こ
く

に
関
す
る
口
承
が
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
口
承
と
記
録
の
総
体

を
「
書
伝
」
と
呼
ぶ
。『
史
記
・
孔
子
世
家
』
に
、「
孔
子
は
『
書
伝
』
に
序
を
書
い
た
、」「『
書
伝
』
と
『
礼
記
』
は
孔
子
に
由
来
す
る
」

と
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
孔
子
以
前
に
、
こ
の
「
書
伝
」
を
閲
覧
す
る
機
会
を
得
た
の
は
墨
子
だ
っ
た
。
ま
た
孟
子
は
、「
書
伝
」
に
な

い
こ
と
は
軽
々
し
く
口
に
す
る
の
を
自
ら
に
禁
じ
た
。
章
炳
麟
が
『「
尚
書
」
故
言19

』
に
書
く
よ
う
に
、
墨
子
と
孟
子
こ
そ
は
、
孔
子
の

「
書
伝
」
の
継
承
者
で
あ
っ
た
。〔3

：393-394

〕

章
炳
麟
が
「
書
伝
」
と
い
う
概
念
を
初
め
て
尚
書
研
究
に
導
入
し
た
の
は
、
一
九
一
五
年
に
先
校
本
が
出
さ
れ
、
一
九
一
九
年
に
校
定

本
と
し
た
『
国
故
論
衡
』
に
お
い
て
だ
っ
た
。
そ
の
中
巻
「
文
学
七
篇
」
に
収
め
る
「
明
解
故
上
」
に
、「
書
伝
」
に
関
す
る
詳
し
い
考

察
が
あ
る
。〔5

：68-70

；240-243

〕『
漢
書
・
芸
文
志
第
十
』
は
『
尚
書
』
の
解
釈
本
と
し
て
、
大
小
夏
候
の
『
解
故
』
と
い
う
本
を

紹
介
す
る
。「
明
解
故
上
」
は
、
こ
の
大
小
夏
候
の
『
解
故
』
を
論
じ
、
そ
の
『
解
故
』
に
示
さ
れ
た
古
典
解
釈
学
の
歴
史
か
ら
「
書
伝
」

と
い
う
概
念
を
帰
納
し
た
の
で
あ
る20

。
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「
明
解
故
上
」
は
次
の
テ
ー
ゼ
を
提
出
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る21

。

校
は
『
詩
経
・
商
頌
』
が
詳
し
く
、
故
は
『
尚
書
・
太
誓
（
泰
誓
）』
か
ら
始
ま
り
、
伝
は
『
周
易
』
に
備
わ
り
、
解
は
『
管
子
』『
老

子
』
が
弁
じ
て
い
る
。〔5

：240

〕

「
校
」
は
、
書
物
を
校
訂
す
る
こ
と
で
、
学
術
の
源
流
を
探
り
、
文
字
を
比
べ
な
が
ら
そ
の
誤
り
を
正
す
と
い
う
二
つ
の
方
法
を
採
る
。
故

事
と
故
訓
の
二
つ
を
含
む
の
が
「
故
」
で
あ
る
。「
伝
」
は
、
古
典
の
意
味
を
伝
え
る
こ
と
。「
解
」
は
、
先
人
の
書
物
の
解
題
で
あ
る
。

さ
て
『
国
語
・
魯
語
下
』
に
は
、「
孔
子
の
祖
先
で
あ
る
正
考
父
が
、
周
の
太
師
の
と
こ
ろ
で
『
詩
経
・
商
頌
』
十
二
篇
を
校
訂
し
、

『
那
』
を
最
初
に
置
い
た
」
と
書
く
。『
左
伝
・
昭
公
七
年
』
が
記
す
よ
う
に
、
正
考
父
は
、
三
命
の
度
に
態
度
が
い
よ
い
よ
慎
ま
し
く
、

そ
の
鼎
の
銘
文
に
も
、「
一
命
に
て
士
と
な
れ
ば
頭
を
低
め
、
再
命
に
て
大
夫
と
な
れ
ば
背
を
曲
げ
、
三
命
に
て
卿
と
な
れ
ば
腰
を
か
が

め
よ
。
墻
に
沿
っ
て
歩
ん
で
も
私
を
侮
る
者
は
な
い
。
こ
の
鼎
で
お
粥
を
作
り
、
重
湯
を
作
り
、
私
の
口
を
糊
せ
よ
」
と
記
さ
れ
た
人
で

あ
る
。
こ
の
正
考
父
が
、「
故
」
を
初
め
て
『
那
』
の
詩
に
託
し
、
そ
れ
ら
を
集
め
て
、
要
点
を
ま
と
め
た
。
そ
の
後
は
、『
国
語
・
魯
語

下
』
が
、「
自
古
在
昔
、
先
民
有
作
。
温
恭
朝
夕
、
執
事
有
恪
」
と
記
す
よ
う
に
、
昔
の
聖
王
が
事
を
専
断
せ
ず
、
恭
順
な
さ
ま
を
伝
え

る
に
当
た
り
、
そ
れ
ら
を
『
古
く
か
ら
（
自
古
）』
と
讃
え
、
古
い
さ
ま
を
『
遠
い
時
代
に
（
在
昔
）』
と
言
い
、
昔
の
さ
ま
を
『
初
め
の

民
（
先
民
）』
と
言
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
文
章
を
削
除
訂
正
す
る
意
図
が
語
ら
れ
て
い
る
。
孔
子
が
『
詩
経
』
を
記
録
し
た
と
き
は
、「
詩

序
」
に
も
あ
る
通
り
、『
風
』『
小
雅
』『
大
雅
』『
頌
』
の
四
つ
を
通
じ
て
、
王
道
が
興
廃
す
る
始
め
を
探
り
、『
論
語
・
子
罕
篇
』
に
言

う
ご
と
く
、『
雅
』
と
『
頌
』
が
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
と
こ
ろ
を
得
た
。『
尚
書
』
を
百
篇
に
削
っ
て
、『
堯
典
』
を
そ
の
巻
首
に
置
い
た
の
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も
、
優
れ
た
校
訂
作
業
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。〔5

：240-241

〕

学
術
を
分
類
し
、
そ
の
源
流
を
探
る
「
校
」
の
方
法
を
受
け
て
、
次
に
は
、
文
字
を
校
合
す
る
こ
と
が
模
索
さ
れ
た
。『
呂
氏
春
秋
・

察
伝
篇
』
に
は
、
孔
子
の
高
弟
の
子
夏
が
、
晋
に
行
く
さ
い
、
衛
に
立
ち
寄
っ
て
、
衛
の
古
い
史
書
を
閲
覧
し
た
故
事
を
記
す
。
そ
の
史

書
に
は
、「
晋
が
三
豕
に
河
を
渡
っ
た
」
と
い
う
一
節
が
あ
っ
た
。
子
夏
は
、
こ
の
「
三
豕
」
が
「
己
亥
」
の
誤
り
だ
と
断
じ
た
。「
己
」

と
「
三
」
は
字
形
が
近
く
、「
豕
」
と
「
亥
」
は
意
味
が
似
る
。
果
た
し
て
、
晋
に
着
く
と
、
己
亥
の
と
き
に
晋
が
渡
河
し
た
過
去
の
記

録
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
比
較
の
方
法
が
、「
校
」
の
二
番
目
に
当
た
る
。

劉り
ゅ
う

向き
ょ
う

父
子
は
『
七
略
』
の
編
集
を
監
修
し
て
、
余
計
な
文
章
を
削
り
、
不
足
す
る
文
章
を
補
っ
て
、
書
物
の
原
始
の
姿
を
明
ら
か
に

し
、
そ
の
優
劣
を
整
理
し
た
が
、
こ
の
作
業
は
、
先
の
「
正
考
父
」
や
「
孔
子
」
の
校
訂
に
通
ず
る
も
の
だ
。
ま
た
、
彼
ら
が
多
く
の
書

物
を
比
較
し
て
、
異
本
を
確
定
し
、
誤
植
や
錯
簡
を
正
し
て
、
当
時
の
書
物
の
形
態
で
あ
っ
た
竹
簡
に
本
文
を
確
定
し
た
の
も
、
子
夏
の

や
っ
た
こ
と
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
、
校
訂
の
作
業
は
こ
こ
か
ら
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

八　
「
故
」
と
「
伝
」
の
歴
史

「
校
」
の
起
源
と
そ
の
発
展
の
歴
史
を
振
り
返
っ
た
後
で
、
章
炳
麟
の
探
究
は
、「
故
」
と
「
伝
」
の
歴
史
の
解
明
へ
と
向
か
う
。「
書

伝
」
と
い
う
概
念
が
、
そ
の
中
か
ら
浮
上
し
て
く
る
。

章
炳
麟
は
、「
書
伝
」
の
歴
史
を
、『
国
語
・
周
語
下
』、『
左
伝
・
定
公
元
年
』、『
国
語
・
魯
語
下
』、『
呂
氏
春
秋
・
仲
冬
紀
・
至
忠

篇
』
の
物
語
か
ら
語
り
始
め
る
。
単
襄
公
は
『
太
誓
故
』
か
ら
、「
朕
は
自
分
の
占
い
が
当
た
っ
て
、
麗
し
い
瑞
祥
と
合
体
し
、
商
に
進

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究

七
八



軍
し
て
必
勝
す
る
夢
を
見
た
」
と
い
う
武
王
の
言
葉
を
引
い
た
。
こ
の
『
太
誓
故
』
の
「
故
」
と
は
、『
国
語
』
を
注
し
た
韋
昭
の
解
に

よ
れ
ば
、「
故
事
」
を
意
味
す
る22

。
魯
の
定
公
元
（
前
五
五
九
）
年
に
、
薛
と
宋
の
間
で
軍
役
の
割
り
当
て
に
関
す
る
紛
争
が
あ
っ
た
。

仲
介
に
入
っ
た
晋
の
士
伯
は
、
薛
の
歴
史
に
つ
い
て
、
国
の
「
故
」
府
を
調
べ
る
約
束
を
し
た
。
孔
子
が
陳
に
遊
説
し
た
と
き
、
隼
が
陳

の
宮
廷
に
落
ち
て
死
ん
だ
。
楛
矢
が
刺
さ
っ
て
い
た
。
八
寸
の
長
さ
の
石
砮
も
あ
っ
た
。
陳
の
恵
公
は
孔
子
に
こ
の
不
思
議
な
出
来
事
を

問
い
合
わ
せ
る
と
、
孔
子
は
、
武
王
が
紂
王
を
伐
っ
た
後
、
粛
慎
氏
が
楛
矢
と
石
砮
を
献
じ
、
姫
姓
を
賜
与
さ
れ
、
虞
胡
公
を
妃
と
し
、

陳
に
封
ぜ
ら
れ
た
故
事
を
語
っ
た
。
詳
細
は
諸
「
故
府
」
を
見
ら
れ
た
い
、
と
も
言
っ
た
。
荊
の
荘
哀
王
が
雲う

ん

夢ぼ
う

で
猟
を
し
、
随ず
い

兕じ

と
い

う
犀
牛
を
射
た
。
そ
こ
へ
申
公
子
が
飛
び
込
み
、
随
兕
を
奪
っ
た
の
で
、
荘
哀
王
は
申
公
子
を
不
敬
罪
で
誅
し
よ
う
と
し
た
が
、
左
右
の

大
夫
は
、
申
公
子
が
賢
人
で
あ
る
か
ら
と
助
命
を
請
う
た
。
三
か
月
後
、
申
公
子
は
死
ん
だ
。
後
に
そ
の
弟
が
、
兄
は
冤
罪
で
あ
る
こ
と

を
供
述
し
た
。
申
公
子
は
平
府
の
「
故
記
」
を
読
ん
で
、「
随
兕
を
殺
す
者
は
三
か
月
を
経
ず
し
て
死
ぬ
」
と
い
う
占
い
を
得
、
随
兕
を

射
た
荘
哀
王
を
救
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
高
誘
は
こ
れ
に
つ
い
て
、「
故
記
は
古
書
な
り
、
平
府
は
府
名
な
り
」
と
注
す
る
。

以
上
の
物
語
か
ら
、
各
地
方
政
府
の
「
故
府
」
に
は
「
故
記
」
が
所
蔵
さ
れ
た
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。『
太
誓
故
』
も
、
そ
う
し

た
「
故
記
」
の
一
つ
で
あ
る
。
現
在
、
古
文
尚
書
に
収
め
ら
れ
る
『
泰
誓
』
も
、
こ
の
『
太
誓
故
』
を
基
に
孔
子
が
整
理
し
た
「
書
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。〔5

：241-242

〕

漢
代
に
「
故
」
を
管
理
す
る
役
所
が
あ
っ
た
こ
と
は
、『
漢
書
』
の
晁
ち
ょ
う

錯そ

伝
や
儒
林
伝
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
『
詩
』
を
説
明
す

る
の
に
、
故
訓
を
も
っ
て
し
た
。『
漢
書
・
芸
文
志
』
に
は
『
毛
詩
故
訓
伝
』
三
十
巻
を
記
す
。
こ
う
し
て
、
最
古
の
民
に
関
す
る
「
故
」

が
集
大
成
さ
れ
て
、
故
事
が
生
ま
れ
、
故
訓
が
で
き
た
の
で
あ
る
。『
毛
詩
』
以
外
に
も
、
詩
三
家
と
し
て
、『
漢
書
・
芸
文
志
』
は
、
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古
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『
魯
故
』
二
十
五
巻
、『
韓
故
』
三
十
六
巻
、『
斉
后
氏
故
』
二
十
巻
、『
斉
孫
氏
故
』
二
十
七
巻
を
載
せ
る
。
こ
れ
ら
が
「
故
訓
」
の
流
派

で
あ
る
。『
書
』
や
『
春
秋
』
も
ま
た
記
事
の
書
籍
で
あ
る
か
ら
、
故
事
を
含
ん
で
い
る
。『
太
誓
』
に
「
故
」
が
あ
る
の
は
、『
春
秋
』

に
「
伝
」
が
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
馬
融
は
そ
の
疏
で
、「
書
伝
」
か
ら
『
太
誓
』
を
引
用
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
現
在
全
て
紛
失
し
た
。

「
故
」
か
ら
の
引
用
で
あ
っ
た
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。〔5

：242

〕

こ
こ
ま
で
、「
明
解
故
上
」
の
総
論
に
当
た
る
部
分
を
説
明
し
て
き
た
。
章
炳
麟
の
議
論
の
目
的
は
、『
詩
』、『
書
』、『
春
秋
』
を
「
故

（
事
）」
の
観
点
か
ら
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
。
古
文
尚
書
の
『
泰
誓
』
の
真
偽
を
判
断
す
る
に
は
、「
故
事
」
と
の
関
連
か
ら

な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
泰
誓
』
三
篇
を
全
て
偽
書
と
断
じ
た
閻
若
璩
の
考
察
、
そ
れ
を
継

承
し
た
戴
震
や
段
玉
裁
ら
清
朝
考
証
学
と
の
全
面
的
対
決
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
章
炳
麟
の
そ
う
し
た
立
ち
位
置
を
確
認
す
る
上

で
も
、
こ
こ
で
『
泰
誓
』
に
係
る
そ
れ
ま
で
の
論
争
史
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

九　
『
泰
誓
』
の
真
偽
問
題
を
め
ぐ
っ
て

「
明
解
故
下
」
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
泰
誓
』
の
真
偽
問
題
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
、
前
漢
の
馬
融
で
あ
る
。
孔
穎
達
『
尚
書
正
義
』

「
泰
誓
」
の
疏
に
、
馬
融
の
考
え
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
馬
融
の
書
序
に
、
泰
誓
は
後
出
の
も
の
で
、
そ
の
文
は
原
文
よ
り
も
浅
薄
で
あ

る
よ
う
だ
、
と
記
し
て
あ
る
。
ま
た
、『
八
百
の
諸
侯
が
、
招
か
れ
ず
に
来
訪
し
た
さ
ま
は
、
期
せ
ず
し
て
時
を
同
じ
く
し
、
図
ら
ず
も

辞
を
同
じ
く
し
、
火
が
王
宮
に
昇
る
や
、
流
れ
て
鷲
に
な
り
、
五
度
至
る
や
、
穀
物
が
天
か
ら
降
っ
て
き
て
、
火
を
放
っ
て
神
怪
な
動
き

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
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を
し
た
』
と
述
べ
る
の
は
、
孔
子
が
怪
力
乱
心
を
語
ら
ぬ
と
言
っ
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
馬
融
は
こ
う
疑
問
を
呈
し
た
上

で
、
現
存
の
『
泰
誓
』
が
原
初
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
先
秦
文
献
の
『
泰
誓
』
引
用
例
五
つ
を
列
挙
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
論

じ
た
。
隷
書
〔
今
文
〕
で
書
か
れ
た
『
泰
誓
』
に
、
こ
の
五
つ
の
文
章
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
『
書
伝
』
を
随
分
見
て
き
た
が
、
そ
こ
に
引

用
さ
れ
た
『
泰
誓
』
で
、
今
の
『
泰
誓
』
に
見
当
た
ら
な
い
も
の
は
多
数
に
の
ぼ
り
、
全
て
を
列
挙
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ

る
。
こ
の
五
つ
を
挙
げ
れ
ば
、
そ
れ
で
お
よ
そ
の
こ
と
は
判
る
で
あ
ろ
う
。」
孔
穎
達
は
、
馬
融
の
考
え
を
こ
う
ま
と
め
た
上
で
、
王
粛

の
『
書
注
』
序
に
あ
る
、
最
近
発
見
さ
れ
た
『
泰
誓
』
は
元
の
経
文
で
は
な
い
と
い
う
意
見
も
紹
介
し
て
い
る23

。

か
か
る
馬
融
の
疏
の
考
え
に
対
す
る
最
も
有
力
な
反
論
と
し
て
、『
泰
誓
』
を
引
用
し
た
先
秦
文
献
の
う
ち
、『
国
語
・
周
語
下
』
の
引

く
語
が
『
太
誓
（
泰
誓
）
故
』
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
章
炳
麟
が
注
目
し
た
の
は
、
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
彼
は
そ
こ
で
、

「
故
」
が
書
名
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
は
、『
国
語
』
の
原
意
を
逸
脱
し
た
「
強
度
の
誤
読
」
と
称
す
べ
き

も
の
で
、
興
味
深
い
見
解
で
は
あ
っ
て
も
、
学
問
的
議
論
と
し
て
は
恐
ら
く
成
立
し
な
い
。
彼
は
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
、
劉
師
培
と
の
意
見
交

換
か
ら
得
て
い
た
。
一
九
五
三
年
に
劉
士
培
に
宛
て
た
書
簡24

は
、
劉
師
培
の
「
駁
太
誓
答
問
」
を
論
じ
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
国
語
』
が
『
太
誓
故
』
を
引
用
す
る
点
だ
が
、「
故
」
と
は
古
い
事
柄
を
訓
じ
る
と
い
う
こ
と
で
、
墨
子
と
孟
子
の
引
用
だ
と
疑
わ
れ

る
も
の
は
、
全
て
こ
の
『
太
誓
故
』
の
中
に
あ
る
。〔12

：131
〕

伏
生
『
尚
書
大
伝
』
二
十
九
編
の
う
ち
、『
泰
誓
』
一
篇
に
つ
い
て
は
前
漢
の
武
帝
の
時
代
に
、
そ
の
出
自
を
疑
う
意
見
が
出
た
た
め
、

『
漢
書
・
儒
林
伝
第
五
十
八
』
は
、
当
該
書
の
篇
数
に
つ
い
て
二
十
九
と
二
十
八
の
両
論
を
併
記
し
た
。『
隋
書
・
経
籍
志
』
に
は
「
伏
生
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が
口
頭
で
二
十
八
篇
を
授
け
、
河
内
の
女
子
が
『
泰
誓
』
一
篇
を
得
て
献
上
し
た
」
と
書
か
れ
る
。

清
朝
の
考
証
学
者
の
意
見
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
王
引
之
は
、『
経
義
述
聞
』
の
「
伏
生
尚
書
二
十
九
篇
説
」
で
、
伏
生
『
尚
書
大
伝
』

の
二
十
九
篇
に
『
泰
誓
』
は
あ
っ
た
と
言
う
。
陳
寿
祺
『
今
文
尚
書
後
得
説
』
は
、
劉
向
父
子
が
『
七
略
』
に
記
す
通
り
、
二
十
九
篇
に

『
泰
誓
』
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
説
い
た
。
今
文
『
泰
誓
』
の
有
無
に
つ
い
て
も
、
銭
大
昕
が
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
一
で
、
今
文
『
泰
誓
』

の
存
在
だ
け
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
王
鳴
盛
の
『
尚
書
後
案
』
は
、
先
に
触
れ
た
「
神
怪
」
の
箇
所
は
史
臣
が
加
え
た
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
を
理
由
に
『
泰
誓
』
を
偽
書
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
反
論
し
た
。
し
か
し
、
章
炳
麟
は
、『
国
語
』
に
『
太
誓
故
』
と
い
う

宮
府
の
『
書
伝
』
を
載
せ
る
以
上
、『
泰
誓
』
は
古
代
文
献
と
し
て
は
っ
き
り
し
た
出
自
を
有
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る25

。

で
は
、
そ
う
し
た
真
正
の
古
代
文
献
の
個
々
の
姿
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
章
炳
麟
は
、
先
ほ
ど
の
「
明
解
故
上
」
に
お
い
て
、

『
尚
書
』
の
復
元
を
試
み
て
い
る
。
ま
ず
、『
史
記
・
孔
子
世
家
』
の
「
書
伝
」
情
報
を
紹
介
し
、
孔
子
が
『
尚
書
』
に
序
を
書
く
と
共

に
、
そ
の
「
伝
」
を
も
記
録
し
、「
棘

き
ょ
く

下か

」
の
生
が
、
そ
の
「
書
伝
」
を
得
た
と
言
う
。「
棘
下
」
と
は
、「
稷
下
」、
つ
ま
り
荀
子
が
祭
酒

（
学
長
）
を
務
め
た
学
園
を
指
す
。「
書
伝
」
は
、
斉
魯
を
中
心
に
広
く
識
者
の
間
に
流
布
し
て
い
た
。
墨
子
も
こ
の
「
書
伝
」
を
見
た
一

人
で
あ
る
。『
墨
子
・
兼
愛
中
』
が
引
く
『
武
成
』
は
、「
昔
、
武
王
が
泰
山
を
削
っ
て
道
を
作
っ
た
と
き
（
昔
者
武
王
將
事
泰
山
隧26

）」

ま
で
『
書
』
の
経
文
で
あ
り
、「『
伝
』
に
曰
く
」
以
後
が
『
書
伝
』
に
当
た
る
。『
墨
子
・
尚
賢
中
』
に
も
、『
伊
訓
』
と
『
湯
誓
』
の
引

用
が
あ
る
。
賢
人
を
尚
と
ぶ
と
い
う
考
え
は
墨
子
に
独
自
の
思
想
と
い
う
よ
り
は
、
先
王
の
書
物
が
聖
王
の
道
に
つ
い
て
後
か
ら
纏
め
た

思
想
な
の
で
あ
る
。
他
に
も
、『
墨
子
・
明
鬼
下
』
が
、
今
の
『
尚
書
』
の
『
甘
誓
』
を
、『
禹
誓
』
と
い
う
名
で
複
数
引
用
し
て
い
る
。

〔5

：242

〕

墨
子
以
後
の
思
想
家
で
は
、
孟
子
が
『
尚
書
』
の
言
葉
を
重
視
し
た
。『
孟
子
・
梁
恵
王
下
』
で
、
湯
王
が
傑
を
放
ち
、
武
王
が
紂
を

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究

八
二



伐
っ
た
こ
と
の
是
非
を
論
じ
た
中
で
、
孟
子
は
、「
湯
と
武
の
革
命
の
事
績
は
「『
伝
』
の
中
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
孟
子
の
言
う

『
伝
』
も
ま
た
『
書
伝
』
で
あ
る
。
他
に
も
、『
孟
子
・
万
章
上
篇
』
の
「
米
倉
の
修
繕
（
完
廩
）」
や
「
井
戸
浚
え
（
浚
井
）」
の
引
用
、

『
孟
子
・
滕
文
公
下
篇
』
の
「
穀
物
を
奪
う
（
仇
餉
）」
の
引
用
は
、
い
ず
れ
も
舜
と
父
母
弟
と
の
関
係
を
良
く
現
し
て
お
り
、『
書
伝
』

に
基
づ
か
ず
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。『
漢
書
・
酈
陸
朱
劉
叔
孫
伝
第
十
三
』
の
「
婁
敬
伝
」
も
『
太
誓
』
を
引
く27

が
、
伏
生
の
二
十
九

篇
に
は
『
太
（
泰
）
誓
』
が
な
い
の
だ
か
ら
、
婁
敬
も
ま
た
『
書
伝
』
に
依
っ
て
、
そ
の
「
故
」
を
描
い
た
の
で
あ
る
。〔5

：242

〕

要
約
す
れ
ば
、『
書
伝
』
に
は
、
多
く
の
種
類
が
あ
っ
て
、
孔
子
の
時
代
か
ら
し
て
複
数
が
存
在
し
た
。
偽
孔
安
国
『
伝
』
に
は
記
録

さ
れ
な
い
が
、
そ
の
「
故
伝
」
は
形
と
し
て
は
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
孔
子
旧
宅
の
壁
か
ら
発
見
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
旧

伝
で
あ
っ
て
、『
史
記
・
河
渠
書
』
に
引
く
「
夏
書
」
は
、
や
は
り
『
泰
誓
故
』
と
同
じ
『
書
伝
』
な
の
だ
。
だ
が
遺
憾
な
こ
と
に
、
前

漢
か
ら
後
漢
に
か
け
て
の
緯
書
の
大
流
行
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
『
書
伝
』
に
該
当
す
る
『
逸
書
』
二
十
四
篇
が
散
逸
し
、『
書
伝
』
も
ま

た
失
わ
れ
た
。
伏
生
の
記
憶
も
定
か
で
は
な
く
、
馬
融
や
鄭
玄
も
ま
た
礼
堂
に
収
め
る
「
旧
伝
」
を
見
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
孔
子
、
膠

東
庸
生
、
司
馬
遷
ら
の
遺
学
は
中
絶
し
て
伝
わ
ら
ず
、
伏
生
の
本
文
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
古
文
の
断
片
は
残
っ
た
が
、
そ

の
故
事
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
説
き
方
が
違
っ
た
。
世
の
人
々
は
、
学
官
の
旧
套
を
墨
守
す
る
の
み
で
、
伝
を
作
る
者
が
故
事
を
廃
止
し
よ
う

と
言
い
出
す
有
様
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、『
左
伝
』
は
『
春
秋
』
の
経
を
伝
え
な
い
と
い
う
意
見
は
、
伝
そ
の
も
の
に
故
事
が
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
無
知
な
証
左
で
あ
る
。
以
上
が
「
故
」
と
「
伝
」
の
第
一
の
弊
害
で
あ
る
。
ま
た
、
故
事
を
説
く
に
し
て
も
、
そ
れ
を
分

類
し
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
第
二
の
弊
害
で
あ
る
。〔5

：242-243

〕

先
に
見
た
『
膏
蘭
室
札
記
』
第
四
百
五
十
条
「
西
旅
献
獒
」（
尚
書
・
旅
獒
序
）
で
、
章
炳
麟
は
、
文
献
の
解
釈
の
中
で
、
文
字
の
意
味

と
経
の
意
味
が
食
い
違
う
の
は
良
く
あ
る
こ
と
で
、
本
義
と
転
義
を
適
切
に
使
い
分
け
る
こ
と
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
た
。『
国
故
論
衡
』
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を
書
く
こ
ろ
に
は
、
文
字
の
意
味
と
経
の
意
味
は
、「
故
」
と
「
伝
」
と
い
う
概
念
で
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
故
」
か

ら
「
伝
」
へ
の
歴
史
的
変
遷
が
「
書
伝
」
の
中
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
れ
ら
複
数
の
「
書
伝
」
を
用
い
れ

ば
、
古
代
の
思
想
史
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
彼
が
議
論
の
中
心
に
置
い
た
の
は
、『
尚
書
』
の
『
泰
誓
』
と
い
う
文

章
で
あ
っ
た
。
墨
子
や
孟
子
は
『
泰
誓
』
の
原
型
に
当
た
る
「
故
」
を
記
録
し
て
お
り
、
そ
れ
は
『
泰
誓
故
』
と
い
う
「
書
伝
」
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
書
伝
」
を
そ
の
古
代
史
の
原
初
へ
と
遡
る
こ
と
が
、
章
炳
麟
の
『
尚
書
』
読
解
の
次
の
課
題
と
な
っ
た
。

十　

影
射
史
学
へ
の
異
論

「
書
伝
」
の
「
故
」
は
、
古
代
史
の
事
実
で
あ
り
、
後
世
の
憶
測
で
そ
の
解
釈
を
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
章
炳
麟
の
姿
勢

は
、
経
典
の
「
故
」
を
根
拠
に
し
て
、
現
代
を
論
評
す
る
悪
弊
を
痛
罵
す
る
も
の
で
あ
る
。『
尚
書
』
に
関
し
て
言
え
ば
、
文
王
は
果
た

し
て
王
命
を
受
け
た
の
か
、
周
公
は
摂
政
の
位
に
就
い
て
、
王
と
し
て
衆
に
臨
ん
だ
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
宋
代
の
儒
者
が
提
起
し
て

か
ら
、『
尚
書
』
解
釈
の
大
き
な
争
点
に
な
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
文
王
受
命
」、「
周
公
摂
位
」
論
争
で
あ
る
。
章
炳
麟
が
生
き
た
時

代
に
も
、
そ
の
余
波
は
続
い
た
。
光
緒
三
十
年
代
、
武
漢
に
い
た
張
之
洞
の
幕
僚
た
ち
は
、
文
王
受
命
が
、
康
有
為
の
『
新
学
偽
経
考
』

が
説
く
孔
子
改
制
の
思
想
を
誘
発
す
る
と
警
戒
し
、
文
王
受
命
は
な
か
っ
た
と
す
る
議
論
を
展
開
し
た
。
光
緒
か
ら
宣
統
に
代
わ
る
こ
ろ

に
は
、
宣
統
帝
の
父
親
の
醇
親
王
戴さ

い

灃ほ
う

が
政
治
の
中
心
に
浮
上
す
る
に
伴
い
、「
周
公
摂
位
」
待
望
論
が
学
問
の
衣
装
を
纏
っ
て
語
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
簡
朝
亮
が
『
尚
書
集
注
述
疏
』
を
一
九
五
九
年
に
公
刊
し
、
そ
の
中
で
「
周
公
摂
位
」
を
め
ぐ
っ
て
自
説
を
展
開
し

た
こ
と
も
、
そ
う
し
た
時
代
の
流
れ
に
棹
さ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
章
炳
麟
は
、
同
書
刊
行
後
、
直
ち
に
著
者
に
以
下
の
書
簡
を
送
る
。
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竹
居
先
生
恵
鑑

簡
先
生
の
学
風
を
知
っ
て
久
し
く
、
昨
日
、
門
下
の
者
よ
り
『
尚
書
集
注
述
疏
』
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
古
代
を
述
べ
て
現
代
を
風
刺
す

べ
く
、
敢
え
て
筆
を
取
ら
れ
た
と
推
察
し
ま
す
。
た
だ
、
周
公
居
摂
の
史
実
を
論
じ
て
、
摂
政
は
摂
位
に
同
じ
で
は
な
い
と
仰
る
の
は
、
今

の
時
政
に
照
ら
し
て
先
民
を
推
察
す
る
も
の
で
、
古
文
や
今
文
の
実
態
と
は
乖
離
し
、
適
切
を
欠
く
の
で
は
な
い
か
と
愚
考
す
る
者
で
す
。

〔8

：165；
12

：346

〕

今
、
後
漢
の
再
興
を
も
っ
て
前
漢
の
事
例
と
し
、
秦
漢
を
も
っ
て
春
秋
の
事
例
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
春
秋
を
も
っ

て
宗
周
の
事
例
と
す
る
こ
と
も
邪
道
で
あ
り
ま
す
。
何
故
か
と
申
し
ま
す
と
、
世
に
は
文
質
が
あ
り
、
事
に
は
緩
急
が
あ
っ
て
、
古
法
か

ら
今
制
は
演
繹
で
き
な
い
し
、
今
事
か
ら
古
代
を
推
理
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
す
。〔8

：166；
12

：347

〕

宋
代
の
儒
者
は
、
古
制
に
昏
く
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
時
事
に
結
び
付
け
、
自
分
の
主
観
に
照
ら
し
て
、
周
と
漢
の
「
故
言
」
に
疑
念
を

投
げ
か
け
、『
書
大
序
』
を
廃
棄
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
六
芸
の
明
文
、
旧
史
や
世
伝
の
学
説
を
信
じ
る
代
わ
り
に
、
堕
落
し
た
学
者
の

影
射
の
言
葉
を
信
じ
ま
し
た
。
私
の
信
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、『
尚
書
』
や
『
春
秋
』
は
、
左
史
と
右
史
が
記
録
し
、
学
者
が
そ
れ
を
研
究

し
た
も
の
で
、『
史
記
』
や
『
漢
書
』
に
等
し
く
、
そ
の
典
礼
を
辿
り
、
そ
の
行
事
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
後
世
の
私
た
ち
は
、
知
識
の

源
を
探
し
得
て
、
国
故
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
最
も
肝
要
な
こ
と
な
の
で
す
。
古
と
今
に
は
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
ら

を
同
じ
視
点
で
論
じ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
経
典
を
実
践
に
役
立
て
る
と
い
う
考
え
も
ま
た
、
漢
代
の
儒
者
が
利
録
を
追
求
し
、
世
に
阿
ね

た
の
と
同
じ
で
、
間
違
っ
て
お
り
ま
す
。
経
典
に
書
か
れ
た
こ
と
は
、
古
今
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
是
と
し
て
、
今
の
世
を
非
と
決

め
つ
け
る
。
そ
れ
が
叶
わ
な
い
と
分
か
る
と
、
古
代
の
経
典
の
文
脈
を
変
え
、
そ
の
史
実
を
抹
消
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
二
つ
は
、
世
に

『
古
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真
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阿
ね
る
か
否
か
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
経
典
の
意
味
を
見
失
っ
て
い
る
点
で
は
同
じ
な
の
で
す28

。〔8

：169；
12

：350

〕

簡
朝
亮
の
議
論
は
、
周
公
は
摂
政
で
あ
っ
て
王
を
称
し
た
こ
と
は
な
い
と
論
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
醇
親
王
戴さ
い

灃ほ
う

に
新
政
を
期
待
す
る

世
論
に
、
む
し
ろ
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
だ
っ
た
。
政
治
的
立
場
は
章
炳
麟
と
共
通
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
章
炳
麟
は
簡
朝
亮

に
向
け
て
、「
故
言
」
を
安
易
に
現
代
史
の
視
点
か
ら
解
釈
し
、
現
代
史
に
結
び
付
け
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、

『
尚
書
』
の
「
故
言
」
を
古
代
史
の
現
場
に
置
い
て
解
釈
す
る
方
法
を
模
索
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。『
太
炎
文
録
続
編
』
巻
一
に
収

め
る
「
尚
書
続
説
」
に
は
、「
説
西
伯
戡
黎
序
」
の
雄
編
が
あ
る29

。
章
炳
麟
が
『
尚
書
』
を
素
材
に
、
古
代
の
歴
史
を
復
元
す
る
方
法
を

良
く
示
す
文
章
で
あ
る
。
期
せ
ず
し
て
、
そ
れ
は
「
文
王
受
命
」
論
争
へ
の
彼
自
身
の
回
答
と
な
っ
て
い
た
。

十
一　

文
王
が
受
命
し
た
の
は
何
時
か

『
西
伯
戡
黎
』
は
、
周
の
文
王
（
西
伯
）
が
殷
帝
国
の
植
民
地
で
あ
る
黎
の
国
を
打
ち
破
っ
た
の
を
見
て
、
殷
の
賢
臣
で
あ
る
祖
伊
が
、

紂
王
の
御
前
に
て
、
周
の
攻
撃
を
跳
ね
返
し
、
国
家
存
亡
の
危
機
を
打
開
す
る
方
策
を
論
じ
た
、
紂
王
と
祖
伊
の
対
話
記
録
で
あ
る
。
こ

の
文
章
が
提
供
す
る
論
点
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
西
伯
（
文
王
）
が
黎
を
討
っ
た
と
き
は
何
時
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
第
二
は
、
西

伯
が
黎
の
征
討
を
含
む
革
命
戦
争
の
、
ど
の
時
点
で
受
命
し
、
王
を
称
し
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
章
炳
麟
は
、
ま
ず
、
第
一
の
問
題

を
検
討
す
る
。
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伏
生
の
『
尚
書
大
伝
』
に
、「
文
王
は
一
年
に
て
虞
と
芮
を
属
国
と
し
、
二
年
に
て
于う

を
伐
ち
、
三
年
に
て
密
須
を
撃
ち
、
四
年
に
て

畎け
ん

夷い

を
討
っ
た
。
そ
こ
で
、
紂
は
文
王
を
捕
ら
え
た
が
、
周
り
の
友
人
が
宝
物
を
紂
に
献
じ
て
、
虎
口
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
脱
出

後
に
ま
た
征
討
を
始
め
、
六
年
に
し
て
崇
を
破
り
、
王
を
称
し
た
」
と
あ
る
。
一
方
で
、
太
史
公
は
『
史
記
・
周
本
記
』
に
次
の
よ
う
に

書
く
。「
西
伯
が
捕
囚
を
解
か
れ
、
虞
と
芮
を
正
式
に
属
国
と
し
た
。
明
年
、
犬
戎
を
打
ち
、
明
年
、
密
須
を
討
伐
し
、
明
年
、
耆
国
を

破
り
、
明
年
、
邘う

を
伐
ち
、
明
年
、
崇
侯
虎
を
討
っ
て
、
豊
邑
を
作
っ
た
。
明
年
、
西
伯
は
崩
じ
た
。
詩
人
は
、
西
伯
が
受
命
の
年
に
、

王
を
称
し
て
、
虞
と
芮
の
訴
訟
を
断
じ
た
と
詠
っ
た
。」（
邘
〔
于
〕
を
伐
っ
た
時
期
が
、『
尚
書
大
伝
』
と
『
史
記
』
で
相
違
し
て
い
る

こ
と
が
判
る
。『
尚
書
大
伝
』
は
捕
囚
を
解
か
れ
る
前
に
于
を
伐
ち
、
そ
れ
か
ら
受
命
し
た
と
書
く
。『
史
記
』
で
は
、
捕
囚
を
解
か
れ
た

後
に
受
命
し
、
そ
の
四
年
後
に
于
を
伐
っ
た
こ
と
に
な
る
。）

思
う
に
、
密
須
、
犬
戎
は
い
ず
れ
も
岐
周
の
西
に
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
国
を
伐
っ
た
の
が
、
崇
侯
の
討
伐
の
前
で
あ
る
の
は
間
違
い

な
い
。
黎
の
国
は
漢
代
の
壺
関
（
山
西
の
長
治
）
で
、
邘
は
漢
代
の
野
王
（
河
南
の
沁
陽
）
で
あ
る
。
文
王
が
崇
か
ら
討
伐
を
始
め
な

か
っ
た
の
は
、
東
の
道
が
塞
が
れ
て
、
遠
征
が
叶
わ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
。
伏
生
や
太
史
公
は
い
ず
れ
も
地
理
の
考
証

を
怠
り
、
文
王
の
征
服
の
順
序
を
間
違
え
た
が
、
伏
生
の
誤
り
は
特
に
大
き
い
。（
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
西
に
あ
る
密
須
、
犬
戎
の
征
討

を
、
東
に
あ
る
于
〔
邘
〕
の
後
の
出
来
事
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。）

邘
と
は
野
王
の
こ
と
で
、
紂
が
首
都
と
し
た
朝
歌
か
ら
は
、
古
代
の
距
離
で
三
百
里
に
満
た
な
い
。
文
王
が
兵
を
（
邘
を
含
む
）
畿
内

で
挙
げ
た
と
し
て
も
、
紂
の
勢
力
は
衰
え
て
い
た
か
ら
、
文
王
を
捕
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
か
の
祖
伊
の
恐
懼
も
、
黎

の
国
が
平
定
さ
れ
る
以
前
の
こ
と
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。（『
史
記
・
殷
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
紂
王
は
、
西
伯
昌
、
九
侯
、
鄂が

く

侯
を
三
公
と
し

た
。
そ
こ
に
付
し
た
『
集し

っ

解か
い

』
で
、
徐
広
が
、「
鄂
を
、
邘
と
作
る
本
が
あ
り
、
野
王
県
に
は
邘
城
が
あ
る
」
と
記
す
が
、
そ
う
で
あ
れ
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ば
、
自
分
を
諌
め
た
邘
侯
を
干
し
肉
に
し
た
後
で
、
紂
王
は
必
ず
や
信
頼
で
き
る
邘
の
側
近
を
、
改
め
て
三
公
に
任
命
し
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
防
ぐ
た
め
、
文
王
は
邘
を
伐
っ
た
の
で
あ
る
。
捕
囚
前
に
邘
を
伐
て
ば
、
自
分
と
同
じ
身
分
の
三
公
を
討
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
そ
も
そ
も
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
文
王
が
畿
内
を
後
回
し
に
し
て
、
ま
ず
邘
を
伐
っ
た
理
由
で
あ
る
。）

ま
た
、
文
王
の
四
回
の
征
討
は
『
詩
経
』
や
『
尚
書
』
に
載
っ
て
い
る
の
に
、
邘
を
撃
っ
た
こ
と
だ
け
は
文
献
の
手
掛
か
り
が
な
い
。

今
、『
孟
子
・
滕
文
公
下
』
が
『
太
誓
（
泰
誓
）』
を
詳
し
く
引
用
す
る
の
を
見
れ
ば
、「
我
武
惟
揚
、
侵
于
之
疆
、
則
取
于
残
、
殺
（
こ

の
文
字
は
、
古
文
で
は
「
手
」
に
作
っ
て
い
た
の
で
、
偽
孔
安
国
『
伝
』
の
『
太
誓
』
は
「
我
」
に
改
め
た
）
伐
用
張
、
于
湯
有
光
（
我

が
武
王
の
武
威
は
ま
す
ま
す
奮
い
上
が
り
、
紂
の
領
土
に
攻
め
込
ん
で
、
残
虐
者
を
討
伐
し
、
我
が
武
勲
は
い
よ
い
よ
盛
ん
に
し
て
、
桀

を
討
っ
た
湯
王
の
武
威
よ
り
も
光
り
輝
い
た
）」
と
あ
り
、「
侵
于
之
疆
」
の
四
字
は
、
伏
生
が
「
邘
を
伐
ち
」
と
書
く
根
拠
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。（『
韓
非
子
・
難
二
』
に
も
、
文
王
が
盂う

を
伐
っ
た
と
述
べ
る30

。
伏
生
の
『
尚
書
大
伝
』
に
は
古
い
『
太
誓
』
が
含
ま
れ

て
い
な
い
の
に
、「
二
年
に
て
于
を
伐
ち
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
は
、
彼
が
若
き
こ
ろ
暗
記
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。）『
太
誓
』
が
周
の

威
徳
を
讃
え
る
の
は
、
文
王
を
中
心
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
文
王
の
用
兵
の
真
髄
は
、
邘
を
伐
っ
た
こ
と
の
中
に
あ

る
。
こ
れ
が
捕
囚
前
の
出
来
事
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。〔9
：5

〕

章
炳
麟
が
上
の
考
察
で
注
目
す
る
の
は
、
邘
の
征
討
で
あ
る
。『
尚
書
大
伝
』
と
『
史
記
』
で
は
、
紂
王
に
よ
る
捕
囚
前
に
革
命
戦
争

が
始
ま
っ
た
の
か
否
か
と
い
う
問
題
や
、
犬
戎
、
密
須
、
邘
の
征
討
の
順
次
に
関
し
て
、
大
き
な
見
解
の
違
い
が
あ
る
。
問
題
を
厄
介
に

す
る
の
は
、
邘
の
征
討
に
関
す
る
記
述
が
、
ど
の
先
秦
文
献
に
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
だ
。
章
炳
麟
は
、「
邘
」
は
「
鄂
」
の
仮
借
で
あ

り
、
文
王
と
共
に
殷
の
「
三
公
」
を
勤
め
た
邘
侯
が
粛
清
さ
れ
た
後
に
、
征
討
が
始
ま
っ
た
と
解
し
た
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
誰
も
指
摘
し
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な
か
っ
た
論
点
で
あ
る
が
、
に
わ
か
に
は
承
服
し
難
い
。『
韓
非
子
』
が
言
う
「
盂
」
を
そ
れ
に
当
て
る
考
え
も
、
著
名
な
「
盂
鼎
銘
」

の
内
容
に
照
ら
せ
ば
、
誤
り
で
あ
る31

。
王
国
維
の
高
弟
で
夭
折
し
た
楊
筠い
ん

如
が
、『
尚
書
覈か
く

詁
』
巻
二
「
商
書
」
の
「
西
伯
戡
黎
第
十
」

に
お
い
て
、「
邘
」
を
『
漢
書
・
地
理
志
第
八
上
』
に
あ
る
「
鄢え

ん

県
」
に
比
定
し
、
文
王
が
遷
都
し
た
豊
の
す
ぐ
西
に
あ
っ
た
と
解
す
る

の
が
適
切
で
あ
る32

。

章
炳
麟
が
、「
邘
」
の
征
討
に
着
目
し
た
の
は
、
そ
こ
に
文
王
の
革
命
戦
争
の
本
質
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は

文
王
が
殷
の
畿
内
に
進
駐
し
た
初
め
て
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
紂
王
が
指
揮
す
る
朝
歌
か
ら
は
三
百
里
の
、
こ
こ
で
の
出
来
事
は
、
孟
子
が

記
す
『
泰
誓
故
』
の
情
景
に
符
合
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。『
孟
子
』
の
文
は
、「
我
武
惟
揚
、
侵
于
之
疆
、
則
取
于
残
、
殺
伐
用

張
、
于
湯
有
光
」
の
二
十
字
で
あ
っ
た
。
閻
若
璩
は
、
そ
の
著
の
第
五
十
二
「
言
以
『
管
子
』
引
『
泰
誓
』
史
臣
辞
為
武
王
自
語
」
で
、

こ
の
『
孟
子
』
の
文
を
、『
泰
誓
』
の
偽
作
者
が
武
王
の
発
言
と
誤
解
し
た
と
告
発
し
た
。
章
炳
麟
の
主
張
は
、
そ
う
し
た
非
難
が
的
外

れ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、『
泰
誓
』
の
こ
の
件
は
、
武
王
で
は
な
く
、
文
王
の
革
命
戦
争
の
記
述
で
あ
り
、「
侵
于
之
疆
」

の
四
字
は
、
殷
の
畿
内
に
兵
を
進
め
た
こ
と
を
描
写
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
で
、
章
炳
麟
は
、
彼
の
議
論
の
核
心
で
あ
る
文
王
受
命
説
を
展
開
し
て
ゆ
く
。

殷
は
初
め
て
周
を
名
指
し
で
非
難
し
た
が
、
そ
こ
に
は
責
任
逃
れ
の
遁
辞
が
あ
っ
た
。
紂
を
征
討
せ
よ
と
い
う
命
令
は
、
魏
を
占
領
し

た
後
に
出
さ
れ
た
。
自
分
は
動
か
ず
に
征
討
の
命
令
を
出
し
て
も
、
諸
侯
は
耳
を
傾
け
な
い
だ
ろ
う
し
、
民
衆
も
心
を
動
か
さ
れ
な
い
だ

ろ
う
。
紂
王
に
恭
順
の
意
を
示
し
て
も
虚
し
く
、
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
を
改
め
、
民
衆
の
希
望
に
従
う
こ
と
に
し
た
。
黎
の
隙
に
乗
じ
、

次
い
で
邘
を
伐
っ
た
。
黎
か
ら
東
南
に
行
く
と
朝
歌
に
着
き
、
邘
か
ら
東
北
に
行
く
と
朝
歌
に
着
く
。
ど
ち
ら
も
三
百
里
に
満
た
な
い
。

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究
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軍
隊
は
王
畿
に
入
る
と
、
容
赦
無
く
紂
王
の
兵
を
斬
首
し
、
紂
を
敵
と
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
か
ら
、
そ
の
勢
威
の
赴
く
と
こ
ろ
、
王

を
称
す
る
こ
と
は
必
然
だ
っ
た
。（『
大だ

戴た
い

礼ら
い

記き

』
の
）『
少
閒
篇
』
に
、「
遂
に
天
命
を
受
け
て
、
物
を
作
り
、
天
を
祭
り
、
典
を
整
え

た
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
と
き
の
こ
と
だ
。『
逸
周
書
・
酆ほ

う

保
解
』
に
は
、「
九
州
の
諸
侯
は
、
み
な
周
に
靡
い
た
。
周
公
旦
は
手
を
合
わ

せ
、
額
を
地
に
着
け
、
こ
う
述
べ
た
。
商
は
無
道
で
あ
り
、
徳
を
捨
て
、
無
辜
の
民
を
罰
し
、
群
臣
を
欺
い
た
た
め
、
民
衆
は
苦
し
み
を

嘗
め
、
忍
辱
（「
忍
辱
」
の
上
に
脱
字
有
り
）
の
試
練
を
味
わ
っ
て
い
る
。
諸
侯
の
こ
の
上
な
く
大
事
な
綱
領
も
滅
び
た
。
紂
王
と
い
う

亡
人
は
凡
庸
極
ま
り
な
い
。
一
方
、
我
が
文
王
は
徳
を
祀
り
、
礼
を
極
め
、
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
、
我
が
卑
位
に
二
心
を
抱
く

こ
と
な
く
（
二
と
は
、
爾
の
心
に
貳た

が

う
こ
と
な
か
れ
、
の
「
貳じ

」
で
あ
り
、
西
伯
の
卑
位
に
貳
心
を
持
つ
な
と
い
う
意
味
。
文
王
が
速

や
か
に
王
権
を
施
行
す
る
こ
と
に
賛
意
を
表
し
た
）、
温
和
な
表
情
と
良
き
誉
れ
を
結
び
付
け
よ
。
王
は
こ
こ
に
三
公
、
九
卿
、
そ
し
て

全
て
の
民
衆
に
命
ず
る
」
と
あ
る
。
商
の
罪
を
列
挙
し
、
三
公
九
卿
も
在
席
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
と
き
に
王
を
称
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。〔9

：6-7

〕

現
代
の
「
夏
商
周
断
代
工
程
」（
一
九
九
六
～
二
五
五
五
）
に
基
づ
く
古
代
史
年
表
は
、
紂
王
が
西
伯
を
捕
囚
か
ら
解
き
、
征
伐
の
権

限
を
与
え
た
前
一
五
五
七
年
を
、
文
王
紀
元
の
元
年
と
し
た33

。
し
か
し
章
炳
麟
は
、
西
伯
が
崇
侯
虎
を
伐
ち
、
諸
侯
と
民
衆
に
号
令
を

か
け
、
豊
邑
を
建
て
た
前
一
五
五
二
年
を
も
っ
て
、
文
王
の
受
命
と
即
位
の
年
と
看
做
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
紂
王
の
在
位
中
に
文
王

が
即
位
す
れ
ば
、
二
つ
の
紀
元
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
が
理
想
的
な
古
代
に
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
と
い
う
意
見
は

根
強
か
っ
た
。
そ
う
し
た
意
見
を
取
り
上
げ
、
章
炳
麟
は
次
の
よ
う
に
論
評
す
る
。

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
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求
め
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炳
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孔
穎
達
の
『
正
義
』
は
、
張
守
節
の
『
史
記
正
義
』
を
引
い
て
、
紂
王
が
下
野
し
な
い
と
き
に
西
伯
が
王
を
称
し
た
の
は
、「
天
に
二

日
な
く
、
士
に
二
王
な
し
」（『
礼
記
・
曽
子
問
』）
と
い
う
原
則
に
反
す
る
と
疑
義
を
唱
え
た
。
東
晋
の
梁
粛
以
下
の
人
々
も
こ
れ
に

従
っ
た
が
、
紂
王
の
在
位
中
に
文
王
が
王
を
称
す
る
の
は
、
後
漢
が
始
ま
る
に
際
し
、
淮
陽
王
劉
玄
に
よ
る
更
始
の
元
号
が
ま
だ
あ
っ
た

と
き
、
光
武
が
帝
王
を
称
し
た
こ
と
と
符
合
す
る
の
を
知
ら
な
い
。
文
王
が
王
を
称
さ
な
い
ま
ま
、
兵
を
王
畿
に
進
め
る
こ
と
は
、
重
大

な
手
続
き
違
反
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
手
続
き
に
違
反
し
な
が
ら
、
紂
王
に
な
お
も
偽
り
の
忠
誠
を
尽
く
し
、
そ
の
顔
色
を
伺
っ
て
、
恬

然
と
恥
じ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
れ
は
東
晋
の
王
敦
や
唐
末
の
李
茂
貞
が
や
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
論
者
は
、
文
王
を
光
武
に
比
定
す
る
の

を
嫌
が
る
一
方
で
、
文
王
を
王
敦
や
李
茂
貞
の
輩
に
ま
で
貶
め
て
平
気
で
い
る
。
取
る
べ
き
も
の
を
間
違
え
て
は
い
な
い
か
。『
論
語
・

泰
伯
第
八
』
に
基
づ
い
て
、
文
王
は
紂
に
服
し
仕
え
た
と
考
え
る
に
留
ま
り
、
九
州
の
諸
侯
に
命
を
発
し
た
の
は
、
同
じ
『
論
語
・
泰

伯
第
八
』
に
云
う
、
天
下
の
三
分
の
二
を
握
っ
た
以
上
、
事
を
過
た
な
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
こ
と
を
判
っ
て
い
な
い
。『
康
誥
』
が
、

「
天
は
こ
こ
に
文
王
に
大
命
を
下
し
、
戎
た
る
殷
を
滅
ぼ
し
、
天
の
命
と
殷
の
邦
と
殷
の
民
を
受
け
」
と
あ
る
の
は
、
鬼
神
に
約
束
し
た

の
か
、
そ
れ
と
も
人
民
に
約
束
し
た
の
か
。
人
事
で
確
認
で
き
る
の
は
、
黎
を
討
ち
、
邘
を
伐
っ
た
後
に
、
受
命
し
て
、
殷
を
撃
ち
、
そ

の
国
と
民
を
奪
い
、
そ
の
人
民
を
臣
下
と
し
た
こ
と
で
は
な
い
か
。
王
を
称
し
て
何
が
問
題
だ
ろ
う
か
。〔9

：7

〕

文
王
は
黎
を
伐
つ
直
前
に
、
天
下
の
三
分
の
二
を
支
配
し
て
い
た
と
い
う
『
論
語
・
泰
伯
第
八
』
の
記
述
は
、
章
炳
麟
の
議
論
の
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
孔
穎
達
『
尚
書
正
義
』
巻
十
「
西
伯
戡
黎
」
第
十
六
に
引
用
さ
れ
て
も
い
た
。

章
炳
麟
の
文
王
受
命
論
を
支
え
る
も
う
一
つ
の
材
料
は
、『
三
朝
記
』
で
あ
る
。『
三
朝
記
』
と
は
、
哀
公
と
孔
子
の
問
答
記
録
で
、
今

は
『
大
戴
礼
記
』
に
収
録
さ
れ
る
。「
説
西
伯
戡
黎
序
」
が
引
く
『
少
閒
篇
』
も
、
そ
の
中
の
一
篇
で
あ
る
。『
漢
書
・
芸
文
志
』
の
「
論

『
古
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尚
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真
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語
十
二
家
」
の
項
に
、『
三
朝
記
』
七
篇
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
章
炳
麟
は
早
く
も
一
八
九
一
年
に
、『
七
略
別
録
佚
文
徴
』
の
中
で
、

『
三
朝
記
』
の
由
来
を
論
じ
、『
漢
書
・
芸
文
志
』
の
他
に
、『
史
記
・
五
帝
紀
』
索
隠
、『
蜀
志
・
秦し

ん

宓ふ
つ

伝
』
の
注
、『
芸
文
類
聚
』
五
十

五
を
参
照
し
て
い
た
。〔1

：328

〕
彼
は
壮
年
期
に
『
訄
書
』
を
書
い
て
以
来
、
孔
子
の
足
跡
を
追
う
さ
い
の
重
要
史
料
と
し
て
、
こ
の

『
三
朝
記
』
を
縦
横
に
活
用
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

章
炳
麟
に
と
っ
て
、『
三
朝
記
』
は
漢
代
以
前
に
現
れ
た
最
古
か
つ
最
重
要
な
孔
子
語
録
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
『
国
故
論

考
』
の
「
明
解
故
上
」
が
述
べ
た
「
書
伝
」
の
一
つ
で
も
あ
る
。
袁
世
凱
の
厳
し
い
監
視
下
に
置
か
れ
た
一
九
一
四
年
、
彼
は
『
菿と

う

漢
昌

言
・
区
言
一
』
と
い
う
随
想
録
を
書
い
た
が
、
そ
こ
に
あ
る
次
の
件
が
『
西
伯
戡
黎
』
の
考
察
の
延
長
に
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
取
れ

る
だ
ろ
う
。

西
伯
が
受
命
し
て
王
を
称
し
た
こ
と
は
、
太
史
公
の
『
史
記
・
周
本
記
』
に
見
え
る
が
、
唐
の
梁
粛
は
、『
論
語
・
泰
伯
第
八
』
に
、

「
天
下
を
三
分
し
て
、
そ
の
二
つ
分
を
持
ち
、
殷
に
服
し
仕
え
た
」
と
あ
る
の
を
理
由
に
、
受
命
の
事
実
を
否
定
し
た
。
言
論
が
さ
ま
ざ

ま
に
飛
び
交
う
中
、
聖
人
は
そ
の
中
間
的
で
穏
当
な
表
現
を
採
っ
た
。『
魯
詩
』、『
尚
書
大
伝
』、『
小
戴
礼
記
』
な
ど
の
文
が
、
そ
れ
で

あ
る
。
周
と
漢
の
間
の
儒
者
が
書
い
た
も
の
に
相
互
に
矛
盾
し
た
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
別
に
し
て
、『
論
語
』
だ
け
は
真
正
の
孔

子
の
書
物
で
あ
り
、『
三
朝
記
』
も
ま
た
真
正
の
孔
子
の
書
で
あ
る
。『
三
朝
記
・
少
閒
篇
』
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
紂
が
先
王
の

明
徳
に
従
わ
ず
、
穀
物
を
食
べ
る
民
も
滅
亡
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
た
の
で
、
周
昌
は
諸
侯
に
覇
を
唱
え
て
、
紂
を
補
佐
し
た
。
紂
は
、

諸
侯
が
周
昌
の
言
う
こ
と
を
聞
く
の
が
面
白
く
な
か
っ
た
の
で
、
周
昌
は
死
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
が
、
譲
歩
し
て
崇
、
許
、
魏
を
伐
ち
、

天
子
に
仕
え
た
。
文
王
は
遂
に
天
命
を
受
け
て
、
物
を
作
り
、
天
を
祭
り
、
典
を
整
え
た
の
で
あ
る
。」
こ
こ
に
、「
諸
侯
に
覇
を
唱
え

『
古
文
尚
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め
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て
、
紂
を
補
佐
し
た
」
と
あ
る
の
は
、『
論
語
・
泰
伯
第
八
』
に
言
う
、「
天
下
を
三
分
し
て
、
そ
の
二
つ
分
を
持
ち
、
殷
に
服
し
仕
え

た
」
を
指
し
、「
死
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
」
と
は
、
羑ゆ

う

里り

に
幽
閉
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
、「
天
命
を
受
け
て
、
物
を
作
り
、
天
を
祭
り
、
典

を
整
え
た
」
と
は
、
受
命
し
王
を
称
し
た
こ
と
を
指
す
。
従
い
仕
え
た
こ
と
が
先
で
、
王
を
称
し
た
こ
と
が
後
だ
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
一

つ
を
取
り
上
げ
、
も
う
一
つ
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。〔7

：124-125

〕

章
炳
麟
が
、
文
王
受
命
説
を
主
張
し
た
重
要
な
拠
り
所
は
、『
三
朝
記
』
の
記
述
で
あ
っ
た
。
文
王
が
紂
に
「
従
い
仕
え
た
」
こ
と
と
、

「
受
命
し
王
を
称
し
た
」
こ
と
の
、
い
ず
れ
か
一
つ
を
廃
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
彼
は
述
べ
る
。『
尚
書
』
の
出
来
事
の
信
憑
性
を
判

断
す
る
手
掛
か
り
は
、
孔
子
の
言
行
録
（「
書
伝
」）
の
中
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

十
二　

周
公
は
摂
政
と
し
て
王
を
称
し
た
の
か

「
尚
書
続
説
」
に
は
、
文
王
受
命
説
と
並
ん
で
、
周
王
摂
位
説
に
関
す
る
見
解
も
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、「『
金
滕
篇
』
は
成
王

が
周
公
を
疑
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
題
名
を
持
つ
『
金
滕
』
論
で
あ
る
。

『
金
滕
』
の
物
語
は
、
三
幕
に
分
か
れ
る
。【
第
一
幕
】
武
王
が
殷
を
滅
ぼ
し
て
か
ら
二
年
後
に
発
病
し
た
。
周
公
は
先
王
に
祈
祷
を
行

い
、
自
分
を
武
王
の
身
代
わ
り
に
す
る
よ
う
求
め
、
そ
の
祈
祷
の
祝
冊
を
、
金
滕
で
厳
封
し
た
櫃
の
中
に
入
れ
た
。
翌
日
、
武
王
の
病
気

は
癒
え
た
。【
第
二
幕
】
武
王
が
死
去
し
た
後
、
成
王
が
位
を
継
ぎ
、
周
公
が
摂
政
と
な
っ
た
が
、
三
監
が
流
言
を
撒
き
、
周
公
を
中
傷

し
、
殷
の
遺
民
と
結
託
し
、
周
の
王
家
に
叛
い
た
。
周
公
は
東
征
し
て
、
そ
の
乱
を
平
定
し
た
。【
第
三
幕
】
乱
の
平
定
後
も
、
成
王
の
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周
公
へ
の
疑
い
は
消
え
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
金
滕
の
中
の
書
を
読
ん
だ
成
王
は
、
周
公
の
忠
義
の
心
を
知
り
、
自
ら
周
公
を
出
迎
え
、

そ
れ
ま
で
の
蟠
り
を
解
く
。
ち
ょ
う
ど
秋
の
収
穫
の
季
節
で
あ
っ
た
。

『
金
滕
』
に
関
す
る
経
学
史
の
議
論
は
、
摂
政
と
な
っ
た
周
公
が
王
位
を
簒
奪
す
る
野
心
を
秘
め
て
い
た
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
戦
わ
さ

れ
た
。
章
炳
麟
の
考
察
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
考
察
1
】
君
主
が
没
す
る
と
、
百
官
は
冢

ち
ょ
う

宰さ
い

の
指
示
に
従
う
。
こ
れ
が
古
代
の
常
法
で
、
周
公
も
そ
う
し
た
。
管
叔
と
蔡
叔
も
異
議

を
唱
え
ず
、
成
王
も
初
め
は
疑
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
疑
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
武
王
の
一
言
へ
の
誤
解
か
ら
だ
っ
た
。『
逸
周
書
・

度
邑
解
』
に
は
、
こ
う
あ
る
。「
武
王
が
、『
旦
よ
、
こ
れ
か
ら
は
我
ら
兄
弟
が
続
け
て
王
と
な
る
の
だ
』
と
言
う
と
、
叔
旦
は
恐
れ
、
拱

手
し
て
拒
ん
だ
。」『
逸
周
書
・
武
儆け

い

解
』
に
は
、
武
王
が
夢
で
、
金
枝
で
書
か
れ
た
『
郊
宝
』
と
『
開
和
』
を
出
し
、
仔
細
に
確
認
し
た

後
、
周
公
旦
に
後
を
継
ぐ
よ
う
命
じ
、
太
子
（
後
の
成
公
）
に
復
唱
さ
せ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
処
置
は
前
例
が
な
か
っ
た
た
め
、
人
々
の

疑
い
は
晴
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）

『
尚
書
』
を
説
く
者
は
、
太
史
公
以
外
に
も
、
罪
人
を
捕
縛
し
た
こ
と
で
周
公
が
王
を
僭
称
す
る
と
い
う
流
言
が
起
こ
っ
た
と
考
え
る
。

殷
を
伐
ち
、
管
叔
と
蔡
叔
を
捕
ら
え
た
た
め
に
、
そ
う
な
っ
た
と
は
考
え
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
考
え
は
『
逸
周
書
・
作
雒ら

く

解
』
の
記

述
と
合
わ
な
い34

。
罪
人
を
捕
縛
し
、
す
ぐ
さ
ま
鎬
京
に
引
き
返
し
て
、『
大
誥
』
を
作
っ
た
と
も
言
わ
れ
る35

が
、
軍
を
率
い
る
身
で
あ

り
な
が
ら
、
身
軽
に
場
所
を
移
動
で
き
る
は
ず
が
な
い
。『
金
滕
』
が
、「
周
公
は
こ
こ
に
太
公
と
召
公
に
向
け
て
、
私
が
摂
政
に
就
か

な
け
れ
ば
、
先
王
に
報
告
す
る
術
が
な
い
こ
と
を
告
げ
る
」
と
書
い
た
の
も
、
流
言
が
起
こ
る
の
を
促
し
た
と
思
わ
れ
る
。『
大
誥
』
に

は
、「
今
や
動
き
が
あ
り
、
朕
は
、
お
ま
え
た
ち
と
大
々
的
に
東
征
を
行
う
積
り
だ
」
と
あ
る
か
ら
、
三
監
の
叛
乱
の
情
報
が
入
っ
て
か
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ら
、
急
い
で
諸
侯
を
率
い
て
征
討
に
赴
く
ま
で
は
、
せ
い
ぜ
い
数
か
月
の
出
来
事
で
、
数
年
に
亘
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。『
逸
周
書
・
作
雒
解
』
に
よ
れ
ば
、
武
王
は
こ
の
年
の
十
二
月
に
崩
じ
、
そ
の
葬
儀
は
明
く
る
六
月
、
そ
の
間
に
七
か
月
が
あ
る
か

ら
、
流
言
と
征
討
は
連
続
し
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。『
帰
禾か

』、『
嘉
禾
』
の
二
篇
が
出
来
た
と
き
、『
書
大
序
』
に
よ
れ
ば
、
周
公
は
東

に
進
軍
中
で
、
成
王
は
ま
だ
周
公
の
忠
義
に
気
付
い
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
が
書
か
れ
た
の
は
、
成
王
が
ど
う
い
う
反
応
を
す
る
か
様
子
を

見
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う36

。
そ
こ
で
、
こ
の
や
り
取
り
を
称
賛
す
る
者
は
、
周
公
を
指
し
て
、
仮
の
王
を
称
し
て
政
治
に
臨
ん
だ
と

見
る
。
周
公
は
天
子
（
成
王
）
の
命
令
を
受
け
取
っ
た
の
だ
か
ら
、
疑
い
は
十
分
に
晴
れ
た
と
。
し
か
し
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
た
形
で
は

表
明
さ
れ
ず
、
金
滕
が
開
か
れ
る
ま
で
、
疑
い
は
残
っ
た
の
で
あ
る
。

【
考
察
2
】『
嘉
禾
』
に
関
す
る
『
書
大
序
』
は
、
天
子
の
命
令
を
受
け
取
っ
た
の
だ
か
ら
、
周
公
は
王
位
に
は
就
い
て
い
な
か
っ
た
と

言
い
、『
詩
経
・
豳ひ

ん

風ぷ
う

・
破
斧
』
は
、
周
公
が
東
征
し
た
さ
い
、
時
の
人
々
は
、
彼
を
王
と
呼
ば
な
か
っ
た
と
あ
る
。
け
れ
ど
も
、『
逸

周
書
・
明
堂
解
』
に
は
、
武
王
が
崩
じ
て
、
成
王
が
継
い
だ
が
、
幼
弱
で
天
子
の
位
を
践ふ

め
な
か
っ
た
と
言
う37

。
周
公
が
摂
政
と
し
て

天
下
に
君
と
な
り
、
六
年
に
し
て
叛
乱
を
鎮
め
て
、
天
下
は
大
い
に
治
ま
っ
た
と
言
う
。
こ
こ
に
は
、
摂
政
と
大
書
さ
れ
て
い
る
し
、
天

下
に
君
と
な
る
者
に
、
王
権
は
備
わ
る
と
書
い
て
い
る
。
し
か
も
、
要
所
要
所
で
、
王
命
を
称
し
て
衆
に
臨
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
荀
子

は
、
周
公
が
成
王
を
退
け
て
武
王
を
継
い
だ
と
述
べ
た
の
で
あ
る
（『
荀
子
・
儒
効
篇
第
八
』）。
こ
れ
は
『
逸
周
書
・
明
堂
解
』
に
基
づ

い
て
言
わ
れ
た
も
の
だ
。
古
書
が
そ
の
概
要
を
引
用
し
て
、
細
か
い
名
称
の
違
い
に
拘
ら
な
い
様
は
、
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た

『
雒
誥
』
が
成
王
の
語
を
記
し
て
、「
予
小
子
其
退
、
即
辟
于
周
（
私
の
ご
と
き
年
端
に
ゆ
か
ぬ
者
は
鎬
京
に
退
き
、
周
の
王
位
に
就
き
ま

す
）」
と
書
く
か
ら
、
ま
だ
即
位
し
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
、
成
王
自
ら
戯
れ
言
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。『
漢
書
・
律
暦
志
第
一
上
』
は
、

周
公
七
年
を
書
い
て
か
ら
、
成
王
元
年
を
書
く
が
、
こ
れ
は
同
書
の
『
十
二
諸
侯
年
表
』
の
、
共
和
紀
元
の
例
に
倣
っ
た
結
果
で
あ
る
。
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し
か
し
『
逸
周
書
・
周
書
序
』
に
は
、「
武
王
が
没
し
て
、
成
王
元
年
（
武
王
既
没
、
成
王
元
年
）」
と
あ
る
か
ら
、
周
公
に
は
紀
元
が

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
共
和
で
は
紀
元
な
し
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
が
、
周
公
で
は
紀
元
を
得
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
宋
代
の
儒
者

が
、
周
公
は
摂
政
に
就
か
ず
、
王
命
を
称
し
て
衆
に
臨
ん
だ
こ
と
も
な
い
と
言
う
の
は
、
事
実
を
抹
殺
す
る
こ
と
甚
だ
し
い
。
君
主
が
没

し
て
冢
宰
が
摂
政
に
就
く
制
度
は
、
康
王
の
即
位
後
に
廃
さ
れ
た
。
君
臣
間
の
猜
疑
に
懲
り
た
た
め
で
あ
る
。
だ
が
、
大
臣
を
受
け
継
ぐ

制
度
は
残
り
、
後
世
に
何
度
か
復
活
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
周
公
の
事
例
と
は
無
縁
で
あ
る
。『
大
誥
』
に
「
王
若
曰
」

と
書
き
、『
康
誥
』
で
は
、「
孟
侯
（
康
叔
）
よ
、
わ
が
弟
よ
、
若
き
諸
侯
よ
」
と
唱
え
は
し
た
が
、
自
分
が
王
に
代
わ
る
言
葉
と
は
し
な

か
っ
た
。
後
世
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。〔9

：10-12

〕

【
考
察
1
】
の
要
点
は
、
武
王
が
死
ん
で
か
ら
半
年
の
間
に
、
周
公
に
対
す
る
疑
惑
が
生
ま
れ
、
次
い
で
周
の
内
乱
が
起
こ
り
、
周
公

が
東
征
の
軍
を
興
し
た
と
述
べ
る
点
に
あ
る
。
成
王
は
こ
の
間
、
即
位
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
章
炳
麟
の
主
張
の
骨
子
で
あ
る
。

『
逸
周
書
・
明
堂
解
』
に
、
成
王
が
幼
弱
で
天
子
の
位
を
践
め
な
か
っ
た
と
書
く
の
を
根
拠
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
『
逸
周
書
』
の
史
料

を
基
に
、
周
公
が
成
王
を
退
け
て
武
王
を
継
い
だ
、
と
い
う
大
胆
な
説
を
唱
え
た
『
荀
子
』
の
文
章
も
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、

こ
れ
は
、
現
代
の
歴
史
学
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
あ
り
得
な
い
解
釈
で
あ
る
。

武
王
が
死
ん
で
、
そ
の
葬
儀
を
待
た
ず
に
成
王
が
即
位
し
た
こ
と
を
、
各
史
料
は
明
記
す
る
。『
史
記
』
や
『
逸
周
書
』
の
紀
年
の
記

事
は
、
全
て
武
王
の
死
後
を
成
王
元
年
と
し
て
い
る
。
武
王
は
結
局
、
自
ら
の
元
号
を
持
た
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
果
た
し
て
、

王
国
維
が
述
べ
た
よ
う
に
、
殷
の
制
度
を
踏
襲
し
た
名
残
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
差
し
当
た
り
大
き
な
問
題
で
は
な
い38

。
成
王
元
年
と

い
う
紀
元
が
動
き
出
し
た
の
に
、
成
王
は
実
際
の
皇
帝
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
と
い
う
章
炳
麟
の
主
張
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究

九
六



彼
は
、
自
分
の
考
え
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
、【
考
察
2
】
で
誠
に
奇
妙
な
解
釈
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
成
王
と
周
公
の
二
重
統

治
体
制
は
、
後
の
共
和
時
代
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
共
和
時
代
か
ら
、
中
国
史
の
公
式
の
紀
元
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
よ
り
三
百

年
前
の
成
王
や
周
公
の
時
代
に
、
必
ず
し
も
紀
元
は
必
要
で
は
な
か
っ
た
。
周
公
が
独
自
の
紀
元
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
事
実

上
の
王
者
で
あ
っ
た
こ
と
と
何
ら
抵
触
し
な
い
。

【
考
察
2
】
は
さ
ら
に
、『
帰
禾
』、『
嘉
禾
』
の
二
篇
を
、
武
王
が
逝
去
し
て
か
ら
七
か
月
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
と
看
做
し
、『
大

誥
』、『
康
誥
』
の
二
篇
の
時
代
を
、
も
っ
と
後
の
三
監
の
乱
平
定
の
後
に
置
い
た
。
だ
が
、
周
公
の
六
年
に
亘
る
摂
政
政
治
を
描
い
た
こ

れ
ら
諸
篇
に
つ
い
て
、『
書
大
序
』
の
情
報
に
は
誤
り
が
多
い
。
そ
れ
ら
が
実
際
に
書
か
れ
た
順
序
は
、
む
し
ろ
、『
大
誥
』
→
『
康
誥
』

→
『
帰
禾
』
→
『
嘉
禾
』
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
帰
禾
』、『
嘉
禾
』
の
二
篇
に
お
い
て
、
周
公
が
成
王
に
臣
下
の
礼
を
も
っ
て
臨

ん
で
い
る
の
は
、
成
王
の
王
権
が
確
立
し
た
事
態
を
受
け
た
態
度
表
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
章
炳
麟
は
、
周
公
が
わ
ざ
と
臣
下
の
礼

を
取
っ
て
、
成
王
の
反
応
を
確
か
め
た
の
だ
と
述
べ
た
。
ど
れ
を
取
っ
て
も
首
肯
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
新
説
で
あ
っ
た
。

一
九
一
一
年
に
、
簡
朝
亮
の
『
尚
書
集
注
述
疏
』
を
影
射
史
学
の
典
型
と
し
て
非
難
し
た
章
炳
麟
は
、
古
典
の
研
究
に
現
代
政
治
の
利

害
関
係
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
を
誓
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、『
金
滕
』
の
解
釈
に
お
い
て
、
摂
政
で
あ
っ
た
周
公
が
同
時
に
王
者

で
も
あ
っ
た
こ
と
を
強
引
に
論
証
し
よ
う
と
し
た
態
度
の
裏
に
は
、
民
国
建
国
後
の
政
治
の
混
迷
が
投
影
し
て
い
る
の
を
認
め
ざ
る
を
得

な
い
。
革
命
三
尊
の
章
炳
麟
は
、
辛
亥
革
命
を
主
導
し
た
同
盟
会
が
国
民
党
に
改
組
し
た
後
、
訓
政
政
治
を
提
唱
し
、
共
産
党
と
合
作
す

る
の
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
旧
体
制
の
軍
人
で
あ
っ
た
黎
元
洪
が
、
民
国
政
治
の
混
迷
を
切
り
開
く
こ
と
を

期
待
し
た
。
黎
元
洪
の
失
脚
後
は
、
北
京
政
府
に
対
抗
す
る
聯
省
自
治
運
動
を
推
し
進
め
、
南
方
六
省
の
聯
合
に
奔
走
し
た
。
国
民
党
が

北
伐
戦
争
を
始
め
る
と
、
上
海
を
拠
点
に
、
北
京
の
張
作
霖
と
共
に
北
伐
軍
と
戦
っ
た
、
反
共
主
義
者
の
孫
伝
芳
を
支
持
し
た
。
袁
世
凱
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に
始
ま
り
蒋
介
石
に
至
る
、
時
の
指
導
者
た
ち
と
常
に
距
離
を
置
き
、
対
抗
勢
力
の
組
織
化
を
目
指
し
た
章
炳
麟
の
戦
略
は
、
紀
元
を
持

た
な
い
周
公
、
王
位
な
き
王
権
を
求
め
る
闘
争
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
周
公
は
摂
政
で
あ
る
と
同
時
に
王
者
で
あ
る
と
い
う

彼
の
言
説
は
、
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
民
国
政
治
の
暗
喩
と
し
て
機
能
す
る
他
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　十
三　
『
古
文
尚
書
』
の
偽
造
者
は
鄭
沖
で
あ
る

一
九
二
二
年
に
洛
陽
か
ら
発
見
さ
れ
た
「
三
体
石
経
」
は
、
晩
出
書
の
偽
作
問
題
を
再
考
す
る
手
掛
か
り
を
章
炳
麟
に
与
え
た
。「
三

体
石
経
」
の
発
見
後
、
弟
子
の
呉
承
仕
と
の
書
簡
の
や
り
取
り
の
中
で
、
章
炳
麟
は
、『
国
故
論
衡
』
で
明
ら
か
に
し
た
、「
故
」
か
ら

「
伝
」
へ
と
い
う
『
尚
書
』
成
立
史
の
仮
説
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。『
尚
書
』
は
、「
故
」
か
ら
「
伝
」
へ
と
い
う
二
段
階

を
踏
ん
で
出
来
た
の
で
は
な
い
。「
鑑
識
」、「
隷
写
」、「
釈
文
」
と
い
う
三
段
階
を
経
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
段
階

を
踏
ま
え
な
が
ら
晩
出
書
を
偽
作
し
た
の
は
、
東
晋
の
元
帝
に
こ
の
書
物
を
献
上
し
た
梅
賾
で
は
な
く
、
梅
賾
の
学
統
の
三
代
前
に
当
た

る
鄭
冲
と
い
う
『
尚
書
』
学
者
だ
っ
た
。
一
九
二
四
年
一
五
月
一
四
日
、
章
炳
麟
は
こ
の
着
想
を
初
め
て
呉
承
仕
に
告
げ
た
。

『
三
体
石
経
』
と
比
べ
れ
ば
、
偽
古
文
の
書
体
は
遥
か
に
多
い
が
、
そ
れ
ら
書
物
は
鄭
冲
の
手
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
冲
は
魏
の
文
帝

の
初
め
に
出
仕
し
た
か
ら
、『
石
経
』
が
出
土
し
た
こ
ろ
、
そ
れ
を
実
見
す
る
機
会
が
あ
り
、『
石
経
』
を
真
似
て
偽
物
を
作
っ
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
後
で
梅
賾
が
こ
の
書
物
を
東
晋
の
元
帝
に
献
上
し
て
も
、
誰
も
怪
し
む
者
が
な
か
っ
た
。
段
玉
裁
は
『
三
体
石
経
』
を
見

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、『
古
文
尚
書
撰
異
』
の
「
序
」
で
、「
当
時
は
馬
融
と
鄭
玄
の
整
理
し
た
古
文
が
ま
だ
あ
っ
た
の
に
、
ど

『
古
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て
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う
し
て
、
理
解
に
苦
し
む
こ
ん
な
偽
物
を
作
っ
て
、
人
々
を
惑
わ
し
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
書
い
た
が
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
馬
融
や
鄭
玄

が
古
文
と
称
し
た
も
の
は
、
本
文
に
も
異
体
字
が
多
か
っ
た
か
ら
、
訓
読
し
た
後
の
文
字
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
原
本
で
あ
れ

ば
、
孔
壁
書
に
基
づ
く
限
り
、
字
体
の
差
異
が
生
じ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
経
の
説
き
方
は
、
宋
の
人
々
が
鐘
鼎
を
鑑
識

す
る
や
り
方
に
近
い
も
の
だ
っ
た
。
ま
ず
模
写
し
、
次
に
真
本
を
作
り
、
そ
れ
か
ら
釈
文
を
施
す
。
罫
紙
の
行
款
は
違
っ
て
も
、
こ
の
三

段
階
は
必
ず
経
て
い
る
。
模
写
に
よ
っ
て
孔
壁
書
を
写
し
取
る
。
真
本
と
は
、
自
分
の
判
断
で
訓
読
し
た
本
で
あ
る
。
釈
文
と
は
、
自
分

の
考
え
で
施
し
た
注
釈
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
馬
融
や
鄭
玄
の
本
で
『
経
典
釈
文
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
訓
読
し
た
本
で
あ
っ

て
、
孔
壁
書
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
東
晋
の
こ
ろ
に
は
、
馬
融
や
鄭
玄
が
模
写
し
た
も
の
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か

ら
、
彼
ら
が
訓
読
し
た
本
が
決
し
て
真
正
の
孔
壁
書
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。〔12

：442-443

〕

鄭
玄
は
『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
見
て
い
た
、
と
い
う
の
は
章
炳
麟
の
年
来
の
主
張
で
あ
っ
た
が
、「
三
体
石
経
」
に
触
れ
た
後
、
こ

の
確
信
は
か
な
り
ぐ
ら
つ
い
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
彼
が
こ
こ
で
披
露
し
た
着
想
は
、
呉
承
仕
と
の
議
論
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
晩
出

書
の
真
偽
を
見
分
け
る
方
法
論
に
ま
で
昇
華
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
最
初
の
着
想
か
ら
二
か
月
後
の
一
二
月
二
六
日
、
章
炳
麟
は
、
孔

壁
書
、
伏
生
『
尚
書
大
伝
』、
晩
出
書
の
三
つ
に
書
か
れ
た
文
字
は
一
体
、
何
な
の
か
と
い
う
問
題
の
探
究
に
向
か
っ
た
。

昔
の
伝
注
本
は
経
文
と
は
別
に
作
ら
れ
、
古
文
家
が
一
経
を
伝
授
す
る
に
当
た
っ
て
、
全
部
で
三
部
が
用
意
さ
れ
た
。
こ
れ
は
近
世
の

鐘
鼎
を
鑑
識
す
る
や
り
方
と
同
じ
で
あ
る
。
古
文
の
原
本
を
、
師
匠
に
従
い
模
写
す
る
の
は
、
鑑
識
を
模
写
す
る
行
為
に
等
し
い
。
そ
の

時
代
の
文
字
で
写
し
取
る
作
業
も
、
鑑
識
家
が
今
の
隷
書
で
写
す
の
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
自
分
で
伝
と
注
を
書
く
。
こ
れ
が
鑑
識

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究

九
九



の
釈
文
で
あ
る
。
た
だ
、
鑑
識
で
は
一
書
の
中
に
、
こ
の
三
つ
が
全
部
揃
っ
て
い
る
の
に
、
経
の
筆
写
で
は
、
三
つ
の
別
々
の
書
が
出
来

て
し
ま
う
の
が
違
っ
て
い
る
。
伏
生
の
『
尚
書
大
伝
』
は
昔
の
竹
簡
に
書
か
れ
、
そ
れ
を
伝
授
す
る
学
徒
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
伝
授
さ

れ
た
の
は
、
今
字
（
隷
書
）
で
写
し
取
っ
た
写
本
だ
け
だ
っ
た
。
孔
安
国
『
伝
』
も
竹
簡
に
書
か
れ
、
宮
廷
の
秘
府
に
保
管
さ
れ
た
さ

い
、
古
文
を
模
写
し
た
写
本
と
、
今
字
（
隷
書
）
で
写
し
取
っ
た
写
本
の
二
つ
が
保
存
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。〔12

：446

〕

し
た
が
っ
て
、
書
物
の
歴
史
を
遡
っ
て
ゆ
け
ば
、
古
文
と
今
文
と
は
い
ず
れ
も
古
文
で
書
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
漢
代
に
伝
授
さ

れ
た
写
本
を
、
古
文
家
の
方
は
原
文
を
模
写
し
、
今
文
家
の
方
は
今
字
（
隷
書
）
で
写
し
取
っ
た
の
で
、
一
緒
に
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
。
全
く
同
じ
古
文
の
経
典
に
つ
い
て
、
諸
家
が
写
し
た
文
字
は
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
訓
読
も
違
っ
て
き
た
の
で
あ
っ

て
、
原
文
が
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
。『
経
典
釈
文
』
が
書
く
通
り
、「
某
家
が
某
者
を
作
っ
た
」
の
で
あ
る
。
馬
融
以
前
は
、
経
の
本
文

と
伝
注
は
分
け
て
書
か
れ
た
お
陰
で
、
経
文
と
訓
読
文
の
違
い
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
し
か
し
鄭
玄
に
な
る
と
、
自
分
の
判
断
で
経
文

を
変
え
始
め
た
。（『
周
礼
』
が
言
う
、「
故
書
の
A
は
B
に
作
る
」
と
い
う
解
釈
の
仕
方
だ
が
、
A
は
経
文
の
旧
本
で
あ
る
が
、
B
は
鄭

玄
が
改
訂
し
た
文
字
で
あ
る
。）
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
古
文
は
、
鄭
玄
に
至
っ
て
、
今
文
だ
け
と
も
言
っ
て
良
い
状
態
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
漢
が
衰
退
し
て
か
ら
、
儒
者
た
ち
は
さ
ら
に
安
易
に
流
れ
た
。
鄭
玄
の
学
生
た
ち
は
、
師
が
改
訂
し
た
本
だ
け

を
学
び
、
鄭
玄
が
模
写
し
た
原
本
を
置
き
去
り
に
し
た
。
以
後
、
今
文
と
古
文
の
学
説
が
生
ま
れ
た
が
、
文
字
に
今
文
と
古
文
の
区
別
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
邯
鄲
の
淳
が
伝
授
し
た
古
文
を
、
碑
石
に
刻
ん
で
、
多
く
の
人
々
の
参
考
に
供
す
る
必
要
が
生
ま
れ
、

『
正
始
石
経
』
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
孔
安
国
の
古
文
『
尚
書
』
は
、
鄭
冲
が
偽
造
し
た
も
の
で
、
冲
は
、
魏
の
文
帝
が
太
子
の
と
き

文
学
の
官
位
に
あ
っ
た
。
西
晋
の
泰
始
十
（
二
七
四
）
年
に
没
し
た
。
何か

晏あ
ん

『
論
語
集し
っ

解か
い

』
の
編
集
に
も
冲
は
参
加
し
て
お
り
、
ち
ょ
う

『
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ど
『
正
始
石
経
』
が
建
立
さ
れ
た
こ
ろ
で
、
冲
は
そ
れ
を
実
見
し
て
い
た
。
偽
古
文
が
こ
の
『
石
経
』
文
字
を
使
っ
て
い
る
の
も
不
思
議

で
は
な
い
。
東
晋
の
と
き
の
馬
融
、
鄭
玄
の
『
尚
書
』
は
、
今
字
（
隷
書
）
で
書
か
れ
、
そ
の
真
本
の
版
下
は
失
わ
れ
た
の
に
、
偽
書
が

『
石
経
』
と
良
く
似
て
い
た
か
ら
、
人
々
は
馬
融
、
鄭
玄
の
本
は
真
本
だ
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
後
に
東
晋
の
范
寧
が
、
偽
孔
安
国
『
伝
』

を
今
文
に
直
し
た
が
、
唐
の
衛
包
の
と
き
に
、
そ
の
孔
安
国
『
伝
』
の
版
下
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。〔12

：446-447

〕

章
炳
麟
の
こ
こ
ま
で
の
議
論
は
完
璧
で
あ
る
。
鄭
冲
は
魏
か
ら
西
晋
に
か
け
て
の
『
尚
書
』
研
究
者
で
、『
三
体
石
経
』
が
建
立
さ
れ

た
と
き
、
そ
の
地
に
い
て
碑
石
に
刻
ま
れ
た
古
文
、
篆
文
、
隷
文
の
三
体
を
つ
ぶ
さ
に
研
究
し
て
、
そ
れ
ら
の
字
体
を
模
倣
し
、
失
わ

れ
た
孔
安
国
『
伝
』
の
偽
本
を
作
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
学
統
に
属
し
た
三
代
後
の
梅
賾
が
、
東
晋
の
元
帝
に
、
鄭
冲
の
偽
作
を
孔
安
国

『
伝
』
の
真
本
だ
と
し
て
献
上
し
た
の
だ
。

鄭
冲
を
『
古
文
尚
書
』
の
作
者
に
比
定
す
る
の
は
、
章
炳
麟
が
初
め
て
で
は
な
い
。
閻
若
璩
が
先
鞭
を
付
け
、
あ
の
時
代
の
思
想
の
首

領
、
黄
宗
羲
が
そ
の
着
想
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
閻
若
璩
は
『
尚
書
古
文
疏
證
』
第
十
七
「
言
安
国
古
文
学
源
流
真
偽
」
で
こ
う
書
い

て
い
る
。

東
晋
の
元
帝
の
と
き
に
、
汝
南
の
梅
賾
が
『
古
文
尚
書
』
を
奏
上
し
た
が
、
果
た
し
て
安
国
が
伝
え
た
も
の
で
あ
り
、
篇
章
の
付
け
方

も
、
題
目
の
残
り
具
合
も
、
前
漢
や
後
漢
の
も
の
と
は
全
く
違
っ
た
。
梅
賾
は
そ
れ
を
臧ぞ

う

曹そ
う

に
伝
え
、
臧
曹
は
梁
柳
に
伝
え
た
。
皇こ
う

甫ほ

謐ひ
つ

も
梁
柳
か
ら
そ
れ
を
得
て
、
自
分
の
『
帝
王
世
紀
』
に
載
せ
た
。
梁
柳
か
ら
蘇
愉
に
伝
わ
り
、
蘇
愉
か
ら
鄭
冲
に
伝
わ
っ
た
。
鄭
冲
以
後

は
、
ど
う
な
っ
た
か
分
か
ら
な
い
。
あ
あ
！　

こ
れ
ら
は
本
当
に
孔
安
国
の
元
の
本
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
魏
晋
の
と
き
に
仮
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託
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か39

。

黄
宗
羲
の
「
原
序
」
は
さ
ら
に
明
解
で
あ
る
。「『
鄭
玄
が
そ
の
孫
の
小
同
に
伝
え
た
』
と
、
閻
若
璩
は
書
く
。
鄭
小
同
は
鄭
冲
と
共
に

高
貴
郷
公
に
仕
え
た
た
め
、
冲
は
『
古
文
尚
書
』
を
教
授
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
学
統
も
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
東
晋
の
豫
章
内
史
の
梅
賾
が
孔
安
国
の
伝
を
得
て
、
そ
れ
を
奏
上
し
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か40

。」

も
っ
と
も
、
閻
若
璩
と
黄
宗
羲
の
示
唆
に
な
る
、
鄭
冲
を
『
古
文
尚
書
』
の
作
者
で
あ
る
と
見
る
章
炳
麟
の
仮
説
に
は
重
大
な
欠
陥
が

あ
る
。
西
晋
か
ら
東
晋
へ
の
政
権
交
代
の
さ
い
、
洛
陽
の
都
は
異
民
族
で
あ
る
匈
奴
に
蹂
躙
さ
れ
た
。
後
の
元
帝
や
梅
賾
も
、
東
晋
の

建
康
に
逃
れ
、『
三
体
石
経
』
を
身
近
に
見
る
環
境
は
失
わ
れ
た
。
で
は
彼
ら
は
、
そ
の
後
、
鄭
冲
が
偽
造
し
た
文
字
の
信
憑
性
を
何
に

よ
っ
て
確
か
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
難
問
で
あ
っ
た
。
章
炳
麟
は
考
え
を
纏
め
る
の
に
三
か
月
を
要
し
て
い
る
。
呉
承
仕
に
手
紙

が
届
い
た
の
は
、
年
が
明
け
た
一
九
二
五
年
三
月
五
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

永
嘉
の
喪
乱
で
、
経
典
は
揚
子
江
を
越
え
て
南
に
移
っ
た
。
元
の
経
の
故
書
は
亡
び
、
隷
書
の
写
本
の
み
が
崇
拝
さ
れ
た
。
段
玉
裁
は

孔
安
国
『
伝
』
を
古
文
と
考
え
た
。
だ
が
、
現
行
の
孔
安
国
『
伝
』
に
つ
い
て
言
え
ば
、
東
晋
の
范
寧
が
今
文
に
直
し
、
唐
に
な
る
と
古

文
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
宋
の
開
宝
年
間
（
九
六
八
～
九
七
六
）
に
は
『
経
典
釈
文
』
も
同
じ
運
命
を
辿
っ
た
。
孔
安
国
『
伝
』
の

真
本
を
見
た
者
は
な
く
、
後
人
が
今
文
に
改
訂
し
た
も
の
を
そ
れ
に
当
て
た
に
過
ぎ
な
い
。
段
玉
裁
は
第
一
に
、
こ
の
点
を
見
誤
っ
た
。

馬
融
や
鄭
玄
の
本
は
い
ず
れ
も
隷
書
で
書
か
れ
た
も
の
が
東
晋
に
保
管
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
故
書
が
亡
び
て
も
、
馬
融
や
鄭
玄
の
本
が

孔
壁
書
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
、
当
時
の
人
は
誰
も
疑
わ
な
か
っ
た
。
現
行
の
孔
安
国
『
伝
』
が
古
文
で
書
か
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究

一
五
二



れ
は
馬
融
や
鄭
玄
の
本
と
は
ま
る
で
違
っ
て
い
た
か
ら
、
人
々
に
信
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
こ
れ
は
物
事
が
起
こ
っ
た
順

序
を
転
倒
し
た
見
方
で
あ
る
。
段
玉
裁
が
第
二
に
見
誤
っ
た
の
は
、
そ
の
こ
と
で
あ
る
。〔12

：449

〕

章
炳
麟
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
人
々
は
、『
三
体
石
経
』
の
字
体
に
対
応
す
る
文
字
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、
鄭
冲
の
偽
書
を
信
じ
た
の
で

は
な
い
。
馬
融
や
鄭
玄
が
疏
注
を
付
け
た
今
文
で
書
か
れ
た
『
尚
書
』
と
、
鄭
冲
の
書
物
が
大
き
く
違
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ

を
信
じ
た
の
で
あ
る
。
洛
陽
の
地
か
ら
離
散
し
た
後
も
、
文
化
の
記
憶
は
馬
融
や
鄭
玄
の
書
物
を
通
じ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
、
と
人
々
は

考
え
た
。
段
玉
裁
は
、
そ
の
こ
と
を
十
分
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
で
問
題
が
全
て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
鄭
冲
と

並
ん
で
何
晏
の
『
論
語
集
解
』
の
編
集
に
参
加
し
た
人
物
に
王
粛
が
い
る
。
こ
の
王
蕭
を
、
晩
出
書
の
偽
作
者
に
比
定
す
る
見
解
は
、
昔

か
ら
あ
っ
た
。
な
ら
ば
、
鄭
冲
を
偽
作
者
と
す
る
意
見
と
の
優
劣
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
章
炳
麟
は
同
じ
手
紙
の
中
で
、

さ
ら
に
推
理
を
巡
ら
す
。

王
粛
の
学
説
は
、
孔
安
国
『
伝
』
と
は
同
じ
と
こ
ろ
も
、
違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
鄭
冲
は
、
魏
の
と
き
何
晏
『
論
語
集
解
』
の
編
集
に

加
わ
っ
た
が
、
世
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
孔
安
国
の
『
論
語
訓
説
』
も
、
そ
こ
で
初
め
て
『
論
語
集
解
』
に
収
録
さ
れ
た
。『
論
語
訓
説
』

は
、『
尚
書
大
伝
』
と
並
ん
で
、
鄭
冲
が
偽
造
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
冲
は
当
時
、
最
高
齢
で
、
東
晋
ま
で
生
き
て
三
公
と
な
っ
た
。

『
三
体
石
経
』
の
建
立
は
鄭
冲
が
実
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
碑
石
か
ら
多
く
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
は
疑
い
な
い
。
王
粛
は
甘
露
元

（
二
五
六
）
年
に
没
し
た
が
、
や
は
り
『
三
体
石
経
』
が
作
ら
れ
た
後
で
あ
る
。『
論
語
集
解
』
は
王
粛
の
学
説
を
多
く
引
く
。
そ
れ
は
王

粛
が
鄭
冲
よ
り
も
年
配
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
同
じ
理
由
に
よ
り
、
孔
安
国
『
伝
』
に
も
王
粛
の
考
え
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究
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る
。
王
粛
は
賈か

逵き

や
馬
融
に
好
意
的
だ
が
、
鄭
玄
を
批
判
し
た
。
現
行
の
孔
安
国
『
伝
』
で
、
馬
融
を
退
け
、
鄭
玄
を
採
る
と
こ
ろ
は
、

鄭
冲
が
作
っ
た
部
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。〔12

：449-450

〕

『
論
語
集
解
』
で
の
引
用
数
は
鄭
冲
よ
り
王
粛
の
方
が
多
い
。
孔
安
国
『
伝
』
の
内
、
鄭
玄
を
採
る
部
分
は
鄭
冲
の
、
そ
れ
以
外
は
王

粛
の
手
に
な
る
。
晩
出
書
の
偽
作
者
と
し
て
、
両
者
は
優
劣
が
つ
け
難
い
。『
尚
書
』
の
個
々
の
作
品
に
照
ら
し
て
、
偽
作
者
が
そ
の
ど

ち
ら
で
あ
る
か
を
特
定
す
る
他
は
な
い
。
例
え
ば
、
章
炳
麟
が
『
泰
誓
故
』
に
淵
源
を
持
つ
と
考
え
た
『
泰
誓
』
を
、
晩
出
書
の
一
篇

に
数
え
る
か
否
か
は
、
経
学
史
の
懸
案
事
項
の
一
つ
だ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、『
泰
誓
』
の
偽
作
者
を
鄭
冲
か
王
粛
の
い
ず
れ
か
に
同
定

で
き
れ
ば
、
晩
出
書
が
『
泰
誓
』
を
含
む
か
否
か
の
問
題
は
、
自
動
的
に
決
着
が
着
く
。
章
炳
麟
は
『
国
故
論
衡
』「
明
解
故
上
」
に
お

い
て
、「
書
伝
」
と
い
う
概
念
の
下
に
、『
泰
誓
』
を
古
代
思
想
史
の
起
源
に
位
置
付
け
た
が
、
今
度
は
、『
三
体
石
経
』
に
よ
っ
て
、『
泰

誓
』
が
晩
出
書
に
属
す
る
か
ど
う
か
の
定
論
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
四
月
三
日
の
書
簡
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

（
鄭
冲
が
、）
文
字
を
古
文
に
合
わ
せ
、
訓
を
賈
逵
や
馬
融
に
真
似
て
、
人
々
に
疑
念
を
抱
か
せ
な
い
よ
う
腐
心
し
た
の
は
、
魏
に
は
碩

学
が
多
く
、
彼
ら
を
騙
し
通
す
の
が
難
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
孔
安
国
『
伝
』
に
は
二
十
五
篇
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
も
、
偽
書

を
作
る
上
で
の
障
害
だ
っ
た
。
東
晋
に
な
る
と
、
冲
は
太
保
か
ら
太
傅
に
昇
進
し
、
そ
の
威
望
は
時
人
を
遥
か
に
超
え
、
碩
学
も
ほ
と
ん

ど
世
を
去
っ
て
い
た
。
冲
は
少
し
ず
つ
頭
角
を
現
し
た
。
東
晋
の
初
め
に
六り

く

宗そ
う

を
議
論
し
た41

こ
と
に
つ
い
て
、
宋
の
司
馬
光
は
孔
安
国

の
学
説
に
よ
っ
て
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
た
。
だ
が
、
冲
は
ま
さ
に
孔
安
国
を
引
き
合
い
に
出
し
て
礼
を
定
め
た
の
で
あ
り
、
皇
帝
の
司
馬

彪
は
そ
の
文
章
に
即
し
て
議
論
し
た
だ
け
で
、
孔
安
国
『
伝
』
を
直
接
見
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
冲
が
伝
授
し
た
書
は
、
そ
の

『
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先
生
で
あ
る
蘇
愉
や
梁
柳
の
狭
い
サ
ー
ク
ル
の
中
で
だ
け
回
覧
さ
れ
た
か
ら
、『
春
秋
経
伝
集
解
』
を
書
い
た
杜ど

預よ

で
さ
え
、
そ
の
書
を

見
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
皇
甫
謐
が
、
梁
柳
の
と
こ
ろ
で
得
た
五
十
八
篇
の
古
文
尚
書
を
、『
帝
王
世
紀
』
を
書
く
さ
い
盗
用

し
た
の
は
、
当
時
、
墓
か
ら
出
て
き
た
『
汲
冢
書
』
が
『
周
書
』
の
一
部
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
五

十
八
篇
に
『
五
子
之
歌
』
が
引
か
れ
る
の
は
思
慮
に
欠
け
た
人
の
改
竄
で
あ
る
と
い
う
の
は
間
違
い
だ
し
、
そ
れ
が
学
官
に
立
て
ら
れ
た

と
い
う
の
は
、
も
っ
と
馬
鹿
げ
た
説
で
あ
る
。
李り

顒ぎ
ょ
く『
尚
書
集
注
』
が
孔
安
国
を
引
い
て
、『
泰
誓
』
は
後
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
だ
と
説

い
た
の
は
、
鄭
冲
の
古
文
『
尚
書
』
が
旧
来
の
本
文
を
用
い
た
か
ら
で
あ
り
、
現
行
の
孔
安
国
『
伝
』
の
中
の
『
泰
誓
』
の
み
が
、
梁
柳

か
臧
曹
か
の
い
ず
れ
か
が
偽
造
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
大
胆
に
推
理
す
れ
ば
、
邯
鄲
の
淳
が
魏
の
世
で
は
最
長
老
で
あ
り
、

孔
壁
書
の
古
文
は
、
淳
の
み
が
そ
の
文
を
綴
る
こ
と
が
で
き
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
孔
安
国
を
偽
造
す
る
者
は
『
三
体
石
経
』
に
範
を

取
っ
て
、
信
を
繋
が
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、『
石
経
・
尚
書
・
泰
誓42

』
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
後
か
ら
得
ら
れ
た
漢
代
の
三
篇

に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
は
『
史
記
』
に
も
記
録
さ
れ
、
今
文
の
字
体
と
も
大
き
な
違
い
が
な
か
っ
た
の
で
、
鄭
冲
は
新
た
に
偽
造
し
よ
う
が

な
か
っ
た
の
だ
。
ま
た
『
堯
典
』
を
、
今
の
『
堯
典
』
と
『
舜
典
』
に
分
割
し
た
も
の
の
、「
慎
徽
五
典
」
よ
り
前
の
部
分
は
一
字
た
り

と
も
改
竄
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
鄭
冲
の
狙
い
は
変
わ
ら
な
い
。
彼
が
『
泰
誓
』
を
偽
造
し
た
の
は
、
後

に
姚
方
興
が
『
舜
典
』
を
紛
れ
込
ま
せ
た
の
と
、
や
り
口
は
同
じ
で
あ
る
。
梁
の
武
帝
が
、
姚
方
興
の
書
を
信
じ
な
か
っ
た
た
め
、
二
つ

の
『
泰
誓
』
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
偽
造
の
企
み
が
見
破
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
二
十
五
篇
の
『
古
文
尚
書
』
が
偽
造
で
き
た
の
は
、

こ
の
と
き
、
そ
の
書
物
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、『
泰
誓
』
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
。
西
晋
が
匈
奴
に
追
わ
れ
、
揚
子
江
を
渡
る

こ
と
が
な
け
れ
ば
、
人
々
は
『
三
体
石
経
』
に
い
つ
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
だ
か
ら
、
嘘
の
『
泰
誓
』
は
流
行
し
な
か
っ
た
だ
ろ

う
し
、
偽
造
さ
れ
た
『
舜
典
』
の
二
十
八
字
も
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
西
晋
の
渡
河
を
鄭
冲
が
予
測
で
き
な
か
っ
た
以
上
、
彼

『
古
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尚
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て
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が
自
分
で
自
分
の
首
を
絞
め
、
人
々
の
指
弾
を
受
け
る
よ
う
な
ヘ
マ
を
す
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
鄭
冲
の
手
に
な
る
『
泰

誓
』
や
孔
安
国
『
伝
』
は
、
現
行
の
孔
壁
書
で
は
な
い
。
卑
見
は
以
上
の
通
り
で
、
ご
批
正
を
乞
う
。〔12

：452-453

〕

章
炳
麟
の
意
見
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
る
。
鄭
冲
が
偽
造
し
た
の
は
二
十
五
篇
だ
と
言
っ
て
い
た
の
が
、
鄭
冲
が
偽
造
し
た

『
泰
誓
』
は
、
そ
の
二
十
五
篇
の
晩
出
書
に
は
含
ま
れ
ず
、
旧
来
の
本
文
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
始
め
た
。
先
に
は
王
粛
と
の

共
著
だ
と
述
べ
て
い
た
孔
安
国
『
伝
』
も
、
再
び
鄭
冲
の
作
品
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
始
末
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
現
行
の
晩
出
書
と

は
別
物
だ
と
云
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
振
り
出
し
に
戻
っ
た
こ
と
に
な
る
。
仕
切
り
直
し
の
議
論
は
さ
っ
そ
く
、
明
く
る
四

月
四
日
に
な
さ
れ
て
い
る
。

章
炳
麟
は
、
東
晋
の
初
め
の
六
宗
の
議
論
に
関
す
る
自
説
を
修
正
し
た
上
で
、
鄭
冲
が
『
古
文
尚
書
』
を
偽
造
し
た
の
は
確
か
で
あ
っ

て
も
、
現
行
の
晩
出
書
は
鄭
冲
が
作
っ
た
偽
物
で
は
な
い
と
い
う
、
新
た
な
仮
説
か
ら
議
論
を
始
め
た
。

偽
書
の
『
舜
典
』
一
篇
は
、
梅
賾
が
献
呈
し
た
と
き
、
孔
安
国
『
伝
』
を
欠
い
て
い
た
。
司
馬
彪
は
、
孔
安
国
を
引
い
て
六
宗
の
祠
の

意
義
を
話
し
た
さ
い
、
自
分
の
考
え
で
そ
れ
に
反
駁
し
た
の
だ
。
昨
日
送
っ
た
手
紙
に
、
鄭
冲
が
孔
安
国
を
引
い
て
礼
を
説
い
た
後
で
、

司
馬
彪
が
そ
の
文
書
に
基
づ
い
て
反
駁
し
た
と
書
い
た
の
は
、
だ
か
ら
、
事
の
由
来
を
良
く
考
え
な
い
議
論
だ
っ
た
。
梅
賾
が
献
呈
し
た

と
き
、『
舜
典
』
に
孔
安
国
『
伝
』
が
な
か
っ
た
の
は
、
鄭
冲
が
司
馬
彪
に
論
破
さ
れ
た
た
め
、
自
ら
進
ん
で
そ
れ
を
削
除
し
た
か
ら
で

は
な
い
か
と
思
う
。

李
顒
が
漢
代
の
『
太
誓
』
に
注
を
つ
け
た
中
で
、
孔
安
国
の
解
釈
に
言
及
し
た
の
は
、
鄭
冲
の
原
書
が
『
太
誓
』
の
旧
本
を
使
っ
て
い
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た
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
現
行
の
孔
安
国
『
伝
』
は
、
鄭
冲
の
弟
子
の
梁
柳
以
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
漢
と

魏
の
間
に
あ
っ
て
、『
太
誓
』
は
、
馬
融
や
鄭
玄
に
疑
い
を
持
た
れ
な
が
ら
も
、『
石
経
』
や
今
文
の
形
で
残
っ
て
い
た
。
漢
初
の
婁
敬
や

董
仲
舒
も
、
そ
れ
を
引
用
し
た
。
鄭
冲
は
経
の
本
文
に
習
熟
し
、
儒
術
百
家
の
言
を
極
め
た
と
言
わ
れ
る
（
唐
代
編
集
の
『
晋
書
・
列
伝

第
三
』）
か
ら
、
軽
率
な
改
訂
を
加
え
て
、
人
の
疑
い
を
招
く
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
漢
代
の
『
太
誓
』
が
南
朝
の
斉
や

梁
に
伝
わ
る
と
、
梁
の
武
帝
が
、
東
晋
に
献
上
さ
れ
た
梅
賾
の
晩
出
書
と
そ
れ
ま
で
の
『
太
誓
』
を
併
用
し
て
、「
古
文
の
『
泰
誓
』
は

紂
王
征
討
を
言
い
、
今
文
の
『
泰
誓
』
は
武
王
観
兵
を
言
う
」
と
説
く
に
至
っ
た
。
こ
の
梁
の
武
帝
の
考
え
は
、
孔
穎
達
の
批
判
を
受

け
て
い
る
。（『
泰
誓
正
義43

』）
た
だ
し
、
孔
穎
達
が
『
尚
書
正
義
・
序
』
で
、「
ま
ず
張
覇
の
輩
が
『
泰
誓
』
を
偽
造
し
、
壁
に
埋
蔵
し

て
後
か
ら
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
。
今
の
『
泰
誓
』
は
、
確
か
に
『
尚
書
』
百
篇
外
の
も
の
に
は
違
い
な
い
が
、『
周
書
』
に
分
類
す

る
な
ら
、
実
際
に
武
王
は
観
兵
の
誓
願
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
今
の
『
尚
書
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
な
の
だ
」
と
書
い

た
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
梁
の
武
帝
と
同
じ
考
え
だ
っ
た
の
が
判
る
。
孔
穎
達
は
、
梅
賾
の
晩
出
書
を
信
じ
て
い
た
も
の
の
、
漢
代
の

『
太
誓
』
を
否
定
す
る
に
は
証
拠
が
不
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
鄭
冲
が
魏
の
末
期
に
大
胆
な
改
竄
を
行
お
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ

こ
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
偽
古
文
の
二
十
五
篇
の
う
ち
、
二
十
二
篇
は
鄭
冲
の
作
品
で
、『
泰
誓
』
三
篇
は
彼
の
後
の
人
々

が
偽
作
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
二
十
五
篇
が
偽
書
で
あ
る
と
考
え
る
者
は
、
斉
や
梁
が
学
官
を
立
て
る
前
か
ら
、
多
く
い
た
。
例
え

ば
、『
雒ら

く

繇よ
う

謨ぼ

』
を
『
益
稷
』
と
題
し
、
益
稷
に
は
触
れ
て
も
、
棄
稷
に
つ
い
て
語
ら
な
い
点
な
ど
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
疑
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
二
十
二
篇
の
中
の
『
武
成
』
の
出
来
事
は
、
時
間
の
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。（『
正
義
』
は
錯
簡
を
疑
う
。）『
旅
獒

序
』
に
つ
い
て
、
馬
融
や
鄭
玄
が
「
獒
」
を
「
豪
」
と
訓
じ
、「
酋
豪
」
と
注
し
た
の
は
、『
旅
獒
』
の
本
文
を
見
て
、
そ
う
書
い
た
に
違

い
な
い
の
に
、
孔
壁
書
で
は
、「
獒
」
を
「
犬
、
高
さ
四
尺
」
と
注
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は
、
鄭
冲
の
学
問
が
不
十
分
で
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あ
っ
た
証
拠
で
あ
る
。
最
も
甚
だ
し
い
矛
盾
は
、『
論
語
・
堯
ぎ
ょ
う

曰え
つ

第
二
十
』
の
「
予
小
子
履
」
で
始
ま
る
四
十
五
字
で
あ
ろ
う
。
何
晏
の

『
論
語
集
解
』
が
孔
安
国
を
引
い
て
、「
こ
れ
は
湯
王
が
桀
を
伐
つ
こ
と
を
天
に
告
げ
る
も
の
だ
」
と
説
明
す
る
が
、『
墨
子
・
兼
愛
下
』

が
『
湯
誓
』
を
引
用
す
る
件
は
、
確
か
に
こ
の
「
予
小
子
履
」
で
始
ま
る
四
十
五
字
と
同
じ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
語
は
、
晩
出
書

で
は
『
湯
誥
』
に
入
っ
て
い
る
。『
湯
誥
』
は
『
湯
誓
』
と
は
違
う
文
章
で
あ
る
。『
湯
誥
』
は
、
湯
王
が
夏
を
退
け
て
毫
に
帰
還
す
る

物
語
で
、
桀
を
伐
つ
こ
と
を
天
に
告
げ
る
『
湯
誓
』
と
は
時
期
が
異
な
る
。「
予
小
子
履
」
を
『
湯
誓
』
の
一
節
だ
と
述
べ
る
『
論
語
訓
』

も
、
孔
安
国
『
伝
』
に
収
め
る
『
湯
誥
』
も
、
い
ず
れ
も
孔
安
国
の
作
品
な
の
に
、
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
だ
け
相
互
に
矛
盾
す
る

の
で
あ
る
。
小
生
は
『
論
語
訓
』
が
鄭
冲
の
偽
作
だ
と
述
べ
た
が
、『
湯
誥
』
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
鄭
冲
の
作
品
で
は
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。『
尚
書
正
義
・
湯
誥
序
』
で
、
皇
甫
謐
が
『
湯
誥
』
を
引
い
て
い
る
の
は
、
梁
柳
の
偽
作
で
あ
る
証
左
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か

ら
、
偽
書
が
初
め
て
出
た
と
き
、
二
十
五
篇
は
ま
だ
揃
っ
て
い
な
か
っ
た
と
貴
兄
が
考
え
る
こ
と
に
は
、
別
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く

は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、『
泰
誓
』
の
諸
篇
が
、
梁
柳
、
臧
曹
、
梅
賾
と
い
っ
た
無
学
な
輩
の
仕
業
に
成
り
、
鄭
冲
の
自
撰
で
な
い
の

は
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。

�

炳
麟
　
白
　
　
　
　
　
　

�

四
月
四
日
〔12

：454-455

〕

鄭
冲
は
『
古
文
尚
書
』
の
二
十
二
篇
だ
け
を
偽
造
し
た
。
充
分
な
学
力
が
な
く
万
事
に
慎
重
な
彼
に
は
、『
泰
誓
』
の
三
篇
を
で
っ
ち

あ
げ
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
。『
泰
誓
』
を
作
っ
た
の
は
、
彼
の
学
統
を
受
け
継
ぐ
後
代
の
仕
業
で
あ
る
。
梁
柳
で
は
な
い
か
、
と
章

炳
麟
は
推
測
し
た
が
、
手
紙
の
最
後
は
、
梁
柳
、
臧
曹
、
梅
賾
と
い
っ
た
無
学
な
輩
を
、
ま
と
め
て
容
疑
者
に
し
て
い
る
。『
古
文
尚
書
』
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は
鄭
冲
が
偽
造
し
た
と
い
う
仮
説
か
ら
始
ま
っ
た
議
論
は
、
右
へ
左
へ
と
迷
走
し
た
挙
句
、『
泰
誓
』
に
関
す
る
意
見
を
修
正
し
た
以
外

は
、
そ
の
最
初
の
仮
説
を
再
確
認
す
る
に
終
わ
っ
た
。

十
四　

偽
作
と
中
世
哲
学

以
上
の
呉
承
仕
と
の
や
り
取
り
の
成
果
を
、
章
炳
麟
は
『
太
史
公
古
文
尚
書
説
』
で
公
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
代
わ
り
に
、
次
の

よ
う
な
付
記
を
書
い
た
。

段
玉
裁
は
、
孔
壁
書
の
中
の
『
書
序
』
に
も
古
文
と
今
文
が
あ
る
と
言
っ
た
。
だ
が
、
孔
壁
に
、
そ
れ
ら
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
民
間
に
は
な
か
っ
た
。『
逸
周
書
』
十
六
巻
に
師
説
と
言
え
る
も
の
が
な
い
の
と
同
じ
だ
っ
た
。
な
ら
ば
、
馬
融
や
班
固
は
、
ど
こ

か
ら
そ
れ
を
採
録
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
馬
融
や
鄭
玄
は
、
ど
う
や
っ
て
そ
こ
に
注
を
付
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
学
識
を
欠
い
た
張

覇
は
、
ど
う
や
っ
て
百
篇
の
『
尚
書
』
を
百
二
篇
に
し
た
の
か
。
劉

り
ゅ
う

歆き
ん

は
「
太
常
博
士
へ
の
書
簡
」
に
お
い
て
、「『
尚
書
』
を
も
っ
て
完

備
し
た
も
の
と
考
え
る
」
人
々
を
非
難
し
て
い
る
（『
漢
書
・
楚
元
王
伝
第
六
』）。
今
文
に
『
書
序
』
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
博
士
た
ち

が
狭
量
で
あ
る
限
り
、『
尚
書
』
が
「
完
備
し
た
も
の
」
で
あ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
緯
書
が
百
二
篇
を
『
尚
書
』
と
し
、
そ

の
内
、
十
八
篇
を
『
中
侯
』
と
し
た
の
は
、
張
覇
の
学
説
に
従
っ
た
も
の
で
、
今
文
『
尚
書
』
の
元
の
姿
で
は
な
い
。
大
史
公
は
孔
安
国

に
学
問
を
習
っ
た
の
で
、
そ
の
『
殷
本
紀
』
に
逸
篇
の
『
湯
誥
』
を
載
せ
、
亡
篇
の
『
湯
征
（
湯
誓
）』
も
採
録
し
た
。
け
れ
ど
も
、『
書

序
』
だ
け
取
ら
な
か
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
班
固
の
家
系
に
も
、
宮
廷
か
ら
下
賜
さ
れ
た
書
が
多
く
あ
っ
て
、
彼
も
古
文
を
実
際
に

『
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見
た
は
ず
な
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
張
覇
の
方
が
、
班
固
よ
り
も
多
く
『
左
伝
』
を
採
録
し
、
そ
れ
が
『
書
序
』
に
も
引
か
れ
て
い
る
の

は
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
書
序
』
は
亡
篇
に
も
言
及
し
て
お
り
、
馬
融
と
鄭
玄
が
そ
れ
に
注
を
付
け
、
存
篇
や
逸
篇
に
つ
い
て

も
多
く
の
創
見
を
出
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
亡
篇
に
訓
詁
を
施
し
た
に
過
ぎ
ず
、
彼
ら
の
本
は
消
滅
せ
ん
と
す
る
学
問
を
復
興
し
た

も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
完
全
な
書
物
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。『
書
序
』
が
民
間
に
残
っ
て
い
れ
ば
、
馬
融
や
鄭
玄
の
注
は
、
こ
ん
な
に
も

言
い
た
い
こ
と
が
吐
き
出
せ
な
い
ま
ま
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
段
玉
裁
は
大
史
公
に
難
癖
を
付
け
、
孔
壁
書
が
み
な
今
文
だ
と
書

い
た
手
前
、『
書
序
』
に
も
今
文
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
誠
に
自
己
を
欺
く
も
の
で
あ
る
。
馬
融
が
『
逸
周
書
』
十
六

篇
に
師
説
が
な
い
と
述
べ
た
の
は
、
前
漢
の
杜
林
や
衛
宏
が
十
六
篇
に
つ
い
て
何
ら
言
及
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
後
漢
に
生
き

た
彼
と
し
て
は
、
そ
う
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
け
な
の
だ
。
し
か
し
、
孔
安
国
が
都
尉
の
朝
に
伝
え
、
朝
が
膠
東
の
庸
生
に
伝
え
た

以
上
、
前
漢
の
哀
帝
と
平
帝
の
と
き
に
、
師
説
は
あ
っ
た
は
ず
だ
し
、
劉
歆
が
古
文
『
尚
書
』
の
学
官
を
立
て
る
こ
と
を
目
論
み
、
そ
の

「
太
常
博
士
へ
の
書
簡
」
で
十
六
篇
を
話
題
と
し
た
と
き
に
、
師
説
が
な
い
ま
ま
で
、
学
官
を
立
て
る
こ
と
だ
け
を
懇
請
し
た
は
ず
は
な

い
の
で
あ
る
。〔7

：256

〕

『
古
文
尚
書
』
は
前
二
六
年
か
ら
お
よ
そ
十
年
の
間
に
、
民
間
に
伝
承
さ
れ
た
膠
東
庸
生
の
遺
学
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
今
文
博
士
の
反
対
に
よ
り
学
官
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
西
暦
四
年
に
、
劉
歆
が
『
左
伝
』
や
『
古
文
尚
書
』
を
学
官
に

立
て
る
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
王
莽
政
権
の
没
落
と
共
に
、
再
び
廃
さ
れ
た
。
以
後
、
後
漢
か
ら
隋
に
至
る
ま
で
、『
古
文
尚
書
』
は
学

界
の
謂
れ
な
き
差
別
を
受
け
続
け
た
。

劉
歆
は
、
こ
う
し
た
前
漢
以
来
の
学
界
の
歪
み
を
誠
に
適
切
な
言
葉
で
表
現
し
た
。
世
の
学
者
は
、「『
逸
礼
』、『
古
文
尚
書
』、『
左

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究

一
一
五



伝
』
の
三
学
を
抑
え
、『
尚
書
』
を
も
っ
て
完
備
し
た
も
の
と
考
え
」
た
の
は
、
何
と
悲
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
。（『
漢

書
・
楚
元
王
伝
第
六
』）
今
文
博
士
に
対
す
る
劉
歆
の
異
議
申
し
立
て
の
核
心
は
、『
逸
礼
』
で
も
『
左
伝
』
で
も
な
か
っ
た
。『
古
文
尚

書
』
を
学
官
に
立
て
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
闘
争
の
中
に
こ
そ
、
漢
か
ら
隋
に
至
る
学
術
史
の
本
質
が
あ
る
。

『
左
伝
』
の
学
者
で
、『
尚
書
』
を
ず
っ
と
敬
遠
し
て
き
た
章
炳
麟
は
、
一
九
二
二
年
、「
三
体
石
経
」
に
出
会
っ
て
か
ら
は
、「
三
体
石

経
」
が
出
土
し
た
時
代
、
つ
ま
り
『
古
文
尚
書
』
が
滅
亡
の
淵
か
ら
も
う
一
度
蘇
っ
た
時
代
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。『
古

文
尚
書
』
は
、
一
体
、
誰
が
復
元
し
た
の
か
。
そ
の
偽
作
者
を
追
跡
す
る
過
程
で
、
彼
は
、
古
代
思
想
史
の
核
心
を
解
く
鍵
が
、『
左
伝
』

で
は
な
く
、『
古
文
尚
書
』
に
あ
る
こ
と
に
、
よ
う
や
く
気
付
い
た
。『
太
史
公
古
文
尚
書
説
』
の
後
記
が
、「『
尚
書
』
を
も
っ
て
完
備
し

た
も
の
と
考
え
る
」
人
々
を
指
弾
し
た
、
劉
歆
の
言
葉
を
繰
り
返
し
引
用
し
た
こ
と
に
、
章
炳
麟
が
古
代
学
術
を
ど
う
理
解
し
た
か
を
理

解
す
る
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

『
左
伝
』
研
究
か
ら
出
発
し
た
章
炳
麟
は
、『
尚
書
』
研
究
者
と
し
て
生
を
終
え
た
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
劉
歆

が
古
文
尚
書
を
学
官
に
懇
請
し
た
時
代
、
そ
の
動
き
を
妨
げ
た
今
文
博
士
た
ち
の
攻
撃
の
対
象
は
、『
左
伝
』
の
よ
う
に
見
え
て
、
実
際

は
『
古
文
尚
書
』
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
漢
代
以
来
の
学
術
の
歪
み
は
、『
古
文
尚
書
』
の
生
成
の
過
程
に
反
映
さ
れ
て
い
た
。「
三
体

石
経
」
と
の
遭
遇
は
、
章
炳
麟
を
否
応
無
し
に
、
漢
代
に
使
わ
れ
た
『
尚
書
』
の
書
体
へ
の
探
究
、
当
時
の
学
術
の
歪
み
の
加
害
者
で
あ

り
、
ま
た
被
害
者
で
も
あ
っ
た
一
群
の
偽
作
者
た
ち
の
追
跡
へ
と
向
か
わ
せ
た
。

王
粛
、
鄭
冲
、
梁
柳
、
臧
曹
に
関
す
る
討
論
を
通
じ
て
、
章
炳
麟
は
、
劉
歆
が
「
太
常
博
士
へ
の
書
簡
」
で
述
べ
た
悲
し
み
を
追
体
験

し
た
。
彼
は
偽
作
と
い
う
営
み
が
、
漢
代
以
来
の
畸
型
的
な
学
術
の
展
開
の
必
然
的
な
産
物
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
至
る
。

漢
か
ら
隋
に
か
け
て
の
学
術
に
関
す
る
研
究
は
、
章
炳
麟
が
壮
年
期
か
ら
強
い
関
心
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
課
題
の
一
つ
で
あ

『
古
文
尚
書
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の
真
本
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求
め
て
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―
章
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後
の
探
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る
。『
荘
子
』
と
唯
識
論
を
架
橋
し
た
こ
の
時
期
の
傑
作
、『
斉
物
論
釈
』（
初
定
本
、
一
九
一
五
年
）〔6

：3-69

〕
は
、
外
来
思
想
で
あ

る
仏
教
に
開
か
れ
た
こ
の
時
代
の
、
開
放
的
で
複
層
的
な
文
化
へ
の
圧
倒
的
な
共
感
に
支
え
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
だ
が
、「
三
体
石
径
」

と
い
う
碑
石
の
持
つ
硬
質
な
手
触
り
を
知
っ
て
か
ら
は
、
こ
の
時
代
の
学
術
の
歪
み
と
、
そ
の
必
然
的
な
産
物
で
あ
る
偽
作
と
い
う
行
為

が
、
こ
れ
ま
で
と
は
全
く
異
な
る
相
貌
を
も
っ
て
、
章
炳
麟
の
前
に
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
な
る
。

孔
安
国
が
『
古
文
尚
書
』
を
献
上
し
た
こ
ろ
、
民
間
に
は
ま
だ
太
古
の
「
故
」
と
「
伝
」
の
記
憶
が
残
っ
て
い
た
。
し
か
し
、「
三
体

石
経
」
が
作
ら
れ
た
と
き
、
こ
の
記
憶
は
跡
形
も
な
く
消
え
て
い
た
。
古
代
が
終
わ
り
、
中
世
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

中
世
は
、
文
化
の
記
憶
を
喪
失
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
喪
失
を
、
偽
作
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
し
か
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
悲
し
み
の
時
代
で
あ
る
。

章
炳
麟
の
遺
作
と
な
っ
た
「
中
世
哲
学
」
は
、
か
か
る
漢
か
ら
隋
に
か
け
て
の
中
国
思
想
が
、
他
の
全
て
の
時
代
を
超
え
て
屹
立
す
る

極
北
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
哲
学
に
関
し
て
言
え
ば
、
魏
よ
り
後
、『
三
国
志
』、『
晋
書
』、『
世
説
新
語
』
に
載
せ
る
諸
家
が
老
荘
を
論

じ
、
儒
術
を
論
じ
た
。
中
で
も
最
大
の
作
品
は
『
列
子
』、
偽
『
古
文
尚
書
』、『
孔く

叢ぞ
う

子し

』
の
三
つ
で
あ
る
。44

偽
『
古
文
尚
書
』
に
つ
い

て
、
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

偽
『
古
文
尚
書
』
は
王
粛
の
作
品
と
思
わ
れ
る
。『
道
術
』
の
「
人
心
惟
危
」
に
始
ま
る
十
六
字
（『
荀
子
・
解
蔽
篇
第
二
十
一
』）
を

改
竄
し
て
、
宋
以
後
、
朱
子
学
を
説
く
儒
者
た
ち
が
そ
れ
を
金
科
玉
条
と
し
た
。『
孔
叢
子
』
も
王
粛
の
作
品
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

心
の
精
神
を
聖
と
呼
ん
だ
こ
と
は
、
宋
の
楊
敬
仲
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
王
粛
は
中
古
哲
学
の
一
大
家
た
る
を
失
わ
な
い
。

〔11
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『
古
文
尚
書
』
の
作
者
は
、
鄭
冲
で
は
な
く
、
王
粛
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
一
篇
の
偽
作
が
、
後
の
人
々
の
思
考
方
法
を
変
え
て
し

ま
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
章
炳
麟
は
今
や
肯
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
そ
れ
ま
で
私
淑
し
て
き
た
清
朝
考
証
学
の
「
科

学
精
神
」
に
は
劣
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
者
が
「
科
学
」
の
仮
面
の
下
に
虚
無
的
な
懐
疑
の
精
神
を
宿
し
て
い
た
の
と
は

相
違
し
て
、
偽
作
と
い
う
胡
散
臭
さ
の
影
に
、
輪
廻
の
世
界
と
極
小
の
世
界
の
両
側
へ
と
拡
が
る
起
動
力
を
秘
め
て
い
る
。『
古
文
尚
書
』

を
偽
造
し
た
の
が
誰
か
は
、
も
は
や
大
き
な
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
「
中
世
哲
学
」
を
近
代
に
架
橋
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
た
。

長
い
学
問
探
究
の
果
て
に
、
近
代
的
思
惟
の
向
こ
う
に
広
が
る
世
界
の
扉
の
前
に
辿
り
着
い
た
章
炳
麟
は
、
そ
の
扉
の
前
で
六
十
七
年
の

生
を
閉
じ
た
。

※ 

章
炳
麟
の
文
章
は
全
て
、
上
海
人
民
出
版
社
編
『
章
太
炎
全
集
』
全
二
十
巻
、
上
海
人
民
出
版
社
、
二
五
一
八
年
よ
り
引
用
し
、
引

用
に
当
た
っ
て
は
略
記
号
を
用
い
る
。
例
え
ば
、〔11

：854-855

〕
と
あ
る
の
は
、『
章
太
炎
全
集
』
第
十
一
巻
（
太
炎
文
録
補
篇

〔
下
〕）、
八
五
四
～
八
五
五
頁
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

『
古
文
尚
書
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真
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求
め
て
―
―
章
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、
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探
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1	　

姚
奠
中
、
董
国
炎
『
章
太
炎
学
術
年
譜
』
山
西
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
四
九
二
頁
。

2	　

胡
適「
清
代
学
者
的
治
学
方
法
」欧
陽
哲
生
編『
胡
適
文
集
』第
二
冊
、
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
三
五
二
～
三
五
四
頁
。
初
出
は『
北

京
大
学
日
刊
』
第
九
期
（
一
九
二
一
年
四
月
）
で
、
後
、『
胡
適
文
存
』
一
集
巻
二
、
上
海
亜
東
図
書
館
、
一
九
二
一
年
に
収
め
ら
れ
た
。

3	　

戴
震
撰
、
湯
志
釣
校
点
『
戴
震
集
』
上
編
、
文
集
三
「
与
王
内
翰
鳳
喈
書
」
上
海
古
籍
出
版
社
、
五
三
～
五
四
頁
。

4	　

梁
啓
超
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』
梁
啓
超
著
、
湯
志
釣
、
湯
仁
沢
編
『
梁
啓
超
全
集
』
第
十
二
集
「
論
著
十
二
」
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、

二
五
一
八
年
、
所
収
。

5	　

汪
中
「
致
劉
端
臨
書
之
四
」『
文
集
』
第
五
輯
、
汪
中
著
、
田
漢
雲
点
校
『
新
編
汪
中
集
』
広
陵
書
社
、
四
三
五
～
四
三
六
頁
。
こ
れ
は
阮
元

が
刊
刻
し
た
『
述
学
』
別
録
に
「
二
十
二 

与
端
臨
書
」
と
題
し
て
収
め
ら
れ
て
以
来
、
広
い
範
囲
で
読
ま
れ
た
。

6	　

張
岩
『
審
核
古
文
「
尚
書
」
案
』
中
華
書
局
、
二
五
五
六
年
、
三
五
九
頁
。

7	　

孫
星
淵
撰
、
陳
抗
、
盛
冬
鈴
点
校
『
尚
書
今
古
文
注
疏
』
下
冊
「
巻
卅 

周
書
」
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、
五
九
六
頁
。

8	　
「
鄭
云
、『
獒
讀
曰
豪
、
西
戎
無
君
名
、
強
大
有
政
者
為
酋
豪
。
國
人
遣
其
遒
豪
來
獻
見
於
周
。』
良
由
不
見
古
文
、
妄
為
此
說
。」
孔
穎
達
の
『
正

義
』
は
、
こ
う
書
い
て
、
鄭
玄
の
解
釈
が
古
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
故
の
誤
解
だ
と
述
べ
た
。
し
か
し
閻
若
璩
は
、
鄭
玄
が
古
文
を

見
て
い
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
章
炳
麟
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
閻
若
璩
の
考
え
に
従
っ
て
い
る
。

9	　

こ
れ
は
『
正
義
』
の
以
下
の
解
釈
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。「『
魯
語
』
稱
、
武
王
時
、『
肅
慎
氏
來
貢
楛
矢
、
石
砮
、
長
尺
有
咫
。
先
王
欲

昭
令
德
之
致
遠
、
以
示
後
人
、
使
永
監
焉
、
故
銘
其
楛
曰
「
肅
慎
氏
貢
矢
」、
以
分
大
姬
、
配
虞
胡
公
而
封
諸
陳
。
古
者
分
異
姓
以
遠
方
之
貢
、

使
無
忘
服
也
。
故
分
陳
以
肅
慎
氏
之
矢
。』
是
分
異
姓
之
事
、
禮
有
異
姓
庶
姓
、
異
姓
、
王
之
甥
舅
、
庶
姓
、
與
王
無
親
。
其
分
庶
姓
亦
當
以
遠

方
之
貢
矣
。」

10　

韋
昭
は
、「
肅
慎
、
北
夷
之
國
、
故
隼
來
遠
矣
。
傳
曰
、
肅
慎
、
燕
毫
、
吾
北
土
也
。」
と
注
し
て
お
り
、「
東
北
夷
」
と
は
書
い
て
い
な
い
。

11	　

閻
若
璩
撰
、
黃
懐
信
、
呂
翊
欣
校
点
『
尚
書
古
文
疏
證 

附
：
古
文
尚
書
冤
詞
』
上
冊
「
第
七
十
五 

言
『
旅
獒
』
馬
、
鄭
讀
獒
曰
豪
、
今
仍
本
字
」

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
五
一
五
年
、
二
七
一
～
二
七
四
頁
。

12	　

章
炳
麟
著
、
徐
復
注
『
訄
書
詳
注
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
五
五
五
年
、
九
五
三
～
九
五
四
頁
も
参
照
の
こ
と
。

13	　

前
掲
『
尚
書
古
文
疏
證 

附
：
古
文
尚
書
冤
詞
』
下
冊
、
毛
奇
齢
『
古
文
尚
書
冤
詞
』
巻
六
、八
四
六
頁
。

14	　

前
掲
『
尚
書
今
古
文
注
疏
』
下
冊
「
巻
卅 

書
序
第
卅
下
」
五
九
六
頁
。
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15	　

こ
の
部
分
は
、
孔
穎
達
の
『
正
義
』
の
次
の
記
述
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。「
案
『
孟
子
』
及
『
史
紀
』
稱
瞽
瞍
縱
火
焚
廩
、
舜
以
兩
笠
自
扞
而
下
。

以
土
實
井
、
舜
從
旁
空
井
出
、
象
與
父
母
其
分
財
物
。
舜
之
大
孝
升
聞
天
朝
、
堯
妻
之
二
女
、
三
惡
尚
謀
殺
舜
、
爲
姦
之
大
莫
甚
於
此
。
而
言『
不

至
姦
』
者
、
此
三
人
性
實
下
愚
、
動
罹
刑
網
、
非
舜
養
之
、
久
被
刑
戮
、
猶
尚
有
心
殺
舜
、
餘
事
何
所
不
爲
。
舜
以
權
謀
自
免
厄
難
、
使
瞽
無
殺

子
之
愆
、
象
無
害
兄
之
罪
、『
不
至
於
姦
惡
』
於
此
益
驗
。
終
令
瞽
亦
允
若
、
象
封
有
鼻
、
是
『
不
至
於
姦
惡
』
也
。」

16	　

前
掲
『
尚
書
古
文
疏
證 

附
：
古
文
尚
書
冤
詞
』
下
冊
、
閻
若
璩
『
尚
書
古
文
疏
證
』
巻
二
、
第
十
八
「
言
趙
歧
不
曾
見
古
文
」
六
六
頁
。

17	　
「
馬
、
鄭
、
王
本
說『
此
經
皆
無「
帝
曰
」、』當
時
庸
生
之
徒
漏
之
也
。
鄭
玄
云
、『
試
以
爲
臣
之
事
。』王
肅
云
、『
試
之
以
官
。』鄭
、
王
皆
以『
舜
典
』

合
於
此
篇
、
故
指
歷
試
之
事
充
此『
試
哉
』之
言
。
孔
據
古
今
別
卷
、
此
言『
試
哉
』正
謂
以
女
試
之
、
既
善
於
治
家
、
別
更
試
以
難
事
、
與
此
異
也
。」

18	　

前
掲
『
尚
書
古
文
疏
證 
附
：
古
文
尚
書
冤
詞
』
下
冊
、
閻
若
璩
『
尚
書
古
文
疏
證
』
巻
四
、
第
五
十
二
「
言
以
『
管
子
』
引
『
泰
誓
』
史
臣

辞
為
武
王
自
語
」
一
四
三
～
一
四
四
頁
。

19 　
『
検
論
』
巻
二
に
収
め
る
。
同
書
は
一
九
一
五
年
に
出
版
さ
れ
た
。『「
尚
書
」
故
言
』
の
執
筆
時
期
の
確
定
は
難
し
い
が
、
一
九
一
三
年
六
月

以
前
で
あ
る
の
は
確
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
章
は
、『
国
故
論
衡
』
の
先
校
本
（
一
九
一
五
年
）
と
校
定
本
（
一
九
一
九
年
）
を
架
橋
す

る
位
置
に
あ
る
。『
章
太
炎
全
集
』
第
十
五
巻（
演
講
集
下
）に
は
、
一
九
三
五
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
の
講
演
録
と
し
て
、
全
く
同
じ
文
章（
尚

書
故
言
）
が
収
録
さ
れ
る
。〔15

：619-621
〕

20	　

銭
穆
が
的
確
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
国
故
論
衡
』
は
中
国
伝
統
学
術
の
総
体
的
批
判
の
書
で
あ
り
、「
西
欧
化
を
目
指
し
た
新
文
化
運
動
と
は

違
っ
た
意
味
で
の
」
新
文
化
運
動
を
興
起
し
た
。
銭
穆
「
太
炎
論
学
術
」『
中
国
学
術
思
想
史
論
叢
』
巻
八
、
安
徽
教
育
出
版
社
、
二
五
五
四
年
、

三
四
二
頁
。

21	　

先
校
本
（
一
九
一
五
年
）
と
校
定
本
（
一
九
一
九
年
）
を
比
べ
る
と
、
後
者
に
補
筆
が
あ
る
。
注
が
大
幅
に
加
筆
さ
れ
て
お
り
、
高
弟
の
朱
希

祖
と
黄
侃
の
著
作
が
紹
介
さ
れ
る
が
、
論
旨
に
変
更
は
な
い
。
こ
こ
で
は
加
筆
後
の
校
定
本
を
用
い
る
。
直
訳
だ
け
で
は
、
と
て
も
意
味
が
通
じ

な
い
の
で
、
記
述
の
基
に
な
る
大
量
の
文
献
情
報
を
補
い
な
が
ら
、
翻
訳
す
る
。
原
注
は
省
略
し
た
。
翻
訳
に
当
た
っ
て
は
、
章
太
炎
撰
、
龐
俊
、

郭
誠
永
疏
證
『
国
故
論
衡
疏
證
』
中
華
書
局
、
二
五
五
八
年
、
三
二
二
～
三
三
四
頁
の
詳
細
な
注
釈
を
参
照
し
た
。

22	　
『
国
語
・
周
語
下
』
の
原
文
の
句
読
は
、「
吾
聞
之
大
誓
、
故
曰
『
朕
夢
協
朕
卜
、
襲
于
休
祥
、
戎
商
必
克
。』」
と
切
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
韋
昭
注
は
、「
大
誓
、
伐
紂
之
誓
也
。
故
、
故
事
也
。」
と
あ
る
よ
う
に
、「
大
誓
」
と
「
故
」
を
別
々
に
説
明
し
て
お
り
、『
大
誓
故
』
と
い

う
一
つ
の
書
物
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
に
、『
周
語
下
』
が
引
く
書
物
の
名
は
『
大
誓
』
で
あ
っ
て
、『
太
誓
』

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究
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で
は
な
い
。

23	　

前
掲
『
国
故
論
衡
疏
證
』
三
二
九
～
三
三
五
頁
を
参
照
。

24 　

こ
の
書
簡
は
後
に
「
与
劉
光
漢
書
（
癸
卯
）」
と
改
題
し
て
、『
太
炎
文
錄
初
編
』
巻
二
に
収
録
さ
れ
た
。〔8

：148-149

〕

25	　

前
掲
『
国
故
論
衡
疏
證
』
三
三
五
頁
。

26	　

孫
詒
譲
著
、
孫
以
楷
点
校
『
墨
子
閒
詁
（
上
冊
）』
巻
四
「
兼
愛
中
第
十
五
」（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、
一
五
三
頁
）
は
、「
隧
」
を
、
畢

元
が
挙
げ
た
、『
穆
天
子
伝
』
の
「
銒
山
之
隊
」、『
玉
篇
』
の
「
隊
、
以
醉
切
、
掘
地
通
路
也
」
に
従
っ
て
訓
ず
る
。

27	　
『
漢
書
・
酈
陸
朱
劉
叔
孫
伝
第
十
三
』に
直
接
、『
太（
泰
）誓
』を
引
用
し
た
箇
所
は
な
い
。強
い
て
探
せ
ば
、婁
敬
が
劉
邦
に
語
っ
た
言
葉
に
、「
成

王
即
位
、周
公
之
屬
傅
相
焉
、乃
營
成
周
都
雒
、以
為
此
天
下
中
、諸
侯
四
方
納
貢
職
、道
里
鈞
矣
、有
德
則
易
以
王
、無
德
則
易
以
亡
。
凡
居
此
者
、

欲
令
務
以
德
致
人
、
不
欲
阻
險
、
令
後
世
驕
奢
以
虐
民
也
。
及
周
之
衰
、
分
而
為
二
、
天
下
莫
朝
周
、
周
不
能
制
。
非
德
薄
、
形
勢
弱
也
。」と
あ
り
、

こ
の
部
分
が
、『
泰
誓
中
』
の
、「
受
有
億
兆
夷
人
、
離
心
離
德
。
予
有
亂
臣
十
人
、
同
心
同
德
。
雖
有
周
親
、
不
如
仁
人
。
天
視
自
我
民
視
、
天

聽
自
我
民
聽
。
百
姓
有
過
、
在
予
一
人
、
今
朕
必
往
。
我
武
維
揚
、
侵
于
之
疆
、
取
彼
凶
殘
。
我
伐
用
張
、
于
湯
有
光
。
勖
哉
夫
子
。
罔
或
無
畏
、

寧
執
非
敵
。
百
姓
懍
懍
、
若
崩
厥
角
。
嗚
呼
、
乃
一
德
一
心
、
立
定
厥
功
、
惟
克
永
世
。」
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

28	　

こ
の
書
簡
の
日
付
は
「
一
九
五
九
年
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。

29	　
『
太
炎
文
録
続
編
』
は
、
一
九
一
九
年
に
『
章
氏
叢
書
』
の
浙
江
図
書
館
刊
本
に
収
録
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
「
尚
書
続
説
」
は
見
え
な
い
。

一
九
二
二
年
刊
の
題
詞
を
付
し
、
実
際
の
刊
行
は
一
九
三
五
年
の
同
『
続
編
』
に
初
め
て
収
録
さ
れ
た
。
執
筆
時
期
は
、『
尚
書
』
に
関
す
る
彼

の
研
究
成
果
が
続
々
と
世
に
出
た
一
九
三
二
～
三
三
年
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
『
章
太
炎
学
術
年
譜
』
二
九
六
頁
、
四
五
四
頁
。

30	　
「
昔
者
文
王
侵
孟
、
克
莒
、
舉
酆
、
三
舉
事
而
紂
惡
之
、
文
王
乃
懼
、
請
入
洛
西
之
地
、
赤
壤
之
國
、
方
千
里
以
請
解
炮
烙
之
刑
、
天
下
皆
說
。」

31	　
「
盂
」を「
邘
」に
当
て
る
考
え
は
、
前
掲『
尚
書
今
古
文
注
疏
』下
冊「
巻
卅 

書
序
第
卅
上
」五
八
四
頁
で
、
孫
星
衍
が
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

32	　

楊
筠
如
『
尚
書
覈
詁
』
巻
二
「
商
書
」「
西
伯
戡
黎
第
十
」
陝
西
人
民
出
版
社
、
一
九
五
九
年
、
一
二
一
～
一
二
二
頁
。

33	　

楊
朝
明
『
周
公
事
績
研
究
』
中
州
古
籍
出
版
社
、
二
五
五
二
年
、
一
八
四
頁
。

34	　
『
逸
周
書
・
作
雒
解
』に
言
う
。「
二
年
、
又
作
師
旅
、
臨
衛
政
殷
、
殷
大
震
潰
、
降
辟
三
叔
、
王
子
群
父
北
奔
、
管
叔
經
而
卒
、
乃
囚
蔡
叔
于
郭
淩
。」

35	　

孔
穎
達
の『
正
義
』巻
十
三「
金
滕
第
八
」に
、「
武
王
既
崩
、管
叔
、蔡
叔
與
紂
子
武
庚
三
人
監
殷
民
者
又
及
淮
夷
共
叛
。
周
公
相
成
王
、攝
王
政
、

將
欲
東
征
、
黜
退
殷
君
武
庚
之
命
、
以
誅
叛
之
義
大
誥
天
下
。
史
敘
其
事
、
作
『
大
誥
。』」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

『
古
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尚
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の
真
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を
求
め
て
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36	
　
こ
れ
は
章
炳
麟
の
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
解
釈
で
あ
る
。『
書
大
序
』
の
孔
穎
達
の
疏
は
、『
帰
禾
』
の
成
立
年
代
は
不
明
で
、『
金
滕
』
の
前
後

い
ず
れ
に
も
書
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
両
論
を
併
記
し
た
。「
歸
禾
年
月
、
史
傳
無
文
、
不
知
在
啟
金
縢
之
先
後
也
。
王

啟
金
縢
、
正
當
禾
熟
之
月
。
若
是
前
年
得
之
、
於
時
王
疑
未
解
、
必
不
肯
歸
周
公
。
當
是
啟
金
縢
之
後
、
喜
得
東
土
和
平
而
有
此
應
、
故
以
歸
周

公
也
。」（『
正
義
』
巻
十
三
「
微
子
之
命
第
十
」）

37	

　『
逸
周
書
・
明
堂
解
』
は
言
う
。「
六
年
而
武
王
崩
、
成
王
嗣
、
幼
弱
未
能
踐
天
子
之
位
、
周
公
攝
政
、
君
天
下
、
弭
亂
、
六
年
而
天
下
大
治
。」

『
礼
記
・
明
堂
位
』
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。「
昔
殷
紂
亂
天
下
、
脯
鬼
侯
以
饗
諸
侯
。
是
以
周
公
相
武
王
以
伐
紂
。
武
王
崩
、
成
王
幼
弱
、
周

公
踐
天
子
之
位
以
治
天
下
。」

38	

　
劉
昐
遂『
観
堂
学
書
記
』「
洛
誥
・
王
肇
称
殷
礼
」王
国
維『
古
史
新
証
：
王
国
維
最
後
的
講
義
』清
華
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
二
八
一
頁
。

39	

　
前
掲『
尚
書
古
文
疏
證 

附
：
古
文
尚
書
冤
詞
』上
冊
、
閻
若
璩『
尚
書
古
文
疏
證
』巻
二
、
第
十
七「
言
安
国
古
文
学
源
流
真
偽
」五
六
〜
五
七
頁
。

40	

　
同
右
、
黄
宗
羲
「
尚
書
古
文
疏
證
原
序
」
二
頁
。
後
に
『
南
雷
文
定
』
三
集
、
巻
一
に
収
め
ら
れ
る
。
沈
善
洪
主
編
『
黄
宗
羲
全
集
』
第
十
冊（
南

雷
詩
文
集
）「
序
類
」
浙
江
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
六
三
頁
。

41 

　
杜
佑
『
通
典
』
巻
四
十
四
「
礼
四 
沿
革
四 

吉
礼
三
」
に
、「
晉
初
、
罷
其
祀
。（
時
司
馬
彪
表
云
『
六
宗
之
禮
、
不
應
特
立
。』
新
禮
遂
廢
。）

後
復
立
六
宗
祀
、
因
魏
舊
事
。（
時
摯
虞
奏
、『
按
舜
受
終
、
禋
於
六
宗
、
漢
魏
相
仍
、
著
為
貴
祀
。
凡
崇
禮
百
神
、
放
而
不
致
、
有
其
舉
之
、
莫

敢
廢
也
。
宜
定
新
禮
、
祀
六
宗
如
舊
。』
從
之
。）」
と
あ
る
件
を
踏
ま
え
る
。『
自
定
年
譜
』
の
「
光
緒
十
六
年
（
一
八
九
〇
年
）
二
十
三
歳
」
の

条
に
、「
こ
の
年
、『
通
典
』
を
買
い
求
め
て
通
読
し
、
後
、
七
、八
回
繙
読
し
た
」〔11

：752-753

〕
と
あ
る
よ
う
に
、『
通
典
』
は
、
章
炳
麟
が

最
も
熟
読
し
た
学
術
の
書
で
あ
る
。

42	

　『
隋
書
・
経
籍
志
』
が
挙
げ
る
の
は
、『
一
字
石
経
尚
書
』
一
巻
、『
三
字
石
経
尚
書
』
九
巻
、『
三
字
石
経
尚
書
』
五
巻
で
あ
る
。

43	

　
孔
穎
達
『
尚
書
正
義
』
巻
十
一
「
泰
誓
上
第
一
」
の
以
下
の
疏
を
踏
ま
え
る
。「
梁
王
兼
而
存
之
、
言
『
本
有
兩
「
泰
誓
、」
古
文
「
泰
誓
」
伐
紂
事
、

聖
人
選
為「
尚
書
。」今
文「
泰
誓
」觀
兵
時
事
、
別
錄
之
以
為「
周
書
」、』此
非
辭
也
。
彼
偽
書
三
篇
、
上
篇
觀
兵
時
事
、
中
下
二
篇
亦
伐
紂
時
事
、

非
盡
觀
兵
時
事
也
。
且
觀
兵
示
弱
即
退
、
復
何
誓
之
有
。
設
有
其
誓
、
不
得
同
以
『
泰
誓
』
為
篇
名
也
。」

44	

　
こ
の
見
方
は
、
章
炳
麟
の
最
愛
の
弟
子
で
あ
り
、
一
九
三
五
年
に
夭
折
し
た
黄
侃
の
書
い
た
「
漢
唐
玄
学
論
」
の
完
全
な
コ
ピ
ー
で
あ
る
。
た

だ
し
、
王
粛
の
作
品
に
対
す
る
省
察
に
は
、
章
炳
麟
の
『
古
文
尚
書
』
読
解
の
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
黄
侃
「
漢
唐
玄
学
論
」
黄
侃
撰
『
黄

侃
論
学
雑
著
』
中
華
書
局
、
一
九
六
四
年
、
四
八
二
〜
四
八
八
頁
、
特
に
四
八
三
〜
四
八
四
頁
を
参
照
。

『
古
文
尚
書
』
の
真
本
を
求
め
て
―
―
章
炳
麟
、
最
後
の
探
究

一
一
七


